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愛媛県産婦人科医会　会長 池　谷　東　彦

令和 2 年を迎え，愛媛県

産婦人科医会も新しい年度

に入りすでに 3 か月目を迎

えております。今年度は新

しい会長選挙，日本産婦人

科学会の代議員，日本産婦

人科医会の代議員，地方代表者等の選挙が行われ，

それに伴って新しい役員構成も行われました。さ

らに平成30年度の愛媛県産婦人科医会および愛媛

産婦人科学会の歳出歳入決算，令和 2 年度の愛媛

県産婦人科医会歳入歳出予算，愛媛県産婦人科学

会歳入歳出予算，今年度の愛媛産婦人科医会事業

方針など昨年度末に開催される予定でありました

愛媛県産婦人科医会総会で議決される予定であり

ました。

しかし，令和 2 年 １ 月，中国武漢に発した新し

いコロナウィルスによる感染症は， １ 月下旬我が

国へ中国よりの帰国男性に陽性例が報道され，令

和 2 年 １ 月28日に指定感染症とすることが決定さ

れ， 2 月 １ 日新コロナウィルス感染症に対応した

医療体制制定がなされ，帰国者接触者相談セン

ター設置とPCRの検査開始が指示されました。 2

月 3 日横浜港に入港した，クルーズ船の乗客によ

る集団発生が， 2 月１3日には東京における屋形船

における宴会での発生等を見るようになりました。

2 月 4 日には日本産婦人科医会より，妊婦さん向

け及び会員向けに「新型コロナウィルス感染症

（COVID-１9）について」が発出され，以後令和 2

年 5 月26日まで第 8 報までが発出されました。そ

の間，国内でも新コロナ感染症のクラスター発生

が多数認められるようになり， 2 月末には学校教

育の停止が内閣総理大臣より発せられました。コ

ロナ感染症の全国的な蔓延状況が急激に起こり，

各地における人の集まりが制限されるようになり，

そのため令和 2 年 3 月28日に開催予定であった愛

媛県産婦人科医会の総会の開催が不可能になり，

総会に提案された上記案件に関して，会員各位の

賛否の意向をファックスにより得るような変則的

な方法で，総会成立を認め頂いた次第であります。

新しい年度に入り， 4 月 １ 日より新しい愛媛県産

婦人科医会が発足いたしました。新コロナウィル

ス感染症のパンデミック発生に伴い，各種産婦人

科医会関係および産婦人科学会関係の学会，集

談会，研究会など，多くの人々が参集する会合は

中止又延期，はあるいはテレワーク方式で開催さ

れるようになりました。 4 月に全国に非常事態宣

言が発表され，全国的に人の動きが自粛され，感

染者の増加も著しく，医療崩壊も云々されるよう

になりました。医療機関におけるCOVID-１9感染

症にかんして日本産婦人科医会本部より妊産婦に

皆様にと題して，妊産婦への注意事項喚起が行わ

れるとともに，会員各位に対して，新型コロナ感

染症に対応した妊産婦に係る医療提供体制，妊婦

に係る新型コロナウィルス感染症の検査体制に整
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備などに関する文書が発せられております。しか

しながら，この間，コロナ感染症の全国的な蔓延

により，妊娠，分娩，産褥期の診療に多大の影響

が発生し，特に行動の制限が顕著となることで里

帰り分娩を希望する妊婦の方々の各都道府県境を

超えての移動の問題，里帰り先における妊婦検診

の方法に対する問題など当事者である会員の皆様

方の診療体制に対するご苦労は大変なものと考え

られました。 4 月の中旬以降に分娩を取り扱って

おられる医療機関の先生方に里帰り妊婦に対する

対応等のアンケートをさせていただきました。ご

多忙の中27の医療機関から回答を得ることが出来

ました。各施設ともかなりの数の里帰り妊婦さん

を予定されておりました。その中で多くの施設か

らの回答では，妊婦さんの帰省後 2 週間の自宅待

機が困難な場合があるという回答がみられました。

愛媛県下における新型コロナウィルス感染症（疑

いを含む）妊婦の取り扱いに関して一応の取り決

めがなされておりました。 5 月の末になって非常

事態宣言が解除され。未だCOVID-１9感染症発生

以前の生活状態に立ち戻った状態までは回復いた

しておりません。この間各会員におきましてはこ

の感染症の影響を受け妊娠，分娩。出産，育児等，

産科医療の面で大変な状況を経験されたことと思

われます。依然としてこの状況は完全に収束した

ものではなく，未だ 2 次， 3 次の大発生が危惧さ

れております。国，地方公共団体等における感染

症対策のさらなる充実を図っていただくとともに，

各会員の皆様にも十分な対策をこの間に取ってい

ただきたいと考えております。

新コロナ感染症のパンデミックに隠れてしまっ

ているように思われますが，この間に，厚生労働

省より令和元年人口動態［推計値］が発表され

ました。これによりますと令和元年の出生数は

864000人で前年度より54000人の減少となってお

ります。日本全体の人口は，今年度の自然死亡

者数１376000人ですので自然減少数は5１2000人と

なります。日本の高齢者社会の状況のもと，日

本女性の合計特殊出生率の現状が1.42です。将来

1.78を目標とするとの発表もありますが，令和元

年度の合計特殊出生率は，1.36と減少を示してお

り，日本の出生率の低下はさらに進行しているよ

うです。今後の出生数の増加を示す源となる出産

の中心となる世代の人口が2000年には１320万人で

あったものが，20１9年 7 月には約970万人と減少

しているため，合計出生率の増加は現状では非常

に困難なものとなって居ると考えざるを得ません。

日本の少子高齢化は今後もさらに進行していくも

のと理解し，新コロナウィルス感染症解消後の新

しい生活形態が一般的になった時期に，日本の人

口減少に対する考え方が変化し合計特殊出生率が

上昇を示すようになるのか，少子化を改善する道

筋をもう一度考えていく必要性があるように思い

ます。それと同時に少子化がさらに進むようであ

れば，将来の産婦人科医療のあり方など，多くの

面で産科医療の方向性が現在と異なった形を示し，

新しく産婦人科を専攻しようと考える若人に多大

の影響を与えるでありましょう。産婦人科医療を

進めていく上で，その働き方等にも目を向けてい

くことが必要ではないかと考えます。

新コロナウィルス感染症を恐れることなく，妊

娠・出産・育児に関与する愛媛県産婦人科医療を

揺るぎないものとしてゆきたいと考えております。

（令和 2 年 6 月末　記）
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愛媛大学大学院医学系研究科　産科婦人科学講座 杉　山　　　隆

令和に入った昨年，間な

しに複数の豪雨等による自

然災害がわが国の各地域を

襲い，依然避難されている

方がおられる中，今年に入

り今度は未曽有の新型コロ

ナウイルス感染症が世界を襲いました。WHOか

らpandemic宣言が出され，わが国においても瞬く

間に全都道府県に非常事態宣言が発出されました。

日々，感染者が続出し，死亡者が増え，海外では

医療崩壊が生じ，わが国でも関東エリアでは一部

医療崩壊に至る状況となり，世界中に感染症の恐

ろしさを改めて知らしめることとなりました。不

幸な転帰をとられた方，ご遺族に心より冥福を祈

りますとともに，医療者や医療関係者の方々のご

尽力に敬服いたします。県下の地域産婦人科医療

をお守りいただいている先生方には，特に 3 月か

ら 5 月にかけてストレスフルな日々が続かれたこ

とと存じますが，心より敬意を表します。

さて，このCOVID-１9感染症の蔓延化により，

当然のことながら経済は落ち込み，マスコミでは

１930年に端を発した世界恐慌を凌ぐ勢いである

とする専門家の意見を聞きます。ところで世界

恐慌はgreat�depressionと呼ばれましたが，新型

コロナウイルス感染症はまさにgreat�depression�

by�COVID-１9と呼んでよいのではないでしょう

か。この感染症の蔓延により，不要不出の外出

は自粛しなければならず，多くの大・中・小企

業，特に飲食・観光にかかわるすべての人への経

済的打撃は計り知れず，失業者は著増し，great�

depressionの文字通り，メンタルヘルスも損なわ

れました。大人のみならず子どもの心身の健康に

も悪影響が及びます。特に医療の最前線で頑張る

医療者にとってのストレスは深刻な問題になりま

した。感染者のみならず医療者への誹謗中傷もメ

ンタルヘルスへの悪影響を及ぼし，感染者や医療

従事者の家族が関与する職場や学校においても社

会問題化しました。いろいろな局面で想像もつか

ない問題点が噴出し，皆様方の周囲で様々な問題

点に対する対策や対応が求められ，大変な思いを

されていると思います。

一方，COVID感染症の拡大による社会変化も

特記すべきこともあります。世界の歴史を振り返

りますと，飛躍的な社会的進歩は大惨事から発生

することが多いようです。たとえばペストの流行

をきっかけとした農奴解放や第 2 次世界大戦後の

荒廃から誕生した英国の福祉国家が代表的です。

今回の感染症の拡大により，大きな打撃を受けた

現場においていろいろな工夫による産業や経済の

立て直しが必死に行われていることも人間のなせ

る業だと思います。ただし，時代が違えば状況も

違い，経済立て直しの余力状況も違うでしょうか

ら，大変でしょう。その過程であらゆる手段を講

じ，経済活動，市民生活への影響を最小限にする
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よう，迅速に対応し続けることがひとつひとつの

社会システムの変革につなぐことができると確信

しています。

現在，緊急事態宣言は一旦解除され，新しい生

活習慣が求められています。医師会からも 4 つの

提言が示されています。概要は，①平時よりかか

りつけ医をもち，健康的な生活習慣を実践するこ

と，②各人が「うつさない，うつらない」ための

行動をとること，③外出自粛要請時，病気がある

場合，かかりつけ医とのICTを利用した健康管理

を受けること，④受診が必要な場合，かかりつけ

医やかかりつけ医のアドバイスの下，地域の検査

センター等を受診・受検すること，です。我々産

婦人科医もこのような視点からあらゆるライフス

テージの女性を守るべく，診療を見直す必要があ

ると思います。

さて，新しい生活習慣ですが，今こそ，新型コ

ロナウイルス感染症の第 2 波を見据え，体制整

備に力を注ぐことが求められます。たとえば身近

な産科関連の例を挙げますと，不安を抱える妊婦

さんが検査を希望する際のPCR等の検査を受ける

ための費用が補助されることが決定しました。厚

労省からの通達を受け，各自治体は各地域にお

いてPCR検査を行うために機器の設置等の対応を

図ります。その際，各地域の既存の医療体制に

フィットした運用体制を構築することが求められ

ます。愛媛県では，まず分娩を取り扱う感染指定

病院に機器を準備することが必要です。また，ほ

とんどの妊婦は感染していませんから，妊婦さん

を感染症の疑いのある方を診る感染症外来で検体

採取することはできません。そこで妊婦の検体を

採取する場所の決定，PCR検査を行う場所（検査

にマンパワーを要するため，全自動型機器が望ま

しい）を確保すること，そして何よりも陽性に出

た際，妊婦の隔離が必要であり，どこで隔離する

のか，家族と離れることとなり，十分な説明を行っ

ておくことも必要となります。検査を受けること

により，陽性となった場合，かえって心身ともに

大きな問題点が生じる可能性もあり，検査を行う

ためには多くの準備が必要であることを把握した

うえで対応する必要があります。逆にこれらの体

制を構築したうえで各基幹施設に検査機器を設置

することができれば，妊婦のみならず，県下の各

医療圏での新型コロナウイルス感染症の検査を行

うことができますので，極めて有効な方策となり

得ます。このような観点からも現場の医療と行政

の間の連携が重要であり，あらゆる局面において

医会，学会，医師会，愛媛県周産期医療協議会を

含む行政との間のリエゾンが機能することも必要

であると考えます。

また，新型コロナウイルス感染症の蔓延化は少

子化に拍車をかける可能性があります。20１8年に

約92万人の出生数が20１9年には約86万人まで減少

しました。その理由として令和婚志望の影響と団

塊ジュニアの世代が45歳を超え，生殖年齢女性の

減少が考えられます。今回の感染症の拡大に伴い，

今や出生１7人に １ 人が生殖補助技術による状況下，

特に出生数の多い特定警戒都道府県での生殖補助

技術の差し控えや延期により2020年後半から202１

年前半にかけて影響が及ぶことなどがあげられる

からです。里帰り分娩に関しては，妊婦さんを取

り巻く環境を考慮に入れ，里帰りを重視する必要

もあろうかと考えますので，状況に応じて柔軟に

対応すべく，ご協力いただきますようよろしくお

願いいたします。

都心の新型コロナウイルス感染症が落ち着かな

い限り，愛媛県も全く安心できませんし，海外と

の交通規制緩和が行われますと，とても状況は不
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安定になることが予想されます。愛媛県下の産婦

人科医療を守るべく，県民が安心して医療を受け

られるために，また医療者も安全・安心して働け

るために基幹施設や行政が一致団結して対策を立

てる必要があると考えます。現場の先生方が安心

して医療に携わることができるよう，私共も全力

を尽くしますので，医会の会員皆様にも引き続き

ご協力いただきますよう，よろしくお願いいたし

ます。

（令和 2 年 6 月末　記）
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愛媛県下における新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）（疑いを含む）妊婦の取り扱い

報　　告
（令和 2 年 6 月末現在）

Ａ．感染が疑われる妊婦への対応

①かかりつけ医からの相談：各医療施設の管轄の

保健所へ電話

②本人から電話相談窓口へ電話：24時間体制（可

能な限り 9 -１7時の間）089-909-3483（帰国者

等接触者），089-909-3468（一般相談）

→検査が必要（感染が疑われる場合*）であれば，

保健所から本人にどこの病院で検査（検体採取，

県内 5 カ所→公表されず）するか連絡が入る。

→検査の結果，陽性であった場合，保健所から本

人あるいはかかりつけ医に受け入れ先病院を指

定される。

注意点：保健所は，妊婦のトリアージ施設につい

て把握していないので，妊婦の対応を行

えない感染指定病院を指定する可能性が

ある。

→このような場合，当該病院より各地域の基幹施

設（県中病院，愛大病院，日赤病院，市立宇和

島病院，県立新居浜病院）産婦人科に連絡の上

（基幹施設では受け入れ施設をコーディネート

する），受け入れ施設を決定する。

*感染が疑われる患者の要件： 5 月 8 日に変更

１ ．発熱や咳などの軽い感冒症状が 4 日以上続く

場合

2 ．軽い感冒症状を認め，かつ以下のいずれかを

認める場合

・高齢者

・糖尿病，心不全，呼吸器疾患あり

・人工透析患者

・免疫抑制剤や抗がん剤使用患者

・妊婦

3 ．息苦しさ，強いだるさ，高熱などの強い症状

がある場合

さらに，愛媛県では，先般，愛媛県周産期医療

協議会より県知事に検査対象拡大要望を提出し，

以下の場合も県の方針として進めるとの返事をい

ただきました。

☆医療現場で医師が必要と考える場合は，保健所

に相談の上検査施行

→現場で必要と考えられた場合，保健所に強く相

談ください。

Ｂ．COVID-１9妊婦への対応

１ ．保健所からの連絡を受け，県下の分娩を取

り扱う施設から感染指定病院である県中病

院，日赤病院，愛大病院および県立新居浜

病院，市立宇和島病院のいずれかで対応

する。これら 5 基幹施設は受け入れ施設を

愛媛大学医学部附属病院産婦人科 杉　山　　　隆
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コーディネートの上，決定する。

→�受け入れ可能施設に収容

注意点：県立新居浜病院，市立宇和島病院

で対応できる疾患は限定されるので，対応

不可能と考えられる場合には，症例ごとに

県中病院，日赤病院，愛大病院と連絡の上，

最終決定する。

2 ．重症症例は，①愛大，②県中の順に対応する。

3 ．未受診妊婦や県外からの里帰り希望の飛び

込み妊婦で既に陣発し，濃厚接触等の状況

が不明，緊急事態宣言地域から帰省した家

族が発熱症状等を有し本人との接触がある

等，本人のCOVID-１9が疑われる場合，検

査の結果が間に合わない可能性があるので，

“COVID-１9が疑われる妊婦”は，上記施設

で“COVID-１9妊婦”として対応する。

Ｃ．その他，困ったときの相談先

分娩取扱い施設の基幹施設に相談する。

松山医療圏（松山，八幡浜・大洲の一部，今

治の一部）：県立中央病院，日赤病院，愛大病

院

東予医療圏（今治の一部，西条，新居浜，宇

摩）：県立新居浜病院

南予医療圏（宇和島，八幡浜・大洲の一部）：

市立宇和島病院

Ｄ．COVID-１9妊婦を受け入れた基幹施設の対応

各施設の対応方針（各施設でマニュアル作成）

に沿って管理する。
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慶　　祝

慶　祝

6

米本志朗先生
令和元年度産科医療功労者
厚生労働大臣表彰受賞

略　　歴
氏　　名　　米

よね

本
もと

　志
し

朗
ろう

生年月日　　昭和11年７月４日
現 住 所　　松山市松末２丁目17－23

学　　歴
　昭和37年3月　広島大学医学部卒業
　昭和42年3月　 広島大学大学院医学研究

科卒業（外科系産科・婦
人科専攻）

　　　　　　　　医学博士号授与

受賞のことば
　この度は愛媛県医師会長 村上博先生，
愛媛県産婦人科医会長 池谷東彦先生，そ
の他の関係諸先生方の御推挙を受け，受賞
の栄を賜りました。お世話になりました皆
様に心から感謝申し上げます。
　私は産婦人科医になりましてから，実に
51年間お産を取り扱ってまいりました。
広島で11年間（大学院の４年間と三菱三
原総合病院での７年間），松山で40年間で
す。取り扱った分娩数は広島が約3,300人，
松山が約１万人です。幸い私はこの51年
間に “母体死亡” はありませんでした。
　私は父が銀行員でしたので，転勤が多く
「京都」で生まれ，「名古屋」で育ち，郷里
の「岩国」へ帰り，ここで終戦を迎え，岩
国高校を卒業し「広島」へ出て（そこで17
年を過ごし），最後は「松山」と，まるで
ジプシーの様な生活をしてきました。
　四国へ来て早や45年，誠に長い様で短
い「アッ」という間の出来事でした。
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12

略　　歴
氏　　名　　宮

みや

内
うち

　文
ふみ

久
ひさ

生年月日　　昭和23年11月30日
現 住 所　　新居浜市南小松原町13番27号
　　　　　　職員宿舎Ｆ１号

学　　歴
　昭和48年３月　山口大学医学部卒業
　昭和54年３月　 山口大学大学院修了医学

博士
　昭和59年9月～昭和61年８月
　　　　　　　　ミシガン大学発達と生殖
　　　　　　　　研究所研究員

賞　　罰
　平成５年　 山口大学医学部同門会（霜仁

会）社会活動部門賞
　平成14年　家族計画連盟会長賞
　平成15年　日本思春期学会地域活動賞
　令和１年　 安全衛生にかかわる優良事業

所，団体又は功労者に対する
厚生労働大臣表彰（功績賞）

受賞のことば
　今回は思いがけなくも厚生労働大臣の功
績賞を頂きました。これは私個人に頂いた
ものではなく，愛媛労災病院に頂いたもの
だと思っています。これまでも「労災病院」
らしさを発揮しろと叱咤激励されていまし
た。そこで，最近では産業保健分野への展
開を図り，従業員50人未満の事業所での
従業員の就労の可否の判断や，治療と就労
の両立支援などに尽力し，少しずつ労災病
院らしさが発揮できているのではないかと
考えています。これからも，院内の勤労者
予防医療部と産業医学・教育支援センター
を中心に活動を展開し，ゆくゆくは愛媛労
災病院が産業保健分野でのワンストップセ
ンターになればと期待しています。

宮内文久先生
令和元年度安全衛生に係る優良事業場，
団体又は功労者に対する厚生労働大臣
表彰受賞（功績賞）
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新型コロナウイルス感染症の
愛媛県での経過と今後の対応

論　　説

１ ．日本の状況

新型コロナウイル感染

症（COVID-１9） はSARS-

CoV- 2 による呼吸器感染

症で，20１9年１2月に中華人

民共和国湖北省武漢市にお

いて確認された。

本邦では，2020年 １ 月１6日に中国武漢に渡航歴

のある男性の感染が確認されて以来患者は増加し

（図 １ ）， 3 月中旬には国内累計患者数は１000名を

超えた。 4 月に入り国民の生命及び健康に著しく

重大な被害を与えるおそれがあり，かつ感染経路

が特定できない症例が多数に上っていること，か

つ急速な増加が確認されており，医療提供体制も

ひっ迫してきていることとして， 4 月 7 日には 7

都府県に対して， 4 月１6日には全都道府県を対象

に緊急事態宣言が発出された。

新規発生患者数は 4 月上旬をピークに減少に転

愛媛大学医学部附属病院　感染制御部 田　内　久　道
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１．日本の状況 

新型コロナウイル感染症（COVID-19）は SARS-CoV-2による呼吸器感染症で、2019年 12月

に中華人民共和国湖北省武漢市において確認された。 

本邦では、2020年 1月 16日に中国武漢に渡航歴のある男性の感染が確認されて以来患者

は増加し（図 1）、3 月中旬には国内累計患者数は 1000 名を超えた。4 月に入り国民の生命

及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ感染経路が特定できない症例が

多数に上っていること、かつ急速な増加が確認されており、医療提供体制もひっ迫してきて

いることとして、4 月 7 日には 7 都府県に対して、4 月 16 日には全都道府県を対象に緊急

事態宣言が発出された。 

新規発生患者数は 4 月上旬をピークに減少に転じ、6 月下旬には首都圏を中心に 1 日 50

人前後の報告がなされている。 

 

 

図 1 報告日別 COVID-19届出数（日本） 
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じ， 6 月下旬には首都圏を中心に １ 日50人前後の

報告がなされている。

COVID-１9の致死率に関しては，感染者数全例

の把握がなされていないため正確な算出は困難で

あるが，クルーズ船「ダイアモンドプリンセス」

内での感染ではすべての人のPCR検査が行われて

おり，日本の医療環境下での致死率算出の参考

となる。この事例ではPCR検査でウイルス陽性で

あった7１2例のうち１3例が死亡しており，致死率

は1.8％ととなる。これは，先進国においても最も

注意が必要とされている感染症である「麻しん」

の致死率が0.1％であることを考えてもCOVID-１9

は格段に注意が必要な感染症である。

2 ．愛媛県での発生状況

愛媛県においては 3 月 2 日に大阪のライブハウ

スを訪れていた女性の感染が確認されて以来 6 月

23日までに82例の感染が確認されている（図 2 ）

どの経路でSARS-CoV- 2 が愛媛県に持ち込ま

れたかを解析すると， 3 月は大阪のライブハウス

からの持ち込みの他にヨーロッパからの帰国者

による持ち込みが 2 例であった。 3 月3１日から 4

月末かけては，アメリカからの持ち込みが １ 事例，

関東圏からの持ち込みが 5 事例，大阪からの持ち

込みが 2 事例，感染経路不明の事例が愛南町で 4

事例，松山市で 2 事例認められた。

愛媛県内で発生したクラスターは， 3 月3１日報

告の葬儀関連が 8 名， 4 月 2 日報告の米国からの

 

COVID-19 の致死率に関しては、感染者数全例の把握がなされていないため正確な算出は

困難であるが、クルーズ船「ダイアモンドプリンセス」内での感染ではすべての人の PCR検

査が行われており、日本の医療環境下での致死率算出の参考となる。この事例では PCR検査

でウイルス陽性であった 712 例のうち 13 例が死亡しており、致死率は 1.8％ととなる。こ

れは、先進国においても最も注意が必要とされている感染症である「麻しん」の致死率が

0.1％であることを考えても COVID-19は格段に注意が必要な感染症である。 

 

２．愛媛県での発生状況 

愛媛県においては３月２日に大阪のライブハウスを訪れていた女性の感染が確認されて

以来６月 23日までに 82例の感染が確認されている（図 2） 

 

 

図 2 愛媛県における COVID-19届出数の推移 
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図 2 　愛媛県におけるCOVID-１9届出数の推移

付き高齢者向け住宅関連 6名、5月 13日報告の精神科病院関連が 34名となっている。 

 患者 82 例の男女比は男性 44％、女性 56％（図 3）であり、年齢は 0 歳から 90 歳代まで

広く分布していた（図 4）。愛媛県においても中等症から重症例に対しては、アビガンやプ

ラケニルが投与される環境は整っていた。4例の死亡例が発生しているが、比較的高齢者の

症例と認識している（データ非公表）。 

 

 

図 3 愛媛県 COVID-19の男女比 
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持ち込み関連 5 名， 4 月 8 日報告の信販会社関連

8 名， 4 月１5日報告のサービス付き高齢者向け住

宅関連 6 名， 5 月１3日報告の精神科病院関連が34

名となっている。

患者82例の男女比は男性44％，女性56％（図 3 ）

であり，年齢は 0 歳から90歳代まで広く分布して

いた（図 4 ）。愛媛県においても中等症から重症

例に対しては，アビガンやプラケニルが投与され

る環境は整っていた。 4 例の死亡例が発生してい

るが，比較的高齢者の症例と認識している（デー

タ非公表）。

3 .　症状

筆者は愛媛県でのCOVID-１9の27症例に関して

診療を担当した。内訳は愛媛大学での感染症病床

で 2 症例，ICU 2 で 2 症例，宿泊療養施設で１8症

例，精神科病院で 5 症例である。症例に関して偏

りがあるとは思われるが，主要症状の発熱と嗅覚

味覚障害について検討を行った（図 5 ）。咳嗽や

鼻汁に関しては軽度の例が多く，「咳き込んで眠

れない」といった症状は経験しなかった。

発熱は27例すべてで評価可能で，そのうち１2例

（45％）に症状を認めた。味覚・嗅覚障害に関し

ては，精神科病院での 5 症例で聞き取りができず

22例の解析になるが，そのうち１0例（45％）で症

状を認めた。この22例のうち 4 例（１8％）は，経

付き高齢者向け住宅関連 6名、5月 13日報告の精神科病院関連が 34名となっている。 

 患者 82 例の男女比は男性 44％、女性 56％（図 3）であり、年齢は 0 歳から 90 歳代まで
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ラケニルが投与される環境は整っていた。4例の死亡例が発生しているが、比較的高齢者の

症例と認識している（データ非公表）。 
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過中に発熱，味覚・嗅覚障害を含め全く症状を認

めなかった。

27例中 4 組が夫婦であり，距離の近い人から感

染していることより感染様式は飛沫および接触感

染と考えられた。空気感染を思わせる事例はな

かった。

4 .　愛媛県での対応

4 月上旬より愛媛県での対応を決定するため，

公式および非公式の会議が行われ，筆者も一員と

して協議に参加した。愛媛県のCOVID-１9診療に

おいて最も重大な問題は病床の確保であった。

4 月上旬は連日数名の患者が発生していた時

期で，特に中予地区は医師や看護師などの専属ス

タッフが確保できている病床はほぼ満杯で，重症

のCOVID-１9に対応できる集中治療室も残り 2 床

までとなり，各病院で担当しているスタッフのス

トレスはピークであった。病床の確保のために「新

型コロナウイルス感染症調整本部会議」が取った

方針は 2 つで，愛媛県全体を一つの病院と考え各

病院間の機能を有効に使うことと，軽症者用の宿

泊療養施設を準備することである。

「愛媛県全体を一つの病院と考える」方針によ

り，各病院の役割をそれぞれ①入院・酸素投与ま

で行う病院，②入院・酸素投与・人工呼吸を行う

病院，③入院・酸素投与・人工呼吸・ECMOを行

う病院，④酸素投与・人工呼吸・ECMOを行う病院，

と振り分け，患者が重症化すればすみやかに患者

を移送するシステムの構築を行った。また集中治

療後に患者の状態が安定した場合は紹介元の病院

へ搬送することにより集中治療室の病床を確保す

ることができた。

当時の患者の退院基準が「PCR検査にて続けて

2 回ウイルスが検出されないこと」であったため，

症状の安定した患者や無症状者が病院のベッドを

占めている状況もあった。 4 月23日に奥道後「壱

湯の守」に軽症者用の宿泊療養施設を開設し，こ

のような患者を移送することにより各病院の負担

を軽減することが可能となった。 5 月に発生した

松山市精神科病院の集団感染時には，はじめの 3

日で22人の患者が発生したが，軽症者を中心に一

気に１4人の患者を「壱湯の守」に収容できたこと

により医療現場の混乱をなんとか回避できた。

そのうちの １ 組は感染者である母と濃厚接触者

の幼児 3 人であった。愛媛県小児科学会と愛媛県

小児科医会では，「離れて治療することのできな

い親子の場合はどちらかが非感染者であっても一

緒に治療する」という方針を打ち出していたため，

それに従いツインの部屋にベッドを一つ持ち込み，

また「壱湯の守」の会議室を子供用のプレイルー

ムにして療養環境を整えた。母がPCR陰性となり

退室する時点で 3 人の子供のPCR検査を行ったが，

ウイルスは陰性であった。このような柔軟な対応

も宿泊療養施設の利点であった。

5 月の精神科病院のクラスター事例では，対応

チームによる当該病院への介入開始後は新たな感

染者は発生せず，比較的すみやかに終息を迎えた。

これは患者の搬送調整と当該病院の全面的な協力，

現場での感染対策，災害派遣医療チーム（DMAT）

や災害派遣精神医療チーム（DPAT）および各医

療機関への応援要請等の関連部門の緊密な連携に

よりなし得たものと考えている。

このような公式な協議とは別に，実際の医療現

場で治療を担当している医師や看護師は「LINE」

のグループで情報の共有と発信を行い，このグ

ループは愛媛県のCOVID-１9への対応に何よりも

貢献した。
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5 ．今後の問題点と対応

発見されてから 2 ヶ月しかたっていない未知

のウイルス感染症で，情報が限られていたため

COVID-１9に対しての警戒感から医療従事者に対

する差別的な言動が耳に入るようになった。患者

を担当する医療従事者も神経質になり，身近で

軽いトラブルも経験した。また，患者を担当して

いる医療機関には，数多くの問い合わせやいわれ

のないクレームが寄せられ，担当する事務官は対

応に多くの時間を使わねばならなかった。多くの

人々は「医療者を応援しよう」と言ってくれてい

るが，少数の攻撃的な人たちは医療遂行の上で大

きな障害であった。

SARS-CoV- 2 が従来のコロナウイルスの性質

を受け継いでいるとすると，次の冬季に再流行す

る可能性がある。またこの時期には季節性インフ

ルエンザの流行も見られ，臨床症状だけからはこ

の鑑別は不可能である。正しい診療を行うために

はウイルスを同定する検査は不可欠であり，保健

所が行う積極的疫学調査のための行政検査とは別

の，疑いのある人が誰でも検査を受けることので

きる検査法を準備する必要がある。イムノクロマ

ト法による抗原検査はPCR法よりは感度は低いも

のの，「症状発症後 2 日目以降から 9 日目以内の

者については陰性となった場合は追加のPCR�検

査等を必須とはしない」との厚労省からの通知が

なされ，今後臨床現場で用いられるものと考える。

基幹病院では肺炎での入院症例などに対してより

正確な医療を行うために，感度の高いPCRによる

ウイルス検査の準備が必要であろう。

入院患者でのCOVID-１9のクラスターの発生は，

患者死亡発生のリスクとなるため防がなくてはな

らない。発熱スクリーニングや面会制限などは有

効ではあるが，本疾患では前述した通り無症状者

や軽症例が存在するため，流行時期に病院内に

侵入するウイルスをゼロにすることは不可能であ

る。この状況下で病院内でのアウトブレイクを防

ぐためには，院内感染対策が重要である。病院内

に侵入したウイルスには，誰にも感染させないま

ま病院の外に出ていってもらう作戦である。幸い

なことに空気感染は日常的には起こっていないた

め，調子の悪い職員は出勤をしないこと，そして

マスクの正しい着用と正確な手指衛生がなされれ

ば，かなりの確率で院内感染は防止できるものと

考えている。

感染対策には「これさえ準備すれば感染を予

防できる」というような安易な方法はありえない。

次の冬にはマスクや消毒用アルコールなどの入手

は容易となるはずで，これらの基本的な感染対策

をいかに継続して行えるかが，その病院の院内感

染対策の実力であろうと考える。
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学　　術

マイクロサテライト不安定性と婦人科がん

はじめに

20１5年 １ 月20日にオバマ前アメリカ合衆国

大統領が一般教書演説で“Precision�Medicine�

Initiative”を導入することを語って以来，がん診

療の場に個別化医療としてのゲノム情報が用いら

れるようになってきている。周回遅れの感はある

が，わが国でも20１9年 6 月より「遺伝子パネル検

査」が公的医療保険の適用となり「がんゲノム医

療」を導入する準備が整い始めている。

一方，「がんゲノム医療」に先駆け20１8年１2月

より免疫チェックポイント阻害剤であるペムブロ

リズマブが『がん化学療法後に増悪した進行・再

発の高頻度マイクロサテライト不安定性を有する

固形がん』に対して使用可能となった。これまで

がん治療は「手術療法」，「化学療法」，「放射線治

療」を 3 大標準治療としてきたが，免疫チェック

ポイント阻害剤を使用したがん免疫療法は第 4 の

治療方法として注目され始めた。

本稿では，何故マイクロサテライト不安定性が

婦人科がんで注目され，免疫チェックポイント阻

害剤であるペムブロリズマブのバイオマーカーと

なりうるのか，について解説する。

１ ，マイクロサテライト不安定性とは

マイクロサテライトとは，ゲノム上に認められ

る １ から数塩基程度のDNA反復配列である。ゲ

ノム上に広く存在する挿入-欠失多型の １ つで，

Short�tandem�repeat�polymorphism（STRP）とも

呼ばれる。 １ つのマイクロサテライト座位でしば

しば多くのリピート長の異なるアレルが認められ

るため，集団遺伝学やDNA鑑定のための遺伝マー

カーとして広く利用されている。マイクロサテラ

イトは単純なDNAの繰り返し（リピート）である

ため細胞分裂時のDNA複製時にエラー（ミスマッ

チ）が生じやすく，生じたエラーはDNAミスマッ

チ修復（mismatch�repair:�MMR）機能により正常

に修復されている。ところがMMR機能が正常に

働かない場合には，生じたエラーが修復されない

ため，ゲノム中に存在するマイクロサテライトの

繰り返し回数に多数のばらつきが生じる。この現

象をマイクロサテライト不安定性（microsatellite�

instability：MSI）と呼ぶ。高頻度マイクロサテ

ライト不安定性（MSI-High）となると，細胞増

殖や腫瘍抑制，アポトーシスなどに関与するゲノ

ムにも修復異常による変異が蓄積し，発がんの原

因となると考えられている。たとえば，Lynch症

候群は， 4 つのMMR�遺伝子（MLH １ ,�MSH 2 ,�

MSH 6 ,�PMS 2 ）のいずれかに病的バリアントを

有する常染色体優性遺伝性疾患であるため，生涯

で大腸癌，小腸癌，腎癌の他，婦人科がんでは子

竹　原　和　宏国立病院機構　四国がんセンター
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宮内膜癌および卵巣癌に罹患する頻度が通常より

高まる。Lynch症候群以外でもエピジェネティッ

クな因子やMMR関連遺伝子の変異などが原因で

おこるMSI-Highの状態は発がんの原因となりうる。

MMR機能が低下している状態をMMR�deficiency

（dMMR）と表現する。MSIはがん細胞の表現型

の １ つで，腫瘍のdMMRを予測するバイオマー

カーである。『高頻度マイクロサテライト不安定

性（MSI-High）を有する固形がん』とは，dMMR

が原因で，DNA複製時のマイクロサテライトエ

ラーが生じた結果，“多数のゲノム変異が蓄積し

ている固形がん”のことである。

2 ，MSI-Highと免疫チェックポイント阻害剤

MSI-Highである固形がんは，多数のゲノム変異

の蓄積から通常とは異なるアミノ酸配列のたんぱ

く質が合成される。その結果，一部の変異たんぱ

くががん細胞表面に新たな抗原（ネオアンチゲン）

として提示される。言い換えれば，ネオアンチゲ

ンはがん細胞で起こった遺伝子異常の蓄積によっ

て生み出されるがんに特異的な抗原である。本来

人間には細菌やウイルスに感染した細胞など自己

と異なる物質を異物，非自己として認識し，排除

する免疫能が備わっている。がん細胞はもともと

自己の細胞だが，がん細胞表面に提示されたネ

愛媛県産婦人科医会会報第 56号原稿 
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図 1  ペムブロリズマブ著効例（自験例） 

５４歳 卵巣明細胞癌 IIIC期 TC+Bevacizumabにて増悪。（病変はリンパ節、腹膜播

種、腹水貯留） 

ペムブロリズマブ投与開始後 13クールで PR in、35クールまで投与。 

ペムブロリズマブ投与終了後 24か月追加治療なしで無病生存。 

Nishio, S., et al. Cancer Sci. 2020, Figure 21）より引用 

 

図 １ 　ペムブロリズマブ著効例（自験例）
54歳　卵巣明細胞癌　IIIC期　TC+Bevacizumabにて増悪。（病変はリンパ節，腹膜播種，腹水貯留）
ペムブロリズマブ投与開始後１3クールでPR in,35クールまで投与。
ペムブロリズマブ投与終了後24か月追加治療なしで無病生存。

Nishio, S., et al. Cancer Sci. 2020, Figure 21より引用
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オアンチゲンで非自己とされれば，がん細胞は免

疫細胞に「異物」と認識されるため，活性化した

Th １ /CTLにより排除される。一方，がん細胞は

細胞性免疫のエフェクター細胞であるT細胞から

の攻撃から逃れようとT細胞に表出されるPD- １

（Programmed�Death- １ ）を介してT細胞の活性化

を抑え，末梢性免疫寛容の状況を作り出そうとす

る。免疫チェックポイント阻害剤はがん細胞のＴ

細胞監視機構からの回避を阻止することで，つま

り，PD- １ 抗体であるペムブロリズマブがPD- １ 抗

原に結合することでがん細胞からの免疫寛容シグ

ナルを遮断し，Ｔ細胞ががん細胞を攻撃できるよ

うにする新たながん免疫療法である。ペムブロリ

ズマブは，従来の化学療法で奏効が認められない

症例にも著効例が認められるなど画期的な新治療

ではあるが1（図 １ ），MSI-Highの腫瘍であっても

全く効果が認められなかったり，効果があっても

一時的であることも多い。実際，当院でこれまで

婦人科がんでMSI-Highとなった 8 例中 7 例にペム

ブロリズマブを投与した結果，CR １ 例，PR 3 例，

PD 2 例，未評価 １ 例で奏効率は57.1%であった。

実臨床でのペムブロリズマブの適応は，“がん

化学療法後に増悪した進行・再発固形癌で標準治

療が困難な場合に限る”とされているため，初回

手術や生検で採取されたで検体をMSI検査に提出

することが多いと予想されている。この場合，が

んの特性の一つであるheterogeneityの観点から

は再発例のがんの表現型の特定に初発時の病変

を用いることは，治療中の腫瘍組織全体を解析し

たことにはならない。つまりがんの一部かつ一時

点のみの状況であり，それまでの治療による修飾

や病状の変化による空間的・時間的不均一性が正
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図 2 12,019例のがん種別に確認された dMMR頻度（％） 

Le, DT., et al. Science. 20172)より引用 

  

図 2 　１2,0１9例のがん種別に確認されたdMMR頻度（％）
Le, DT., et al. Science. 20１72より引用
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確に評価されていない可能性がある。このクリニ

カルクエスチョンを解決するために現在当科では

SCRUM�Japan�MONSTAR-SCREENに参加し，リ

アルタイムの腫瘍細胞のゲノム変化を把握するた

めのリキットバイオプシーの応用や免疫治療に影

響を及ぼすとされるヒトの体内細菌叢（マイクロ

バイオーム）の状況について検討を開始している2。

3 ，婦人科がんとMSI

MSI検査は腫瘍組織から抽出したゲノムDNA

中のMSI-Highを検出する検査である。これまでは

大腸癌および子宮内膜癌に対するLynch症候群の

スクリーニング試験の １ つとして実施され，MSI

腫瘍の約25%は大腸癌または子宮内膜癌で，MSI-

High腫瘍を有する患者の１6％がLynch症候群であ

ることが報告された3。このことは治療目的で実

施したMSI検査でMSI-Highが判明した場合，二次

的所見としてのLynch症候群について考慮しなけ

ればならないことを意味する4。現在PARP阻害剤

使用のために行ったBRCAnalysisでHBOCが判明

したと同様に，MSI-High判明後の対応には様々な

課題が存在するが，今回は誌面の関係で詳細は割

愛する。

a）MSI検査における婦人科がんの位置づけ　-　

real�worldでのMSI-Highの頻度-

dMMRの判定方法はMSI検査以外にもMMRた

んぱく質に対する免疫染色検査，次世代シーケン

サー（NGS）検査などがある。20１7年にLeらによ

り固形がんの臓器横断的なdMMRの頻度が報告さ

れた。この検討ではNGSでdMMR�の評価を行っ

ているが，子宮内膜癌の頻度が最も高く，他に子

宮頸癌，子宮肉腫，卵巣癌についても頻度が示さ

れている5（図 2 ）。

四国がんセンターで20１9年 2 月から2020年 １ 月

の １ 年間に全診療科から提出された１94例（男性

9１例，女性１03例）のMSI検査から１１例（5.6%）の

MSI-Highが検出された（図 3 ）。陽性疾患は子宮

内膜癌 5 例（20%），子宮肉腫 １ 例（50%），卵巣

癌 １ 例（7.1%），胃癌 2 例（4.0%），食道癌 １ 例（5.8%）

大腸癌 １ 例（6.6%）で婦人科がん，特に子宮内膜

癌の陽性率が高かった6（図 4 ）。

また，国立病院機構の共同研究で2006年から

20１5年までに治療された子宮内膜症関連卵巣癌

（卵巣類内膜癌，明細胞癌）336例についてMSI

検査を実施したところ，卵巣明細胞癌0.9%（ 2

例/2１7例），類内膜癌１0%（１0例/１１5例），明細胞，

類内膜混合癌25%（ １ 例/ 4 例）にMSI-Highが確

認された7。

一般にMSI検査は正常組織と腫瘍組織より採取

したDNAからマイクロサテライト領域をPCR法で

増幅し，マイクロサテライト配列の反復回数を比

較するため，PCR産物を電気泳動上の長さの差と

して判定する。今回保険承認された「MSI検査キッ

ト（FALCO）」 で は，BAT25,�BAT26,�NR2１,�

NR24,�MONO27の 5 種類のマイクロサテライト

マーカーのDNAシングルリピートを検出する。こ

の 5 種類のマイクロサテライトマーカーは，人種

間の差が少なく，正常組織のマイクロサテライト

マーカーの長さが一定範囲に収まることから，腫
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図 3  四国がんセンターにおける MSI-Highの頻度 

（2019年 2月 7日～2020年 1月 31日） 
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瘍組織のみでMSIを評価できるといった利点があ

る。ただし，子宮内膜癌や卵巣癌など婦人科がん

ではMSI-High泳動波形のピークの差が少ないため，

偽陰性と判定されるケースも存在するので注意が

必要である。

b）今後の展望

婦人科がんではMSI-Highの症例が一定数存在

する可能性があるので，現在初回治療での使用や

化学療法，チロシンキナーゼ阻害薬などの分子標

的薬，PARP阻害剤などとの併用について開発が

進められている。

また，MSIは薬剤感受性や抵抗性との関連

が示唆されており，特に化学療法抵抗性の卵

巣明細胞がんでは 3 ～ 4 塩基反復領域に選択

的なマイクロサテライト領域遺伝子不安定性

（Elevated�microsatellite� alterations�at� selected�

tetranucleotide�repeats:�EMAST）が認められる
8。MMRおよびEMASTは大腸癌において詳細な

検討が行われているものの，卵巣癌を含む婦人科

がんの報告は少なく，その詳細は分かっていない。

現在上皮性卵巣癌とMSI，EMASTについて共同

研究を行っており，結果について本年の婦人科腫

瘍学会で発表を予定している。また今後は子宮内

膜癌についての検討も計画している。

愛媛県産婦人科医会会報第 56号原稿 
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図 4  四国がんセンターにおける癌腫別/出検数と MSI-High数 

（2019年 2月 7日～2020年 1月 31日） 
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まとめ

MSI-Highを有する固形がんは婦人科がんの中

に一定数存在するため，婦人科腫瘍の治療にあた

る医師はその意義を十分理解しておく必要がある。

これまでの20年あまりの期間，プラチナ製剤とタ

キサン製剤の併用療法を中心に行われてきた婦人

科がん化学療法だが，今や患者の個人レベルで最

適な治療方法を分析・選択し実施する，いわゆる

Precision�Medicine時代の入り口にさしかかって

いる。MSI-Highを有する固形がんに対するペムブ

ロリズマブ治療はその一端であり，有用なバイオ

マーカーの探索やコンパニオン診断による新規治

療が続々と開発されている。今後臨床現場への実

装化が期待される。
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理事会だより

愛媛県産婦人科医会役員会（令和元年度第 1 回）
◎日　時　令和元年 8 月20日㈫　午後 7 時～

◎場　所　愛媛県医師会館　 2 階　常任理事室

松山市三番町 4 - 5 - 3

℡089-933-１454

次　第

１ .　開　会（進行・池谷会長）

2 .　報　告

⑴研修会等報告・開催案内【今回は参考資料

の書面報告といたします】

⑵産科医療功労に対する厚生労働大臣表彰に

ついて

【資料 １ 】

⑶日産婦学会専門医制度愛媛地方審査委員会

報告

【資料 2 】

⑷日産婦医会第90回総会報告

【資料 3 】

⑸日産婦医会全国献金担当者連絡会報告

【資料 4 】

3 .　協　議

⑴令和元年度日産婦医会四国ブロック協議

会・四国ブロック医療保険協議会開催につ

いて

【資料 5 ・ 6 】

⑵第47回良い子を産み育てる妊婦の日開催に

ついて

【資料 7 】

⑶今後の性教育セミナー開催について

【資料 8 】

4 .　閉　会

愛媛県産婦人科医会役員会（令和元年度第 2 回）
◎日　時　令和元年１2月28日㈯　午後 3 時～

◎場　所　愛媛県医師会館　 2 階　常任理事室

松山市三番町 4 丁目 5 - 3

℡089-943-7582

次　第

１ .　開　会（進行・池谷会長）

2 .　報　告

⑴ 9 ～１2月開催愛媛県内産婦人科研修会等報

告， １ 月以降開催予定

【資料 １ 】

①東予産婦人科医会（9.18・11.20・１.15）

②松山産婦人科医会（9.25・10.30・11.27）

③南予産婦人科医会（10.17）

④第 7 回愛媛周産期症例検討会（10.30）

⑤愛媛県産婦人科医会学術集談会・臨床集

談会（11.9）

⑥第 4 回レベルⅡ胎児心エコー講習会愛媛

会場（12.15）

⑦愛媛県医師会母体保護法指定医師研修会

（12.21）

※⑴の①～⑦は資料報告のみ

⑧愛媛県医師会HPVワクチン接種の積極的
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◎日　時　令和 2 年 2 月 6 日㈭

午後 7 時～午後 7 時50分

◎場　所　愛媛県医師会館　 3 階　第 3 会議室

松山市三番町 4 丁目 5 - 3

℡089-943-7582

次　第

１ .　開　会（進行・池谷会長）

2 .　報　告

⑴研修会，講演会報告・開催について

【資料 １ 】

◦東予産婦人科医会（1.15）

◦松山産婦人科医会（1.29）

◦愛媛エクオール講演会（2.13）

⑵おぎゃー献金額報告

【資料 2 】

3 .　協　議

⑴令和元年度愛媛県産婦人科医会総会・愛媛

産科婦人科学会総会・学術講演会開催につ

いて

【資料 3 】

⑵平成30年度愛媛県産婦人科医会会計決算並

びに愛媛産科婦人科学会会計決算について

【資料 4 ・ 5 】

◆監査報告� 【資料・当日配布】

⑶日産婦学会からの産婦人科サマースクー

ル・POP 2 開催への寄附依頼について

【資料 6 】

4 .　閉　会

愛媛県産婦人科医会常任理事会（令和元年度第 1 回）

勧奨再開に向けた医療関係者向け講習会

（2.2開催）及び愛媛県医師会HPVワクチ

ン接種に関する市民公開講座（仮称）（7.4

開催）

【口　頭】

⑨子宮がん検診従事者講習会（3.7開催）

【口　頭】

⑩第 7 回愛媛生殖医学研究会（3.14開催）

⑵良い子を産み育てる妊婦の日報告（11.3）

【資料 2 】

⑶日産婦医会等 9 月～１2月開催会議等報告①

日産婦医会地域代表者全国会議（9.22）

【資料 3 】

②日産婦医会全国医療安全担当者連絡会

（10.6）

【資料 4 】

③日本医師会家族計画母体保護法指導者講

習会（12.7）

【資料 5 】

④日産婦医会オンライン診療における緊急

避妊薬に関する講習会（12.14）

【資料 6 】

⑷令和元年おぎゃー献金額報告

【資料 7 】

3 .　協　議

⑴令和元年度愛媛県産婦人科医会・愛媛産科

婦人科学会総会開催について（3.28開催）

【口　頭】

⑵妊娠高血圧症候群に関する研究について

【資料 8 】

⑶児童虐待防止医療ネットワーク事業につい

て

【資料 9 】

4.　閉　会
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愛媛県産婦人科医会常任理事会（令和元年度第 2 回）
◎日　時　令和 2 年 3 月１0日（火）午後 7 時～

◎場　所　愛媛県医師会館　 2 階　常任理事室

松山市三番町 4 丁目 5 - 3

℡089-943-7582

次　第

１ .　開　会（進行・池谷会長）

2 .　報　告

⑴令和元年おぎゃー献金額報告

【資料 １ 】

3 .　協　議

⑴愛媛県産婦人科医会総会（役員会含む）・

愛媛産科婦人科学会総会並び学術講演会開

催の是非について（中止した場合の対応含

む）

【資料 2 ・ 3 】

①令和 2 年度事業方針

【資料 2 】

②令和 2 年度収支予算

【資料 2 ・ 4 】

4 .　閉　会

愛媛県産婦人科医会役員会（令和 2 年度第 1 回）
◎日　時　令和 2 年 7 月１4日㈫　午後 7 時～

◎場　所　愛媛県医師会館　 4 階　第 2 会議室

松山市三番町 4 - 5 - 3

℡089-943-7582

次　第

１ .　開　会（進行・池谷会長）

2 .　報　告

⑴産科医療功労に対する厚生労働大臣表彰の

推薦について

【資料 １ 】

⑵日産婦学会専門医制度愛媛地方審査委員会

報告

【資料 2 】

⑶日産婦医会中国四国ブロックとの意見交換

会報告

【資料 3 】

⑷令和 2 年度日産婦医会四国ブロック協議会

の開催中止について

【資料 4 】

3 .　協　議

⑴第48回良い子を産み育てる妊婦の日開催の

是非について

【資料 5 】

⑵四国ブロック協議会提出議題の回答並びに

回答者について

【別　紙】

4 .　閉　会
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学会だより

第68回愛媛県産婦人科医会学術集談会
第34回愛媛県産婦人科医会臨床集談会

　　第　 １ 　群　１4：１0 ～ １4：50

　　第　 2 　群　１4：50 ～ １5：40

　　第　 3 　群　１5：40 ～ １6：30

　　第　 4 　群　１6：40 ～ １7：40

　　特別講演　１8：00 ～ １9：00

『帝王切開瘢痕症候群は子宮内膜症か？』

滋賀医科大学産科学婦人科学講座　教授　村上　節　先生

日　時： 令和元年１１月 9 日㈯　１4時１0分～ １9時00分
会　場：松山市医師会館 3 F大会議室

松山市藤原 2 丁目 4 番70号
TEL　089-9１5-7700

プ　ロ　グ　ラ　ム

特別講演抄録

滋賀医科大学産科学婦人科学講座　教授　村上　節　先生

帝王切開分娩後の子宮峡部切開創に陥凹が生

じ，これを原因とする過長月経，不正出血，月経

痛や骨盤痛，さらには続発性の不妊症を呈する病

態がある。この病態は，正確な定義も定まってお

らず日本産科婦人科学会の用語集にも掲載されて

いないことから，今回の講演では，南アフリカの

病理医であるMorrisが１995年に過多月経や月経痛

を呈し子宮摘出に至った5１例の帝王切開創部の病

理学的検討を報告し，翌年この病態を，Cesarean�

Scar�Syndrome（CSS）と提唱したことに敬意を

表して，これを帝王切開瘢痕症候群と呼ぶことに

する。

この帝王切開瘢痕症候群の存在は，まだ世に十

分に知られているとは言いがたく，正確な頻度も

不明である。日本産科婦人科学会生殖内分泌委員

会では，平成25-26年度に「帝王切開瘢痕症候群

帝王切開瘢痕症候群は子宮内膜症か？
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による続発性不妊症に対する治療法の検討小委員

会」を組織して全国調査を行い，続発性不妊症を

呈する帝王切開瘢痕症候群には手術療法が有効で

ある可能性を報告した。

帝王切開瘢痕症候群の子宮峡部創陥凹について，

Donnezらは子宮内膜症であると報告しており，谷

村らは子宮腺筋症であると考えている。われわれ

は，帝王切開瘢痕症候群に対して，腹腔鏡を併

用した子宮鏡下手術を行っているが，高頻度に腹

腔内に子宮内膜症が存在することを見出しており，

実際，帝王切開瘢痕症候群に起因する月経困難症

には，子宮内膜症に対する薬物療法が奏効する。

本講演では，この病態について解説したい。

愛媛大学大学院医学系研究科産科婦人科学講座　愛媛県立今治病院産婦人科＊

矢行元志門，安岡　稔晃，

松元　　隆，恩地　裕史＊

松本　　唯，加藤　宏章，

横山　真紀，井上　　彩，

内倉　友香，高木香津子，

宇佐美知香，松原　裕子，

藤岡　　徹，松原　圭一，

杉山　　隆　　　　　　　��

一般講演抄録

周産期心筋症は明らかな心疾患既往のない妊産

婦が，妊娠期～産褥期に心不全を生じる原因不明

の稀な心疾患である。またR-CHOP療法に使用す

るアントラサイクリン系薬剤には，投与後 １ 年以

上経過して現れる慢性心毒性があるといわれてい

る。今回我々は，悪性リンパ腫に対してR-CHOP

療法を施行した約 5 年後に発症した周産期心筋症

の一例を経験したので報告する。症例は40歳， １

妊 0 産，自然妊娠後，近医にて妊婦健診を受け

ていた。妊娠37週 2 日より両下肢の浮腫が出現し，

徐々に増悪傾向があり，妊娠39週 １ 日に呼吸困難

や起坐呼吸などの心不全症状を認めたため前医へ

母体搬送された。EF：１0～20%と重度の心機能低

下，SpO 2 <90%（室内気）を認めたため，同日

母体適応で緊急帝王切開術を施行した。術直後の

胸部Ｘ線写真で，著明な心陰影の拡大や肺野の透

過性低下といった肺水腫の所見を認めた。術後母

体は心不全治療を受け，術後 3 日目には肺炎の合

併を疑ってMEPMを投与し，血液検査でのBNP値

や胸部X線写真での肺水腫所見の経時的な改善を

認めた。術後33日目に退院となったが，術後１20

日以上経過した現在でも心不全の再増悪は認めて

おらず，退院時にEF：35%であった心機能は50%

程度まで改善している。入院中に施行した心筋生

悪性リンパ腫に対してR-CHOP療法を施行した約 5 年後に発症した
周産期心筋症の一例
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妊娠初期に血栓症を契機に診断された
先天性アンチトロンビンⅢ欠損症の 2 例

愛媛県立中央病院　産婦人科　　中野　志保，森　　美妃，

井上　翔太，秋定　　幸，

瀬村　肇子，越智　良文，

三宅すずか，阿南　春分，

上野　　繁，池田　朋子，

田中　寛希，金石　　環，

阿部恵美子，近藤　裕司　�

【諸言】先天性アンチトロンビン（AT）Ⅲ欠損症

合併妊娠は，妊娠，分娩，産褥期に重篤な血栓塞

栓症が高頻度に合併することが知られている。今

回我々は妊娠初期に静脈性血栓塞栓症（VTE）を

契機に診断された先天性ATⅢ欠損症の 2 例を経

験したため報告する。�

【症例 １ 】28歳，� １ 妊 0 産。�妊娠１4週時に左大腿

静脈血栓症が疑われ当院搬送となった。造影CT

にて左脛腓骨静脈から下大静脈の腎静脈分岐部

付近までの広範な深部静脈血栓（DVT）と両側

肺塞栓（PE）を認め，未分画ヘパリン投与を開

始し下大静脈フィルターを挿入した。精査の結果，

ATⅢ抗原量は10.6mg/dl，活性は47%と共に減少

しており，先天性ATⅢ欠損症（typeⅠ）と診断

し，ATⅢ製剤の投与を追加した。フィルターを

抜去し一時退院後，切迫早産のため再度入院した

が，VTEの再発なく，妊娠37週 １ 日正常経腟分娩

となった。�

【症例 2 】35歳， 3 妊 2 産。妊娠１2週時にDVTが

疑われ紹介となった。造影CTにて左膝窩静脈か

ら下大静脈までのDVTと両側PEを認め，未分画

ヘパリン投与を開始し，下大静脈フィルターを

挿入した。精査の結果，ATⅢ抗原量は9.5mg/dl，

活性は42%と共に減少しており，先天性ATⅢ欠

損症（typeⅠ）と診断し，ATⅢ製剤投与を追加

した。フィルターを抜去後，外来管理を行い，前

置癒着胎盤の診断で妊娠35週 2 日選択的帝王切開

術および子宮全摘術を施行した。�

【考察】今回の 2 症例は妊娠を契機にVTEを発症

し，�先天性ATⅢ欠損症と診断されたが，�未分画ヘ

パリンおよびATⅢ製剤による抗凝固療法を行い，

生児を得ることが可能であった。妊娠初期にVTE

を発症した場合には本疾患も念頭において管理を

行うことが重要である。

検では，以前投与されたアントラサイクリン系薬

剤と今回の心不全の関連を示唆する所見はないが，

心不全の発症率上昇に寄与した可能性は否定でき

ない。
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10㎝まで増大した羊膜下血腫の 1 例

当院で経験した梅毒合併妊娠の 3 例

市立宇和島病院　産婦人科　　今井　　統，青石　優子，

安岐　佳子，井上　翔太，

清村　正樹，中橋　德文　

愛媛県立新居浜病院　　吉田　文香，宮上　　眸，

矢野　真理，矢野　直樹　

【緒言】羊膜下血腫は胎盤羊膜と絨毛膜板の間に

臍帯血管の破綻によって形成される血腫で，臍帯

付着部付近に発生することが多い疾患である。胎

児発育不全や胎児機能不全と関連する報告もあ

るが，多くの場合には妊娠中に縮小し，妊娠・分

娩経過に問題は生じないと考えられている。今回，

妊娠中に一時増大した羊膜下血腫の １ 例を経験し

たので報告する。

【症例】35歳， １ 妊 0 産，既往歴・家族歴に特記

事項なし。自然妊娠成立後，妊娠１0週より当院に

通院した。妊娠１3週より胎盤の臍帯付着部付近に

胎児側に接するように 3 ㎝大の嚢胞性病変を認め

た。嚢胞内部は充実性成分が浮遊していたが，カ

ラードプラ法で血流は認めなかった。嚢胞径は

徐々に増大し，妊娠24週時に１0×6.4㎝大となった。

妊娠23週より切迫早産のためリトドリン塩酸塩の

内服，点滴を開始。妊娠26週時に高次医療機関に

紹介，切迫早産治療を継続していたが，妊娠30週

頃より血腫は縮小傾向となった。妊娠32週時に当

院へ転院，血腫は 4 ㎝大まで縮小していた。胎児

発育や血流異常，羊水量，胎児心拍モニタリング

は問題なく経過した。妊娠35週 4 日に自然陣痛発

来し，頭位経腟分娩にて2086gの女児を娩出した。

Apgar�scoreは 7 点/ 9 点（ １ 分/ 5 分），臍帯動脈

血pHは7.32であった。胎盤は479g，１4×１3cm大で，

臍帯付着部近傍に 4 ㎝大の嚢胞性病変を認め，羊

膜下血腫の診断であった。

【結語】胎盤羊膜下血腫を認めた １ 例を経験した。

胎盤羊膜下血腫を認めた場合には，胎児機能不全

や胎児発育不全，早産などを念頭において周産期

管理する必要がある。

【緒言】梅毒罹患数は近年増加し，梅毒合併妊娠

例も増加傾向にある。当院において １ 年間に 3 例

の梅毒合併妊娠の管理を行った。

【症例 １ 】28歳，G 2 P 0 。初期検査でRPR陽性，

TPHA陽性であり，妊娠１4週 １ 日に当科紹介と

なった。無症候梅毒と診断し，抗生剤加療を行っ

た。妊娠39週 2 日，絨毛膜羊膜炎疑いのため緊急

帝王切開で児を娩出した。児はRPR陽性，TPHA

陽性であり，出生後抗生剤加療を行った。その後，

児の抗体は消失した。

【症例 2 】33歳，G 3 P 2 。初期検査でRPR陽性，

TPHA陽性であり，妊娠１2週 5 日に当科へ紹介さ
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れた。 １ 年前から皮疹の出現を繰り返していたが，

初診時に皮疹は認めず，第 2 期無症候梅毒と診断

し抗生剤加療を行った。妊娠中絶を希望され，妊

娠１5週 5 日に中期中絶となった。児は明らかな異

常は認めなかった。胎盤病理検査で梅毒性炎症を

指摘された。

【症例 3 】23歳，G 3 P １ 。近医の初期検査でRPR

陽性，TPHA陽性であった。妊娠１4週 １ 日，外陰

部に初期硬結を認め，梅毒Ⅰ期と診断され抗生

剤加療を行った。周産期管理目的に妊娠34週 １

日，当科を受診された。妊娠40週 0 日，経腟分娩

で児を娩出した。児はRPR陰性，IgM-FTA陰性，

TPHA陽性であり，移行抗体と考えられた。

【考察】梅毒は妊娠１6～20週以降に経胎盤感染す

るといわれているが，症例 2 では妊娠１5週の胎盤

から梅毒罹患を疑う所見が指摘された。初期から

治療を行った 2 例については，先天梅毒を予防す

ることができ，早期発見治療が必要であることを

再認識した。

子宮頸部上皮内病変に対する子宮頸部レーザ蒸散術の治療成績

愛媛大学医学部医学科 １ 回生＊，　愛媛大学医学部産婦人科　

西村　紅音＊，松元　　隆，

宇佐美知香，井上　　彩，

安岡　稔晃，行元　志門，

松本　　唯，中橋　一嘉，

加藤　宏章，上野　愛実，

横山　真紀，内倉　友香，

高木香津子，松原　裕子，

藤岡　　徹，松原　圭一，

杉山　　隆　　　　　　　

【緒言】CINは20歳代後半から40歳前後の若年女

性に好発するため，妊孕性を温存する手術が必要

となる症例が多い。愛媛大学病院・産婦人科では，

妊娠・分娩への影響を最小限とすることを目的に，

20１3年１0月よりCIN症例に対して外来でのレーザ

蒸散術を導入している。今回，CINに対する子宮

頸部レーザ蒸散術の治療成績および安全性につい

て検証した。

【方法】20１3年１0月から20１7年１2月までに，子宮頸

部レーザ蒸散術を実施したCIN症例48１例（CIN １：

25例，CIN 2 ：82例，CIN 3 ：374例）における再

発率，安全性および妊娠・分娩に対する影響を後

方視的に解析した。再発は，術後経過観察中に子

宮頸部組織診にてCIN 2 以上の病変が診断された

場合と定義した。

【結果】術後定期検診を脱落した１8例を除外した

CIN 3 症例356例中１5例において再発した（再発率：

4.2%）。安全性に関しては，全例において重篤な

合併症の発生を認めなかった。今回の解析症例に

は挙児希望のない症例も含まれているため，正確
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卵巣がんと術前診断した小腸GISTの 1 例

国立病院機構四国がんセンター　婦人科　　矢野　晶子，横山　貴紀，

藤本　悦子，友野　勝幸，

坂井　美佳，大亀　真一，

竹原　和宏　　　　　　　

【緒言】卵巣がんは腫瘍摘出後の病理診断で確定

されるため，術前に正確な診断を行うことは難し

い。今回，卵巣がんと術前診断したが，消化管

間質腫瘍（Gastrointestinal�stromal�tumor：以下，

GIST）であった １ 例を経験したため，本症例の

反省点をふまえて報告する。

【症例】63歳，閉経後。下腹部痛を主訴に近医

を受診し，腹膜炎の診断で保存的加療が行われ

た。造影CTで卵巣がんが疑われ前医に紹介と

なった。造影MRIでも同様に卵巣がんが疑われ当

院に紹介となった。経腟超音波断層像で内部に

乳頭状に発育する腫瘍を認めた。腫瘍マーカー

（CA１25，HE4，CEA）は基準値範囲内であった。

CT，MRI検査で骨盤内に長径 7 ㎝大の内部出血

を伴う充実性嚢胞性腫瘤を認め，右卵巣の同定が

困難であったため，右卵巣がんを疑い開腹手術を

行った。術中，腹膜炎の影響で腫瘍の周囲は癒着

していた。癒着剥離後，腹腔内を観察すると，子宮，

両側付属器に腫瘤性病変はなかった。小腸の粘膜

下に腫瘤を認め，小腸部分切除を行った。病理組

織像よりGIST�ⅢＢ期（pT 3 NXM 0 ）と診断した。

現在は消化器内科で，イマチニブによる術後補助

療法中である。

【考察】卵巣がんの臨床所見が非典型的な場合に

はGISTなど他臓器疾患の可能性がある。MRIな

どの画像検索で正常卵巣の同定や腫瘍への流入血

管の同定が重要である。

な妊娠率の把握は困難であるが，CIN症例428例中

47例にレーザ蒸散術後に妊娠を認め，中絶 2 例お

よび初期流産となった １ 例を除く全例において無

事に生児を得ることができた。

【結語】子宮頸部円錐切除術後の再発率は，切除

断端が陰性の症例においても 2 ～ 4 %と報告され

ており，今回，われわれが実施したCIN 3 に対す

る子宮頸部レーザ蒸散術の治療成績は円錐切除と

同等であり，また安全に実施可能であった。また，

レーザ蒸散術後の妊娠症例における妊娠・分娩経

過は良好であった。
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当科におけるペムブロリズマブの使用経験

プラチナ製剤感受性再発卵巣癌の治療戦略の検討

国立病院機構四国がんセンター　婦人科　　友野　勝幸，横山　貴紀，

藤本　悦子，坂井　美佳，

大亀　真一，竹原　和宏　

愛媛大学医学部産婦人科，愛媛県立今治病院産婦人科＊

井上　　彩，松元　　隆，

宇佐美知香，安岡　稔晃，

行元　志門，松本　　唯，

中橋　一嘉，加藤　宏章，

上野　愛実，横山　真紀，

内倉　友香，高木香津子，

松原　裕子，藤岡　　徹，

松原　圭一，杉山　　隆，

恩地　裕史＊，　　　　　　

免疫チェックポイント阻害薬である抗PD- １ 抗

体（ペムブロリズマブ）は高頻度マイクロサテ

ライト不安定性（MSI-H）の固形がんを対象とし

て保険診療で使用可能となった。MSI-H固形がん

は消化器癌や婦人科癌に多く，特に子宮体癌は

MSI-Hの頻度が約20%と報告されており，ペムブ

ロリズマブの効果が期待されている。

昨年１2月からMSI-H婦人科癌 4 例にペムブロリ

ズマブを投与したので，その使用経験を報告す

る。原疾患は子宮体癌が 3 例，子宮体癌と卵巣癌

の重複癌が １ 例であった。年齢の中央値は55.5歳

（43-67），観察期間の中央値は 5 か月（ 3 - 7 ）であっ

た。ペムブロリズマブの投与回数の中央値は 6 サ

イクル（ 3 - 9 ）で 2 例が投与継続中である。中止

した 2 例の中止理由は病勢増悪であった。有害事

象として皮疹を認めたがグレード 3 以上は認めず，

治療継続に影響しなかった。治療効果については，

完全奏功（CR：Complete�Response）の症例は無

いが，部分奏功（PR：Partial�Response）が １ 例

で全奏功率（ORR：Objective�Response�Rate）は

25%であった。当科での使用経験からはペムブロ

リズマブは有害事象も許容範囲であり，標準治療

の無い患者にとって貴重な治療選択肢となりうる

と考えた。

【緒言】婦人科がんにおける初の分子標的薬とし

て血管新生阻害剤ベバシズマブ（Bev）が卵巣癌

に承認された20１3年１１月以降，当科では卵巣癌の

初回治療から再発治療まで積極的にBevを導入し
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てきた。昨春，PARP阻害剤オラパリブがプラチ

ナ製剤（Pt）感受性再発卵巣癌に承認されたが，

BRCA変異陰性例に対する第Ⅲ相試験のデータは

存在しないため，当科では引き続きBevを中心と

した治療戦略を継続してきた。今回，新たな治療

戦略の検討のため，自験Pt感受性再発卵巣癌症例

の治療成績を解析した。�

【方法】20１3年１１月以降に当科にて加療したPt感

受性初回再発・卵巣癌／卵管癌／原発性腹膜癌30

例を後方視的に解析した。

【結果】［進行期］Ⅰ期：3 例／Ⅱ期：１ 例／Ⅲ期：

１9例／Ⅳ期： 7 例。［Ptフリー期間（PFI）］中央

値15.5 ヶ月（ 6 -１68）。［初回治療時のBevの有無］

なし：１5例／あり：１5例（Bev維持療法後の再発：

5 例／ Bev維持療法中の再発：１0例）。［再発治療

時のBevの有無］なし：１2例／あり：１8例。［再発

治療時のBevの有無別奏効率］なし：�50%（ 6 /１2）

／あり：72%（１3/１8）。［再発治療時のBev不使用

の理由］初回治療からの蛋白尿の持続が最多であ

り，Bev投与サイクル数が多い症例が含まれていた。

【結語】Pt感受性再発卵巣癌に対する化学療法に

Bevを併用することで良好な奏効率を得られた。

Bevを長期に使用するために，Bevの休薬期間も

検討することが必要と考えられた。

四国がんセンターでの内視鏡手術の導入について　
〜 TLH vs ロボット支援下TLH 〜

国立病院機構四国がんセンター　婦人科　　竹原　和宏，友野　勝幸，

矢野　晶子，横山　貴紀，

藤本　悦子，坂井　美佳，

大亀　真一　　　　　　　

四国がんセンターでは20１7年より子宮体癌手術

にTLHを，20１8年よりロボット支援下手術を導入

し，以後婦人科悪性腫瘍に鏡視下手術を行う頻

度が増加している。導入に際し，開腹での子宮全

摘術の手技を腹腔鏡手術に落とし込み，さらに腹

腔鏡手術の手順をベースにロボット支援下手術を

組み立て，スムースな導入を目指した。今回同一

術者での腹腔鏡下，およびロボット支援下手術の

習熟度を検討した。習熟度の指標として手術時間，

出血量，合併症について後方視的に解析を行った。

20１9年 9 月までにTLH群１3例（リンパ節郭清 2

例含む），ロボット支援下TLH群 7 例（リンパ節

郭清 3 例含む）を実施した。ロボット支援下TLH

群はすべて子宮体癌症例で，TLH群には子宮筋

腫など一部良性疾患も含まれている。リンパ節

郭清例を除く手術時間はそれぞれ200分（308-１68

分）,200分（272-１78），出血量は１00ｇ（420-40ｇ）,55

ｇ（90ｇ-少量）であった。合併症はTLH群の １

例に術後の骨盤内膿瘍形成を認め，CTガイド下

のドレナージを行った。入院期間は両群間で差は

認めなかった。

安全性の面からは両郡に差はなく，手術時間の

短縮，出血量から，ロボット群で早期に手術手技

の習熟が認められる傾向にあった。
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腹腔鏡下に診断し治療した腹膜妊娠の一例

市立宇和島病院産婦人科　　安岐　佳子，中橋　德文，

清村　正樹，青石　優子，

今井　　統，井上　翔太　

【緒言】異所性妊娠は全妊娠の約1.0%と報告され

ており，その中でも腹膜妊娠は約1.0%とさらに稀

なものである。腹膜妊娠は術前の着床部位の同定

が困難であり診断に難渋するとされる。近年，こ

のような症例に対して腹腔鏡下手術が行われて

おり，腹腔内全体を詳細に観察する事ができ同時

に治療も行う事ができるため，有用な術式である。

今回我々は異所性妊娠を疑った症例に対して腹腔

鏡下手術を施行し，ダグラス窩腹膜着床妊娠と診

断し治療し得た症例を経験したので報告する。

【症例】１8歳，未妊未産。市販の妊娠検査薬陽性

となり，検査同日より上腹部痛，ふらつきが出現

したため当院救急外来受診した。尿検査にて妊

娠反応陽性であり，その他内科的疾患は否定的

であったため異所性妊娠疑いで当科紹介となった。

血清hCG4894mIU/mLと高値であったが子宮内に

胎嚢を認めず，腹腔内echo�free�spaceが著明であっ

たため，異所性妊娠の破裂を疑い同日緊急腹腔鏡

下手術を施行した。腹腔内は凝血塊が混在した血

液が上腹部まで及んでおり，吸引にて視野を確保

した。ダグラス窩腹膜右側に，腹膜破綻部および

凝血塊を認め，吸引すると同部位に出血を認めた。

腹腔内にその他の着床部位を疑う異常所見を認

めなかったため，ダグラス窩腹膜着床の異所性妊

娠と判断し，絨毛組織と思われる病変を凝血塊と

ともに除去し，同部位をバイポーラで焼灼止血し

た。手術時間は94分，出血量は969ｇで，術中回

収式自己血輸血を施行し502ｇ返血した。術中術

後合併症なく経過し，術後 4 日目に退院した。術

後１，3， 7 週間後にhCG測定を行い333.4mIU/mL，

72.4mIU/mL，<�0.5�mIU/mLと感度以下まで低下

を確認した。

【考察】異所性妊娠を疑い腹腔鏡下にダグラス窩

腹膜妊娠を診断し，同時に治療し得た症例を経験

した。腹膜妊娠は異所性妊娠の中でも稀であるが，

腹腔鏡下手術は診断，治療に有用である。

腹腔鏡用超音波が有用であった粘膜下腫瘍の一例

松山赤十字病院　産婦人科　　矢高杉篤志，中島　　京，

片山　由大，久保　絢美，

上野　晃子，梶原　涼子，

山口真一郎，本田　直利，

横山　幹文　　　　　　　

【緒言】婦人科の腹腔鏡下手術において肉眼で病 変部の特定が困難な場合があるが，術中に腹腔鏡
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当院における良性子宮腫瘍に対する最近10年間の子宮全摘出手術の検討
〜腹式子宮全摘出術（TAH）から腹腔鏡下子宮全摘出術（TLH）への変遷〜

愛媛県立中央病院　　井上　翔太，田中　寛希，

中野　志保，秋定　　幸，

瀬村　肇子，越智　良文，

三宅すずか，阿南　春分，

上野　　繁，池田　朋子，

森　　美妃，金石　　環，

阿部恵美子，近藤　裕司　

【緒言】当院は年間出生数約１200例の総合周産期

母子医療センターとしての特色を持ち，婦人科手

術は良性疾患を中心に年間約340症例程度を行っ

ている。良性腫瘍に対する子宮摘出手術は年間60

～ 80件程度行っており，この１0年間で術式の選択

は大きく変わった。今回，我々は子宮摘出手術の

変遷について直近１0年間の症例を後方視的に検討

した。

【対象】2009～20１8年に良性疾患に対して行われ

た子宮全摘出術（腹式子宮全摘出術（TAH），腟

式子宮全摘出術（TVH），腹腔鏡補助下子宮全摘

出術（LAVH），全腹腔鏡下子宮全摘出術（TLH）），

計688例。

【成績】子宮全摘出術におけるTLHの割合は,2009

年当初は13.2%にすぎなかったが，20１4年には

TLHがTAHの手術数を上回り20１8年には68.0%に

TLHが行われている。両群共に主病名は子宮筋腫，

子宮腺筋症が多かった。患者年齢，手術時間，出

血量，摘出物重量について両群間で比較検討した。

20１4年以降，TAHでは手術時間延長傾向を認める

が，術前評価における高難易度症例の厳選による

ものと考えられる。LAVH/TLHからの開腹移行

用超音波を使用することで，比較的正確に位置の

確認が可能となり，安全で確実な手術を行うこと

ができる。今回，粘膜下腫瘍に対して術中に腹腔

鏡用超音波を用いて腫瘍を摘出した一例を経験し

たので報告する。

【症例】35歳， 0 妊。性交経験なし。過多月経を

主訴に近医を受診された。骨盤部単純MRI検査で

24㎜大の粘膜下腫瘍，左付属器領域に54㎜大の多

房性嚢胞性腫瘤を認め，当科を紹介受診した。腟

口が狭く，子宮鏡の挿入が困難と判断し，腹腔鏡

下粘膜下腫瘍摘出術，左卵巣腫瘍摘出術を施行

する方針とした。左卵巣は 5 ㎝大に腫大しており，

左卵巣腫瘍を摘出した後，腹腔鏡用超音波を用い

て子宮体部後壁に粘膜下腫瘍を確認し，筋層を切

開して摘出した。子宮内膜を含む筋層は単結紮縫

合，子宮漿膜はbaseball縫合し，手術を終了した。

摘出した粘膜下腫瘍はadenomyosisの診断であっ

た。術後経過は良好で，術後 4 日目に退院となっ

た。�

【考察】腹腔鏡用超音波を使用することで，詳細

に病変部の抽出が可能となり，最適な筋層切開層

を決定し，筋層への切開層を最小限にすることが

可能となった。病変部の特定が困難な場合には腹

腔鏡用超音波は有用と思われた。
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率は2009年で5.9％，20１8年で1.8％と年々減少傾向

にあった。周術期合併症に関しては，TAHでは一

定の発生率であったがLAVH/TLHでは年数経過

で減少傾向であった。

【結語】TLHはTAHに比較し，手術時間は延長さ

れるものの，出血量の減少も期待できるため，症

例を選択することでTLHが導入できたと考えられ

る。今後は技術の向上，デバイスの発達により適

応の拡大，安全性の向上を図っていきたい。

腹腔鏡下手術を施行した閉経後子宮内膜ポリープの一例

松山赤十字病院　産婦人科　　池田　隆史，高杉　篤志，

中島　　京，片山　由大，

久保　絢美，上野　晃子，

梶原　涼子，山口真一郎，

本田　直利，横山　幹文　

【緒言】子宮内膜ポリープは稀に癌が認められる

（0.8%）が，閉経後で不正性器出血の症状がある

場合，オッズ比6.9と高くなる（ガイドライン婦人

科編20１7）。今回，腹腔鏡下手術を施行した閉経

後子宮内膜ポリープの一例を経験したので報告す

る。

【症例】77歳， 2 妊， 2 産。高血圧と高脂血症の

既往あり。73歳時に近医で子宮内膜肥厚を指摘さ

れ，子宮内膜細胞診は異常なく経過観察されてい

た。77歳時に不正性器出血を認めた。骨盤部造影

MRI検査で子宮内腔に 4 ㎝大の腫瘤性病変および

筋層浸潤 １ / 2 未満の子宮体癌の可能性が疑われ，

当科を紹介受診した。子宮内膜全面掻把術で悪性

所見はなく，CA１9- 9 �53.9U/ML，CA１25�66.5U/

MLと高値であった。頸部～骨盤部造影CT検査お

よびPET-CT検査でリンパ節腫大や遠隔転移を認

めなかった。子宮体癌の可能性を否定できず，腹

腔鏡下拡大子宮全摘出術，両側付属器摘出術を施

行した。摘出した子宮内腔に 6 ㎝大の表面平滑な

ポリープ様病変を認めた。術中迅速病理組織診断

は悪性所見なく手術を終了した。術後経過は良好

で，術後 4 日目に退院となった。最終病理組織診

断は子宮内膜ポリープで悪性所見を認めなかった。

【考察】不正性器出血を来す閉経後の子宮内膜ポ

リープに対しては，子宮体癌の可能性を考慮し，

術中診断および術式に注意を要すると考えられた。
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当院での腹腔鏡下仙骨腟固定術の中期的手術成績と、
P-QOLを用いたアンケート調査結果についての検討

不正性器出血を契機に発見されたエストロゲン産生副腎皮質癌の 1 例

松山赤十字病院　産婦人科　　上野　晃子，中島　　京，

片山　　由，高杉　篤志，

久保　絢美，梶原　涼子，

山口真一郎，本田　直利，

横山　幹文　　　　　　　

愛媛県立今治病院産婦人科　　恩地　裕史，村上　祥子，

堀　　玲子，濱田　洋子　

【緒言】当院では20１2年 3 月から腹腔鏡下仙骨膣

固 定 術（Laparoscopic�sacrocolpopexy:以 下LSC）

を開始し今までに54症例を経験した。その中期

的手術成績について報告するとともに，術後に

施行した骨盤臓器脱に関する日常生活の満足度

（Prolapse� -�QOL�日本語版：以下P-QOL）に関す

るアンケート調査をまとめ報告する。

【対象と方法】対象は20１2年 3 月から20１8年１2月

までにLSCを行った54症例で，診療録をもとに，

手術成績について後方視的に検討した。また，術

後のP-QOLについては，倫理委員会の承認を得た

のち，アンケートを患者に依頼し回答を得た結果

に関して検討した。

【結果】患者背景としてPOPQ�Stageの中央値は

3 （ 2 - 4 ）であった。手術時間は206分（53-395）

で，術中出血量は20ml（ 5 -338）であった。術後

POPQStage 2 以上の再発症例は 5 例で再手術を要

したのは １ 例であった。観察期間の中央値は5.5か

月（ １ -59）で手術成功率は90.7%であった。術後

のP-QOLを用いたアンケート調査結果では，それ

ぞれの満足度（排尿，排便，性生活，日常生活全

般に関する満足度）について報告する。

【結語】LSCについて大きな合併症なく施行でき

ていた。また，P-QOLを施行することで，実際の

手術満足度についても評価することができた。

【症例】6１歳，G １ P １ 。45歳閉経。56歳時に左成

熟嚢胞性奇形腫に対して腹腔鏡下両側付属器切除

術を施行している。子宮下垂感と不正性器出血を

主訴に近医を受診したところ，子宮脱と診断され

加療目的に当科を紹介受診した。経腟超音波検査

では子宮内膜が11.6㎜と肥厚していたが，子宮内

膜組織診は悪性所見を認めなかった。骨盤部造影

MRI検査では子宮内膜肥厚及び腺筋症の所見のみ

であった。血液検査にてエストラジオール（Ｅ 2 ）

が１23.3pg/mLと上昇しており，異所性のＥ 2 産生

を疑った。胸腹部造影CT検査にて右副腎に 6 ×

5 ㎝大の腫瘤を認めホルモン分泌性の副腎癌が疑

われた。当院泌尿器科に紹介し腹腔鏡下右副腎摘

出術が施行され，副腎皮質癌と診断された。術後
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補助療法として放射線照射を行い，術後 4 ケ月目

にＥ 2 は測定感度以下となり子宮内膜も菲薄化し

た。現在術後 １ 年が経過し，再発なく経過している。

【考察】閉経後の不正性器出血を伴う子宮内膜肥

厚を認めた場合，子宮原発の悪性疾患だけでは

なく，ホルモン産生腫瘍が存在する可能性も念頭

におく必要がある。卵巣腫瘍であることが多いが，

本症例のように他臓器の悪性腫瘍が存在すること

があるため注意が必要である。

子宮峡部創陥凹に発生した胎盤ポリープに対して子宮鏡手術を施行した一例

松山赤十字病院産婦人科　　中島　　京，横山　幹文，

片山　由大，髙杉　篤志，

久保　絢美，上野　晃子，

梶原　涼子，山口真一郎，

本田　直利　　　　　　　

【緒言】子宮峡部創陥凹とは子宮下節前壁筋層部

陥凹を指し，不正性器出血や月経痛，慢性骨盤痛，

不妊等のいわゆる帝王切開瘢痕症候群を引き起こ

す（Wang，2009）。今回，子宮峡部創陥凹に発生

した胎盤ポリープに対する子宮鏡手術の一例を報

告する。

【症例】34歳， 8 妊 2 産。20歳,22歳時に帝王切開

術分娩。28歳時人工妊娠中絶後に胎盤ポリープ。

妊娠 7 週に稽留流産のため子宮内容除去術を施行

されたが，出血量が多く手術は中途終了となった。

術後44日目，経腟超音波断層法で帝王切開瘢痕部

に１6×１9㎜の血腫様病変を認め性器出血が持続す

るため当科紹介。経腟超音波断層法で子宮頸部前

壁に23×22㎜の血腫様腫瘤，さらに子宮体部に血

流を伴う１0㎜の腫瘤性病変を認め胎盤ポリープを

疑った。血中hCGは 6 mIU/mL，性器出血は極少

量のため 2 週間ごとの経過観察とした。体部腫瘤

は消失したが出血持続するため，術後57日目子宮

鏡検査を実施し子宮体部に病変を認めず，子宮峡

部創陥凹に腫瘤性病変を認めた。同病変が性器出

血の原因と考え,9１日目に子宮鏡手術を施行した。

陥凹部漿膜側筋層の厚さは4.0㎜であった。陥凹部

の血腫様病変を切除し，同部をボール電極で焼灼

した。術後病理組織診断は胎盤ポリープであった。

術後，性器出血は消失し，陥凹部漿膜側筋層の厚

さは4.4㎜であった。

【結語】子宮峡部創陥凹に発生した胎盤ポリープ

に対する子宮鏡手術は帝王切開瘢痕症候群の治療

の選択肢となると考えられた。
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帝王切開瘢痕症候群に対して腹腔鏡下修復術を施行した 4 例

愛媛大学大学院医学系研究科産科婦人科学講座　　加藤　宏章，藤岡　　徹，

行元　志門，松本　　唯，

中橋　一嘉，上野　愛実，

横山　真紀，安岡　稔晃，

井上　　彩，内倉　友香，

高木香津子，宇佐美知香，

松原　裕子，松元　　隆，

松原　圭一，杉山　　隆　

【緒言】帝王切開瘢痕症候群は帝王切開術後に創

部子宮筋層が陥凹瘢痕化をきたし，不正性器出血

や過長月経，続発性不妊症を引き起こすことが知

られている。今回，腹腔鏡下修復術を行ったCSS

の 4 例を経験したので報告する。

【症例 １ 】33歳， １ 妊 １ 産。22歳時に帝王切開術

及び子宮筋腫核出術と両側卵巣腫瘍切除術を施行

された。その後，下腹部痛，発熱，過長月経の精

査時に，帝王切開瘢痕部筋層の断裂と血液貯留に

よる嚢胞性変化を指摘され修復術を施行した。

【症例 2 】35歳， 2 妊 １ 産。3１歳時に帝王切開術，

32歳時に体外受精後の異所性妊娠に対し左卵管切

除術を施行された。その後，不妊症のため不妊治

療を施行したが妊娠成立せず，精査にて帝王切開

瘢痕部筋層の菲薄化及び嚢胞性変化を認め修復術

を施行した。

【症例 3 】36歳，１ 妊 １ 産。34歳時に帝王切開術を

施行された。その後，過長月経の精査時に帝王切

開瘢痕部筋層の菲薄化を指摘され，次回妊娠前の

加療を考慮され修復術を施行した。

【症例 4 】36歳， 3 妊 １ 産。28歳時に帝王切開術，

34歳時に開腹にて筋腫核出術および帝王切開瘢痕

部修復術を施行された。その後，不妊治療で妊娠

成立せず帝王切開瘢痕症候群の再発を疑われ修復

術を施行した。

【結語】帝王切開術後に月経などに関連する症状

や不妊症が生じた場合，手術療法が一つの選択肢

になり得ると考えられた。今後更に症例を蓄積し，

適応や治療効果について検討が必要である。

当院における生殖医療領域の染色体検査結果の解析と課題

福井ウィメンズクリニック　　福井　敬介，平塚　美枝，

小泉　絵理　　　　　　　

【緒言】生殖医療において不育症，反復ART不成

功例，高度男性不妊などの症例に対し染色体検査

が行われている。今回，我々はretrospectiveに疾

患別の染色体異常の頻度，種類，遺伝カウンセリ
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ングの施行状況，妊娠予後を解析し今後の課題に

ついて検討した。

【対象と方法】2009年 8 月から20１9年 9 月までに当

院不妊・不育症の外来にて染色体検査を施行した

435症例を対象とした。その内訳は反復ART不成

功例が220例（１１0組夫婦），男性不妊55例，不育

症が１00組（不妊合併20組を含む）である。患者

同意の基，委託検査会社（SRL社�or�ラボコープ）

にて検査を行った。異常が認められた場合，主治

医の説明に加え，夫婦希望や理解・納得に応じて

遺伝カウンセリングの専門医を紹介した。

【結果】反復ART不成功例の220例（１１0組夫婦）

のうち3.6％（ 4 /１１0）に異常を認めた（低頻度モ

ザイクを 4 例除く）。すべて相互転座であり男性 3

例，女性 １ 例であった。全例愛媛大学病院にて遺

伝カウンセリングを受けた後, 3 例は妊娠しその内

１ 例は流産, 2 例は出産に至った。男性不妊55例

（無精子症5１例）において 7 例（12.7%）にモザイ

クを含む47XXYを認めた。 2 例にY染色体部分欠

失を認め １ 例はAZFc領域欠失， １ 例はAZFb+c領

域欠失であった。 2 例ともに遺伝カウンセリング

を受けc領域欠失例は継代のriskからTESEを選択

しなかった。b+c領域欠失例はTESEを納得して断

念した。 １ 例に46,X,t（Y;１3）（p11.2;q32）の相互

転座を認めたが転帰不明である。不育症では 3 %

（ 3 例/１00組）に相互転座を認め，カウンセリング

を受け 2 例が妊娠出産に至っている。その他低頻

度モザイク 3 例，47XYYを １ 例認めた。低頻度モ

ザイク １ 例は当院説明では納得が得られず紹介と

なった。

【考察】今回，不育症ならびに着床不全において

3 %前後に染色体異常（相互転座）を認めた。諸

家の報告と同等であった。また無精子症における

47XXYの頻度は12.7％と報告の１0～１5%と同様で

あった。相互転座やY部欠失の説明は特に難しく

適時，遺伝カウンセラーの助言・意見を基に治療

することが重要であった。

切迫流産・切迫早産の発生率と就労との関係

愛媛労災病院産婦人科　　宮内　文久，平野　真理，

松本　譲二，南條　和也　

労働者健康安全機構が有する病職歴データベー

スを利用して，就労が流産や早産に及ぼす影響

を検討することとした。2007年 １ 月 １ 日から20１6

年１2月3１日までの１0年間に全国の労災病院産婦人

科に入院した患者の退院時要録から，自然流産

（ICD１0�O03），稽留流産（ICD１0�O02.1），前期破

水（ICD１0�O42），切迫早産（ICD１0�O47.0），前置

胎盤（ICD１0�O44），帝王切開術（ICD- 9 CM�74）

を抽出した。一方，病歴職歴調査から専業主婦か

就労女性かを，また就労女性の場合には昼間勤務

だけか夜間勤務にも従事していたかを確認した。

その結果，就労女性では自然流産と稽留流産と

が高率に発生し，一方，専業主婦では切迫早産と

帝王切開術とが高率に発生していた。なお，前期

破水と前置胎盤とでは専業主婦と勤労女性との間

に有意差を認めなかった。帝王切開術を受けた女

性は専業主婦に多く，しかも初回の手術が就労女

性に比較して多く認められた。このことは，手術
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経産婦の帝王切開率

日浅産婦人科　　越智　　毅

目的： １ 経腟分娩が期待される，経産婦の帝王切

開率とその要因。 2 安産運動によって胎盤

早期剥離が増えるか。 3 経産婦骨盤位の帝

王切開率。

対象：2006年から20１7年における経産婦939例の

帝王切開率。（前回帝切・双胎を除き，転

送例は含む）

方法：全体の帝王切開率とその要因。骨盤位の帝

王切開率。

結果：�
１ 　 　全体の帝切率 　

　20　/　939　＝　2.1％
2 　要因 　 例数

骨盤位 6
分娩停止 3
胎児仮死 2
胎盤因子 2
早剥 １
横位 １

　 　 PIH 　 １

3 　 骨盤位の帝切率 　
骨盤位 １5

　 帝切 6 　
帝切率 40%

4 　 帝王切開例の転送率 　
例数

帝王切開例 20
　 　 転送例 　 １2

結語： １ 経腟分娩が期待される，経産婦の帝王切

開率2.1％。 2 経産婦骨盤位の帝王切開率

40％。 3 安産運動によって胎盤早期剥離が

増えないのだから，経産婦であっても36週

になれば安産指導は必要。

を受けなければならない女性は早々と職場を離れ

ているのではないかと考える。一方，就労女性で

は 2 回目以後も引き続いて帝王切開術を受けた女

性が比較的多く，夜間勤務にも従事している女性

では 2 回目以後の帝王切開術が比較的多かったこ

とから，夜間勤務にも従事できる女性は比較的穏

やかな妊娠経過を過ごしていると考えられる。
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医会だより

愛媛県産婦人科医会夏期講習会

【製品紹介】

胆汁酸トランスポーター阻害剤

「グーフィス錠 5 ㎎について」

持田製薬株式会社

教育講演　１7：20～１8：00

座長　松山赤十字病院　副院長

横山　幹文　先生

『最近話題の便秘診療』

岡山大学病院　消化器内科学　助教

原田　馨太　先生

特別講演　１8：00～１9：00

座長　愛媛大学大学院医学系研究科

産科婦人科学講座　教授

杉山　　隆　先生

『心血管疾患リスクとしての子宮内膜症とその管

理～どのようなホルモン治療を行うべきか～』

愛知医科大学　産婦人科学講座　主任教授

若槻　明彦　先生

【閉会の辞】愛媛県産婦人科医会　会長　

池谷　東彦　先生

日　時：20１9年 7 月20日㈯　１7：１0 ～ １9：00
会　場：リジェール松山 8 階『瑞穂』

愛媛県松山市道南堀端 2 - 3 ＪＡ愛媛 8 Ｆ　TEL：089-948-563１
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愛媛県産婦人科医会　常任理事 今　井　洋　子

おぎゃー献金56周年記念
第47回良い子を産み育てる妊婦の日

第47回目を迎える“良い

子を産み育てる妊婦の日”

のイベントが今年も11月3

日（イイオサンの日）に愛

媛県医師会館で開催されま

した。5階ホールで200人余

りの出席者でした。

専門家からのアドバイスはテーマ「良い妊婦・

出産・喜びの子育て」と第して武田康成常任理事

の司会で行われました。

講師：産婦人科医師　　近藤　裕司�先生

�（愛媛県立中央病院総合周産期母子医療センター長）

小 児 科 医 師　　上田　晴雄�先生

（上田小児科医院長）

歯 科 医 師　　大谷　淳二�先生

（大谷歯科矯正歯科院長）

それぞれの分野で妊婦さんに役立つ話をわかり

やすく説明して下さいました。

休憩をはさんで今年のマタニティーコンサート

は

メゾ・ソプラノ歌手　　三津山和代さん

ピアノ　　　　　　　　尾海あかりさん

でした。

「恋はやさし野辺の花よ」「夕方のおかあさん」

「トロイメライ」「からたちの花」「ゆりかごのうた」

他，美しい歌声と軽快なピアノの音ですてきなひ

とときでした。

◦コンサートに感激しました。

◦コンサートを聞いて穏やかな気持になれた

◦コンサートを聞けて良かった。来年も参加した

い。

などの感想をいただきました。

別室ではイベントコーナーが例年通り開かれ，

各専門の係が対応しました。妊婦健康相談，乳幼

児の育児相談，ワンポイント歯科検診，安産のた

めの生活指導，お父さんの妊婦体験コーナー，赤

ちゃんの心音を聞いてみようコーナー，妊婦栄養

相談，行政の相談などがありました。

アンケート調査結果では

◦各科の先生のお話が今後役に立つ，為になると

思った。

◦夫婦で一緒に学ぶ機会でよかった。

◦知らない事がいろいろ聞けて勉強になりました。

等々，好評でした。

今年も人気者のみきゃんちゃんが参加してくれ

て，大活躍してくれました。

御協力いただいた皆様に感謝の気持で一ぱいで

す。

本会が今後ともますます盛会でありますよう

願っております。



43第 56 号　令和 2 年 8 月 20 日

マタニティーコンサート
ソプラノ歌手：三津山和代さん，ピアノ：尾海あかりさん

講師　大谷淳二 先生

相談コーナー

講師　上田晴雄 先生

相談コーナー

講師　近藤裕司 先生
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愛媛県産婦人科医会　会長 池　谷　東　彦

盛夏の候，益々ご清栄のこととお慶び申し上げ

ます。

さて，愛媛県産婦人科医会では毎年11月3日の

文化の日に「良い子を産み育てる妊婦の日」を開

催しており，会員の皆様方のご協力を賜り，47年

間欠かさず催しておりました。

しかしながら新型コロナウイルス感染症の発生

により社会状況が一変し，今年度の開催について

も検討せざるを得ないこととなりました。

現在，愛媛県内の感染症の影響については一時

より改善されていますが，日本全体で感染者が再

び増加傾向にあり，また有効な治療薬やワクチン

の開発はまだ途上であり，今後しばらくは新たな

生活様式の導入等の節度ある行動に頼る状況が続

くと考えられます。

こうした状況を踏まえ，去る7月14日開催の本

会役員会で開催可否の協議を行った結果，今年度

の開催は行わず，第48回開催を来年11月3日に延

期することを決定いたしました。

本会をはじめとする医療関係者に多く関わって

いただくイベントで，妊婦の方々や参加者への感

染があってはならず，開催延期の判断はやむを得

ないと考える次第です。

毎年，ご支援ご協力を頂戴しております皆様方

に，このようなお知らせを申し上げるのは大変残

念で忸怩たる思いですが，どうかご理解賜ります

ようお願いいたします。

第48回「良い子を産み育てる妊婦の日」の
開催延期について（ご連絡）
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令和元年度母体保護法指定医師研修会

日　時：令和元年１2月2１日㈯　１5：00～１8：30
場　所：愛媛県医師会館　 4 階　第 １ 会議室

松山市三番町 4 丁目 5 - 3 　TEL : 089-943-7582

次　　第

司会：愛媛県産婦人科医会常任理事

武田　康成

１ ．開　　会

愛媛県産婦人科医会会長� 池谷　東彦

2 ．挨　　拶

愛媛県医師会会長� 村上　　博

3 ．研 修 会

１5：１0～１6：１0

座長　愛媛県産婦人科医会会長

池谷　東彦

Ａ．「母体保護法について」

日本産婦人科医会顧問

今村　定臣　先生

１6：20～１7：20

座長　愛媛県医師会母体保護法認定審査

委員会委員� 正岡　　尚

Ｂ．「日本医師会の医の倫理への取組」

日本医師会常任理事

平川　俊夫　先生

１7：30～１8：30

座長　愛媛大学医学部産婦人科教授

杉山　　隆

Ｃ．「人工妊娠中絶における安全対策」

昭和大学医学部産婦人科学講座教授

関沢　明彦　先生

4 ．閉　　会（１8：30）

主　催：愛媛県医師会　　　

協　力：愛媛県産婦人科医会

愛媛県医師会生涯研修　　 3 単位　　

カキュラムコード：　　　 6 ・ 3 ・ 7
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令　和　元　年　度

愛 媛 県 産 婦 人 科 医 会 総 会
愛 媛 産 科 婦 人 科 学 会 総 会

学　術　講　演　会

日　時　令和 2 年 3 月28日㈯　午後 3 時30分～
会　場　愛媛県医師会館　 4 階　第 １ 会議室

松山市三番町 4 丁目 5 - 3 　　☎ 089-943-7582

次　　　　第
（司会　武田常任理事）

１ ．開　　会

2 ．挨　　拶� 会　　長　池谷　東彦

3 ．議長互選

4 ．報　　告（進行・選出議長）

⑴日産婦学会関係事業報告・庶務報告

愛媛産科婦人科学会会長　杉山　　隆

⑵日産婦医会関係事業報告・庶務報告

愛媛県産婦人科医会会長　池谷　東彦

⑶がん健診に関する報告

常任理事　草薙　康城

⑷おぎゃー献金報告� 副　会　長　小西　秀信

5 .　議　　事

⑴�平成30年度愛媛産科婦人科学会会計並びに

愛媛県産婦人科医会歳入歳出決算について

愛媛産科婦人科学会会長　杉山　　隆

常任理事　今井　洋子

◆�監査報告� 監　　事　小泉　幸夫

⑵�令和 2 年度愛媛県産婦人科医会事業方針に

ついて� 会　　長　池谷　東彦

⑶�令和 2 年度愛媛県産婦人科医会歳入歳出予

算について� 常任理事　今井　洋子

【休　　　　　憩】

6 ．特別講演　午後 5 時～（共催・久光製薬）

「ホルモンの基本を知ってHRTへ」

講師　徳島大学大学院医歯薬学研究部生殖・

更年期医療学分野教授

安井　敏之　先生

（座長　愛媛大学大学院医学系研究科産婦人科

学教授　杉山　隆　先生）

7 ．閉　　会　午後 6 時40分

各議事は会員数１62名のうち，１2１名（ 3 月末迄）

から承認の決議書が到着しています。
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令和 2 年度　愛媛県産婦人科医会
事　業　方　針

１ ．産婦人科医として，医の倫理に関する対応
１ ）母体保護法の遵守及び適正なる運用
2 ）母体保護法指定医研修会出席の義務
3 ）産婦人科関連法規の熟知

2 ．医療安全確保，事故防止
１ ）医療安全（産婦人科ガイドラインの遵守，産科医療補償制度の現状把握）
2 ）母体救命法研修会への積極参加
3 ）医療事故調査制度への協力

3 ．周産期医療の拡充
１ ）出生前診断（NIPTとカウンセリングへの対応）
2 ）母子感染予防（風疹対策，HTLV- １ 等）
3 ）周産期メンタルヘルスケア推進［（精神科医との連携，研修会への参加）
4 ）妊娠希望夫婦への妊娠前健診［不妊，不育，高年齢妊娠予備群］
5 ）産後ケア事業の充実
6 ）災害時周産期リエゾンの構築

4 ．地域包括医療の推進
１ ）性教育の推進（実践的性教育，性感染症対策特に梅毒）
2 ）児童虐待防止ネットワークへの協力
3 ）女性保健（性暴力，性犯罪被害者支援，緊急避妊薬処方）
4 ）女性アスリートへの適切なるアドバイス
5 ）良い子を産み育てる妊婦の日開催

5 ．がん対策
１ ）子宮頸がん検診の推進（HPV検査併用検診の普及促進）
2 ）子宮頸がん予防（ワクチンと検診）
3 ）子宮頸がんワクチン接種奨励再会を目指す（県医師会と協力，公開講演会開催）
4 ）子宮体がんの啓発
5 ）がん・生殖医療の連携強化

6 ．広報活動
１ ）愛媛県婦人科医会報発行
2 ）愛媛県産婦人科医会ホームページの充実
3 ）愛媛県産婦人科医会学術集談会等の開催

7 ．勤務医対策
１ ）病診連携
2 ）勤務医の待遇改善，福祉対策の拡充
3 ）女性医師の就労環境の整備
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令和元年度地域別正会員一人当りおぎゃー献金額
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金 額 （単位：千円）

令和元年 地域別正会員一人当り献金額

20,972円

－3－ －4－

令和元年度地域別正会員一人当りおぎゃー献金額
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平成30年度愛媛産科婦人科学会　会計報告

●収 入 の 部

￥2,175,863

◆内　訳
￥1,295,773　平成29年度繰越金
￥��703,000　会費　30年度5,000×138名

30年度4,000× 2 名
29年度5,000× １ 名

￥��102,300　日産婦学会より事務費
（会費納入率による還元金）

￥����74,780　日産婦学会より会議交通費
（総会１名）

￥���������10　預金利息

●支 出 の 部

￥1,038,726

◆内　訳
￥��139,000　四国産科婦人科学会会費送金

（30年度138名・29年度１名）
￥��114,180　日産婦学会会議交通費

（総会１名）
￥��163,946　通信費（中四国学会雑誌送料　外）
￥��400,000　愛媛県産婦人科医会会務助成金
￥��200,000　豪雨災害見舞金（２施設）
￥����21,600　生花代

※収支差引残金1,137,137円は令和元年度へ繰越とする。
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令　和　元　年　度

愛媛県産婦人科医会庶務報告及び事業報告

自　平成3１年 4 月 １ 日
至　令和 2 年 3 月3１日

年月日 会�議�・�講�演�会�名 開　催　地 出　席　者
平成31年
4 ．8 ㈪ 母体保護法指定医師認定審査委員会 愛媛県医師会館 池谷　外
4 ．24㈬ 松山産婦人科医会 松山市 中予会員
4 ．27㈯ 県産婦人科医会会報編集委員会 愛媛県医師会館 正岡　外

令和元年
5 ．15㈬ 東予産婦人科医会 新居浜市 東予会員
5 ．18㈯ 県産婦人科医会学術・臨床集談会 愛媛県医師会館 会員
5 ．29㈬ 松山産婦人科医会 松山市 中予会員
6 ．4 ㈫ 日産婦学会専門医制度愛媛地方審査委員会 愛媛県医師会館 杉山　外
6 ．8 ㈯ 第23回愛媛周産期医療研究会 松山市 会員
6 ．9 ㈰ 日産婦医会総会 東京都 池谷
6 ．12㈬ 第 6 回愛媛県周産期症例検討会 宇和島市 南予会員
6 ．22㈯ 日産婦学会総会 東京都 横山、松原圭
6 ．23㈰ 愛媛産婦人科臨床セミナー 松山市 会員
6 ．26㈬ 松山産婦人科医会 松山市 中予会員
6 ．29㈯ 日産婦医会四国ブロック協議会打合せ 愛媛県医師会館 池谷　外
7 ．１ ㈪ 日産婦医会四国ブロック医療保険協議会打合せ 愛媛県医師会館 池谷　外
7 ．5 ㈮ 母体保護法指定医師認定審査委員会 愛媛県医師会館 池谷　外
7 ．7 ㈰ 日産婦医会全国献金担当者連絡会 東京都 小西
7 ．17㈬ 東予産婦人科医会 新居浜市 東予会員
7 ．20㈯ 愛媛県産婦人科医会夏期講習会 松山市 会員
7 ．28㈰ 日産婦医会性教育指導セミナー 大阪市 宮内
7 ．31㈬ 松山産婦人科医会 松山市 中予会員
8 ．20㈫ 愛媛県産婦人科医会役員会（第 １ 回）� 愛媛県医師会館 役員
8 ．24㈯

　～25㈰ 日産婦医会四国ブロック協議会・医療保険協議会 高知市 役員

8 ．31㈯ 第54回中国四国生殖医学会学術講演会 岡山市 会員
9 ．4 ㈬ 良い子を産み育てる妊婦の日打合せ 愛媛県医師会館 池谷　外
9 ．18㈬ 母体保護法指定医師認定審査委員会 愛媛県医師会館 池谷　外
9 ．18㈬ 東予産婦人科医会 新居浜市 東予会員
9 ．22㈰ 日産婦医会地域代表全国会議 東京都 池谷、鎌田
9 ．25㈬ 松山産婦人科医会 松山市 中予会員
10．6 ㈰ 日産婦医会全国医療安全担当者連絡会 東京都 長野
10．17㈭ 南予産婦人科医会 宇和島市 南予会員
10．30㈬ 第 7 回愛媛県周産期症例検討会 新居浜市 東予会員
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年月日 会�議�・�講�演�会�名 開　催　地 出　席　者
10．30㈬ 松山産婦人科医会 松山市 中予会員

11．3 ㈰ 第47回良い子を産み育てる妊婦の日 愛媛県医師会館 池谷　外

11．9 ㈯ 愛媛県産婦人科医会学術・臨床集談会 松山市医師会館 会員
11．20㈬ 東予産婦人科医会 新居浜市 東予会員
11．27㈬ 松山産婦人科医会 松山市 中予会員
12．7 ㈯ 日本医師会母体保護法指導者講習会 東京都 池谷、今井

12．14㈯ 日産婦医会オンライン診療における緊急避妊薬
に関する講習会 東京都 矢野・福井

12．15㈰ 第 4 回レベルⅡ胎児心エコー講習会　愛媛会場 松山市 会員
12．21㈯ 愛媛県医師会母体保護法指定医師研修会 愛媛県医師会館 池谷　外
12．28㈯ 愛媛県産婦人科医会役員会（第 2 回）� 愛媛県医師会館 池谷　外
令和 2 年
１ ．15㈬ 東予産婦人科医会 新居浜市 東予会員
１ ．29㈬ 松山産婦人科医会 松山市 中予会員

2 ．2 ㈰ 愛媛県医師会HPVワクチン接種の積極的勧奨に
再開に向けた医療関係者向け講習会 愛媛県医師会館 会員

2 ．6 ㈭ 県産婦人科医会会計監査 愛媛県医師会館 小泉、竹原
2 ．6 ㈭ 県産婦人科医会常任理事会（第 １ 回）� 愛媛県医師会館 池谷　外
2 ．13㈭ 愛媛エクオール講演会 愛媛県医師会館 会員
2 ．26㈬ 松山産婦人科医会 松山市（中止）
2 ．28㈮ 第４回愛媛遺伝性疾患研究会 松山市（中止）
3 ．１ ㈰ 日産婦医会全国医業推進担当者伝達講習会 東京都（中止）
3 ．7 ㈯ 子宮がん検診従事者講習会 愛媛県医師会館（中止）

3 ．10㈫ 県産婦人科医会常任理事会（第 2 回）� 愛媛県医師会館 池谷　外

3 ．14㈯ 第 7 回愛媛生殖医学研究会 松山市（中止）
3 ．15㈰ 日産婦医会総会 東京都（中止）
3 ．18㈬ 東予産婦人科医会 新居浜市（中止）
3 ．21㈯ 愛媛県女性医療セミナー 松山市（中止）
3 ．25㈬ 松山産婦人科医会 松山市（中止）
3 ．28㈯ 愛媛県産婦人科医会役員会（第 3 回）� 愛媛県医師会館（中止）

3 ．28㈯ 愛媛県産婦人科医会・愛媛産科婦人科学会総会、
講演会（総会は委任状並びに書面議決にて開催） 愛媛県医師会館（中止）



52 愛媛県産婦人科医会報

会　員　の　異　動

◎会　員　数（令和 2 年 2 月 １ 日現在・免除会員含む　（　）うち免除会員
162名（24名）

Ａ会員　84名（15名）
◦病院，診療所の開設者
◦教授，准教授，部長，科長，医長
◦その他これに準じる役職のある勤務医

Ｂ会員　56名（ 9 名）
◦勤務の産婦人科指定医，専門医でＡ会員以外の者

準会員　22名
◦専門医研修中の産婦人科医師でＡ，Ｂ会員以外の者

◎新 入 会 員（敬称略・Ｒ. 2 . 2 . １ 現在所属郡市）
松本　光弘（四国中央市）　越智　良文（松山市）　　瀬村　肇子（松山市）
秋定　　幸（松山市）　　中野　志保（松山市）　　山口真一郎（松山市）
高杉　篤志（松山市）　　上野　晃子（松山市）　　片山　由大（宇和島市）
中島　　京（松山市）　　安岐　佳子（愛　大）　　行本　志門（愛　大

◎退 会 会 員（敬称略・退会時所属郡市）
鎌田　正晴（四国中央市）　越智　　博（松山市）　　東條　伸平（松山市）
島本　久美（松山市）　　大神　靖也（松山市）　　勝間慎一郎（松山市）
林　　優理（松山市）　　伊藤　孝徳（南宇和郡）

●物 故 会 員　
　　なし
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第七回愛媛県周産期症例検討会（新居浜）

19：00～19：05　開催の挨拶

杉山　　隆

19：05～19：35　第一群

1重症妊娠高血圧腎症の二例に関する検討

愛媛大学

横山　真紀

19：40～20：40　第二群

2経腟分娩後癒着胎盤を繰り返した１例

愛媛県立新居浜病院

矢野　直樹

3当院で経験した梅毒感染妊娠の３例

愛媛県立新居浜病院

吉田　文香

20：45　閉会の辞

日時：令和元年１0月30日㈬　１9時00分～ 2１時00分
場所：愛媛県立新居浜病院　大研修室



59第 56 号　令和 2 年 8 月 20 日

愛媛県産婦人科医会　理事 宮　内　文　久

第42回性教育指導セミナー

「十代の性をまもり育て

る～気づく，よりそう，育

てる，向き合う～」�をテー

マに，令和 １ 年 7 月28日大

阪市・大阪国際交流セン

ターにて第42回性教育指導

セミナー全国大会が下記のプログラムで開催され

ました。

⑴基調講演「十代におけるリプロダクティブ・ヘ

ルス＆ライツの実践」

講師：加藤治子（性暴力救援センター・

大阪SACHIKO代表）

⑵教育講演「リプロダクティブヘルス・ライツの

考え方と人工妊娠中絶」

講師：木村　正（大阪大学大学院医学研

究科産婦人科学教授）

⑶ランチョンセミナ一「ひとごとではない性感染

症」

講師：早川　潤（早川クリニック院長）

⑷シンポジウム「十代の性をまもり育てる～気づ

く，よりそう，育てる，向き合う～」

⑴子どものSOSに気づく

講師：山本恒雄（恩賜財団母子愛育会愛

育研究所客員研究員）�

⑵十代の妊娠・出産によりそう

講師：楠本裕紀（阪南中央病院産婦人科）

⑶子どもたちの性を育てる

講 師： 重 松 和 枝（CAPセ ン タ ー・

JAPAN）

⑷子どもたちの性問題行動に向き合う

講師：藤岡淳子（大阪大学大学院人間科

学研究所教授）�

⑴基調講演「十代におけるリプロダクティブ・ヘ

ルス＆ライツの実践」

講師：加藤治子（性暴力救援センター・

大阪SACHIKO代表）�

性暴力救援センター・大阪SACHICOは，日

本で初めての性暴力被害者支援のワンストップ

センターとして，20１0年 4 月に阪南中央病院の

中に設立された。支援員の常駐による24時間態

勢のホットラインと心のケア，産婦人科救急医

療態勢，継続的医療，警察・弁護士・カウンセラー

など必要な機関への連携などの総合的支援を，

被害直後から提供し，当事者が「自分で選ぶ」

を大切にした支援を心がけている。SACHICO

では，性暴力を「同意のない」「対等でない」「強

要された」性的行為はすべて性暴力と定義して

いる。

性暴力救援センターでは緊急避妊対策，性感

染症対策，外傷の診療，妊娠した場合の対応

が求められる。それと同時に，一貫して心のケ

アが求められ，必要に応じて精神科や外科など

他科への紹介や，弁護士・カウンセラーの紹介，

児童相談所への通告，学校の先生たちとの協議
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などが求められる。�

ところで，１994年カイロの国際会議で提唱さ

れ,１995年世界女性会議において女性の権利と

して定義されたリプロダクティブヘルス＆ライ

ツは女性がいつ，誰とどのような性行為をする

か，しないか，妊娠するか，しないか，何人の

子どもを産むか産まないかを，意思決定し実行

する権利である。そして，この権利を医療の面

で守る立場にあるのが私たち産婦人科医療者で

ある。

⑵教育講演「リプロダクティブヘルス・ライツの

考え方と人工妊娠中絶」

講師：講師:木村　正（大阪大学大学院医

学研究科産婦人科学教授）

日本では中絶は母体保護法第１4条のもとで行

われ，その多くは身体的・経済的理由（いわゆ�

る経済条項）である。国際的には中絶に対して

1全面禁止，2母体救命の時のみ，3母体の健

康を損なう場合のみ，4幅広い社会あるいは経

済的理由，5理由を問わずに認める（週数の規

制は国による）の 5 段階の制約がある。

日本は中絶が多い国，と今だに思っている人

は（産婦人科医ですら）多いが，日本の中絶数

は１950�年から一貫して減少し続けている。各国

における中絶率（中絶数÷出生数）を比較する

と，日本は20%を大きく下回り，イギリス，フ

ランスよりかなり低い。また，スエーデンでは

日本の約倍の中絶率である。中絶に対してリベ

ラルな政策をとるイギリス，フランス，スエー

デンでは中絶率は高いが出生率（特殊合計出生

率）もはるかに日本より高い。したがって，中

絶を抑制すれば少子化対策になる，という考え

は全く間違っている。

日本の母体保護法における経済条項は曖昧で

はあるが，リプロダクティブヘルスの観点から

見ると女性の自己決定権をある程度運用で認め

ているとも言える。この法律の最大の問題は配

偶者�の同意が必要な点であり，例えはDV�被害

者の女性が夫との間で妊娠した場合など，配偶

者の同�意を得ないと中絶できない，という現行

法は実務上大きな困難を伴う。

⑷シンポジウム「十代の性をまもり育てる～気づ

く，よりそう，育てる，向き合う～」

⑴子どもの�SOSに気づく

講師：山本恒雄（恩賜財団母子愛育会愛

育研究所客員研究員）�

ユニセフの統計によれば，１0%の女子が性被

害に遭っている。子どもたちの性暴力被害，性

問題のうち，私たちの目に映るのはごく一部で

ある。若年出産後の問題は種々あるが，出産以

前からの背景にすでに問題のあることが多く，�

そのリスクの早期発見や予見が必要である。し

かし，援助を求めない，近づくことが難しい，

言葉を使って表現することが困難な子供たちが

いる。そのSOSに気づいて，メッセージを理解

し，どう対応するのか？大切なのは，どうした

の？どう思っているの？と，ありのままの感情

を聞いてあげることである。本人がいつでもど

こからでもアクセスでき，本人の決定を尊重し

て，次のステップを選択して進めることができ

るように，対応することが大切である。

⑵十代の妊娠・出産によりそう

講師：楠本裕紀（阪南中央病院産婦人科）

阪南中央病院は，被差別の人をサポートする

立場を貫いてきた特殊性を持った病院で�ある。

日本の統計で全出産の1.2%，全中絶の8.6%を１0
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代女子が占めるが，当病院の�統計は，全出産の�

4.3%，中絶の20%以上を１0代が占める。明らかに

１0代女子の妊娠�に関わることが多いが，彼女ら

はそもそも家庭環境や生育歴が厳しい状態にあ

る。母子家庭48.8%，DV被害30.1%，性被害に

よる妊娠10.4%て，30%は初診時すでに妊娠中期

に至っている。自分で妊娠・出産を前向きに捉

え，今後の育児・子育てをどのようにするかを

自己で選択できるように，産前教育入院などを

行ってサポートしている。

⑶子どもたちの性を育てる

講 師： 重 松 和 枝（CAPセ ン タ ー・

JAPAN）

CAP（child�assault�prevention）プログラム

の中で，子供たちへの性暴力を防止するための

予防教育を実践している。すなわち，自分のか

らだは全て丸ごと自分のもの，自分のからだの

大切さの意識，すなわち「人権意識」と「性的

自己決定権」を育む教育を展開している。性は，

日常の生活の中で，幼い時から身近な人との関

係性の中で培われるものである。子どもの性

を育てるためには，性をタブー視しないように，

子供の人権を理解し，養護する，保障するとい

う意識をもつよう大人を教育することは大切で，

子どもたちと共に考えていく教育が必要である。

⑷子どもたちの性問題行動に向き合う

講師：藤岡淳子（大阪大学大学院人間科

学研究所教授）

性行動は時代，場所，年齢によって，問題

となること，ならないことなど大きなバリエー

ションがある。子供の性問題行動も，自然で健

康的といえる行動から，性的に反応している行

動，広範囲にわたる同意の上の行動，暴力的な

行動まである。暴力的な行動に対しても，子供

たちの心情や犯行のプロセスを理解し，それぞ

れ異なる対応が必要である。きちんと介入しな

いと犯行を繰り返すことになり，適切な対応が

できれば，加害と被害の甚大な悪影響を低減で

きるとともに，再発は減少する。
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愛媛県産婦人科医会　理事 渡　辺　克　一

令和元年度　公益社団法人日本産婦人科医会
四国ブロック医療保険協議会　全体会議

はじめに

日本産婦人科医会の四国ブロック協議会は中央

と地方との意見交換の場として大切な会合であり

ます。今年度は高知県が担当で，令和元年 8 月24

日，25日と高知市のザクラウンパレス新阪急高知

で開催されました。日本産婦人科医会本部より前

田津紀夫副会長，相良洋子常務理事，谷川原真吾

常務理事，石谷健幹事長，小島淳哉幹事の 5 名を

お迎えした。

徳島県からは春奈会長以下１3名，香川県からは

藤田会長以下１2名，高知県からは坂本会長以１6名，

愛媛県からは池谷会長以下１6名が出席した。第 １

日目の全体会議ではまず高知県の坂本会長の歓迎

の挨拶に始まりました。その後，前田副会長の「日

本産婦人科医会が現在取り組んでいる事業につい

て」，相良常務理事の「妊産婦自殺の現状と母子

保健部のとりくみ」，谷川原常務理事の「妊産婦

加算凍結のその後」の 3 題の講演を拝聴した。

日本産婦人科医会が現在取り組んでいる事業につ

いて（概要）前田津紀夫副会長

＊新生児聴覚スクリーニングについて

現在自治体の考え方によってさまざまな対応が

なされていますが，医会としては早期に全例にス

クリーニングをやっていただき，しかも全例に公

的支援をしていただくことを目標に考えておりま

す。

産婦人科診療ガイドライン産科編20１7より

生後早期から退院までにおける正期産新生児に

対する管理の注意点は？

インフォームドコンセントを取得したうえで聴

覚スクリーニングを実施し，母子手帳に結果を記

載する。80％以上の分娩施設で検査が実施されて

いる現状とスクリーニング検査の有用性を踏まえ

て，奨励度がＣから「実施が勧められる」のＢに

上がった。

＊母体保護法指定医研修機関について

数年前に神奈川県や東京都で母体保護法関連の

色々な事件がおきました。そこで医会は母体保護

法の対応を見直さなければならなくなりました。

研修機関の連携施設になるためには

必要な書式（連携施設届出書，研修期間申請

書，施設の平面図）これらを都道府県医師会に提

出，母体保護法審査委員会にて審議する。

現在求められている現実的な対処は

⑴開業医において：当該施設で指定医師を持って

いるもののみが人工妊娠中絶術を行う。

⑵大学・高次病院において：管理者のみが母体保

護法指定医師を取得するのではなく，実践臨床

に携わる医師も取得する。

＊産婦人科診療ガイドラインについて

日本産婦人科医会が産婦人科診療ガイドライン

に委員を派遣する意義とは。

大学病院や高次病院の医師には無い視点が大切

です。

エビデンスに縛られすぎない視点
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一次施設が自信を持って診療できるように支援

する。

一次施設の委員の参画が必要です。

・2023年版にむけて，特に開業医の委員を求めて

います！

＊医業促進について

⑴無床診療所の医業促進

東京では人工妊娠中絶を行わない，不妊治療を

行わない無床診療所が増えておりまして，そうい

うところがなかなか苦戦をしています。男性医師

が苦戦しています。

医療推進伝達講習会において

イ内科の加算を上手く活用する。

ロ思春期・高齢者・乳腺領域の診療に積極的に参

画する。

ハ点数の改善を積極的に要求する。

ニ遠隔診療。

⑵有床診療所の医業促進

イ日本産婦人科医会は日本医師会とともに有床診

療所等における分娩を支援する。

ロ日本産婦人科医会は小規模施設で分娩が出来る

環境を整備するように国に働きかける。

ハ今後，各地域の実情に合わせた病診連携のあり

方を提案してゆく。

＊スプリンクラー設置に際して公費補助を引き出

すように尽力しています。現在も補助が打ち切

られないように交渉中です。

＊産科医療補償制度について

補償制度のある関係で訴訟が増えるのではない

かという議論があったのですが，実は色々な統計

を見ますと訴訟は減少してきております。

平成25年１2月末までの損害賠償請求等の状況

○補償対象と認定された687件では，損害賠償請

求等は4１件である。

○原因分析報告書が送付された以降の事案は347

件で，損害賠償請求等は 9 件である。

○損害賠償請求が行われた4１件のうち，損害賠償

が確定した１0件（そのうち 5 件は訴訟によらず

決着），訴訟起訴が１9件，訴外の賠償交渉中22

件である。訴訟で決着は 5 件。

・別途証拠保全のみで訴訟提起・賠償交渉がなさ

れていない事案が 9 件ある。

統計では 5 年たたないと脳性麻痺の総数はわ

からないのですけれども，毎年少しづつその数が

減少してきております。赤ちゃんの脳性麻痺症例

が減ってきているものと考え，喜ばしいことだと

思っています。

＊無痛分娩について

2 年くらい前に無痛分娩の事故が相次いでいる

との報道がありました。

報道された事故症例の共通項目としては

○前脊麻の早期診断ができず事態が悪化したこと。

○HPには麻酔専門医，小児科医等医療スタッフ

が充実と記載：実際は １ 人で対応。

○地域医療との連携がない。（学会・集会に出席

しない）

○医療事故の報告をしていない。

検討課題

１ ，医会調査の分析評価。

2 ，安全な無痛分娩のための必要条件の整理。

3 ，情報公開開示・共有のあり方。

4 ，安全性向上のためのインシデント・アクシデ

ントの収集・分析・共有方法について。

5 ，医師医療スタッフの研修体制の整備。

6 ，産科麻酔専門医制度・産科麻酔技術認定医制

度について。

現在，小規模施設での無痛分娩を守るというこ

と，麻酔科医のいない施設での無痛分娩を守ると
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いうことで厚労省にも交渉して努力中であります。

妊産婦自殺の現状と母子保健部のとりくみ（概要）

相良常務理事

最初に医会の妊産婦死亡報告事業報告されてい

る妊産婦自殺について簡単に紹介いたします。こ

の事業が始まった20１0年から20１7年までの 8 年間

で338例の解析がすでに終了しています。この間

の自殺事例は１4例で全体の 4 ％でありました。詳

細は妊娠中が 8 例で，産後の症例が 6 例でした。

自殺の方法としては飛び降りと縊死がほとんどで

す。また多くのかたがうつ病を主体とする気分障

害にかかっておられました。そこで東京都や大阪

市で検討された最近の論文により妊産婦の自殺数

を推測しました。20歳～ 39歳までの全自殺女性の

3 ～ 4 ％に妊産婦自殺が含まれると思われます。

その割合を全国レベルにあてはめて換算いたしま

すと80人前後の妊産婦が自殺していると推定され

ます。これは妊産婦死亡原因の第 １ 位となり，大

きな社会問題であります。このような現状であり

ますので，これら妊産婦へのメンタルヘルスは治

療的介入だけでなく，支援が必要であると考えま

す。

周産期メンタルヘルスに対する母子保健部の取り

組み

母と子のメンタルヘルスホーラムの開催。東京，

名古屋，岡山など

妊産婦メンタルヘルスケア事業

新産婦メンタルヘルスケアマニュアルの作成

母と子のメンタルヘルスケア研修会・指導者講

習会開催

地域連携促進のためのモデル地区での実践

子供の脳とこころの発達を考慮した育児支援

教育プログラムの作成と研修会・指導医講習会

の開催

母と子のメンタルヘルスケアのMCMCwebサイ

トの開設

妊産婦加算凍結のその後（概要）谷川原常務理事

医会の考え

＊政治的判断で妊婦加算に関しての調査・検証無

く凍結となったことは極めて異例であり遺憾で

あります。

・妊産婦の保健・医療体制に対する検討会で，加

算の必要性と適切な運用について議論され，早

期に凍結が解除されることを希望します。

＊診療の対価は診療報酬であり，患者の負担増に

対する軽減措置は社会保障全体の枠組みの中で

議論すべきです。

＊妊婦加算は妊婦を守るために必要な加算です。

・乳幼児加算が存続しているのに対し，妊婦加算

が凍結されることは，診療報酬の上で適正では

あいません。妊婦加算は，産後 １ か月以内の産

婦，及び母乳育児中の産婦を含めた「妊産婦加

算」とするのが理想と考えます。

＊少子化対策としては，妊娠・出産・子育てまで

切れ目のない支援が必要です。

・妊産婦医療費助成制度のような制度が全ての自

治体で実現すれば妊婦負担を軽減しながら，妊

産婦の保健診療をより安全・安心なものにでき

うると考えます。

中医協での審議はこれからです。

中医協では 9 月以降次期診療報酬改定の各論の

審議に入る予定です。

妊産婦加算の算定要件の整理

・文書による情報の共有

・妊産婦に対する診療の研修制度

妊婦税等の批判に対して，妊婦の自己負担を減
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らすための方策をどうするか。

・自己負担率の軽減

・加算による増加分の無償化

・助成制度の拡充

・現在の助成制度は各自治体ベース

地域において助成制度を拡充してゆくなかで正

しく評価されるように医会としても必要な対応を

取ってゆきたいと考えております。
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日　時：令和元年 8 月25日㈰　午前 9 時～
場　所：ザ　クラウンパレス新阪急高知（高知県高知市）

令和元年度
日本産婦人科医会　四国ブロック協議会

今年の四国ブロック協議

会は日本産婦人科医会から

前田津紀夫副会長，相良洋

子常務理事，谷川原真吾常

務理事，石谷健幹事長，小

島淳哉幹事，徳島県から13

名，愛媛県から16名，香川県から12名，高知県か

ら坂本康紀会長以下16名が参加して高知市で行わ

れた。最近では毎年出ていた南海トラフ地震関連

の議題に代わり，新たに医師の就労環境の改善・

働き方改革に関する議題が各県から出された。今

号は愛媛県の回答を主に掲載し，他県・本部の回

答は，そのまとめを載せた。

Ⅰ．周産期医療関係

１ ）【香川県】妊娠SOSメール相談事業について

香川では県委託事業として平成27年から

行っていますが，他の県ではいかがでしょ

うか。

愛媛県回答

愛媛県には「全国妊娠SOSネットワーク」

に登録されるような相談窓口はなく，県か

らの依頼もありません。望まれない妊娠に

ついての相談は，保健所の母子保健係で女

性の健康相談として受け付けています。

香川県以外でも「全国妊娠SOSネットワー

ク」と同じ名称ではないが，何らかの相談

窓口はある。

2 ）【高知県】分娩数の多かった医療機関の先

生方が，今年はやけに分娩数が少なくなっ

たようだと話されます。各県，あるいは先

生方の印象はいかがでしょうか。

愛媛県回答

公的機関における分娩数は増加する機関，

減少する機関と色々です。全体的には減少

しているような印象を持っています。

他県でも分娩数が増加した県は無く，全体

的に減少しているが，分娩が極端に減少し

た施設は無いとの事である。

3 ）【高知県】先天異常として

風疹抗体価の低い妊婦に対し，産後積極的

なワクチン接種（入院中に接種する等）を

勧めていますか。

（高知県では，各施設自主的にワクチン接

種しているようでした。）

愛媛県回答

愛媛県では風疹罹患患者の発生は男性 2 名

と報告されているようです。妊婦における

愛媛県産婦人科医会　副会長 正　岡　　　尚
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罹患の報告はありません。抗体価の低い妊

婦に対する分娩後ワクチンの接種は，会員

諸氏の判断に任せています。

他県も会員の自主的判断で接種しているよ

うである。

Ⅱ．産後健診・周産期メンタルヘルス

１ ）【徳島県】周産期メンタルヘルスの妊娠中・

産褥期の重要性から，産後 2 週間検診が行

われ出しましたが，他県の分娩施設ではど

のくらいの施設が 2 週間検診を実施してい

ますか。また費用はどの程度に設定されて

居ますか。

愛媛県回答

愛媛県の宇和島市が本年 4 月より産後ケア

事業を実施し，母子健康手帳に受診票とし

て産後 2 週間検診と １ ヶ月検診（検診料

はそれぞれ5,000円）を実施しています。

他県では現在はまだ少数で，料金も 0 ～

5000円だが，施行する分娩取り扱い施設

が次第に増加しており，本部が行ったアン

ケートでも同様である。

本部

自治体との交渉には，検診料が�公費補助

金のみで無料ではない事が前提であるよう

にしてほしい。

2 ）【徳島県】精神疾患合併症妊娠，産後うつ病，

自殺，児童虐待などが近年，問題となって

います。徳島県では平成30年 2 月に周産期

医療協議会の中にメンタルケア部会を立ち

上げ，妊娠のより早期から支援が必要とさ

れる特定妊婦を把握するため，平成31年 4

月より全妊婦に妊娠初期アンケートを実施

し，サポートす体制を作りました。各県の

状況は如何でしょうか。

愛媛県回答

愛媛県でも周産期協議会は開催されていま

すが，現在までこのようなサポート体制は

確立しておりません。

他県では医会としては当県と同様の県もあ

るが，妊娠初期から産後まで積極的にサ

ポート体制を確立しようと研修会や検討会

を開催している県もある。

3 ）【徳島県】日本産婦人科医報 5 月号により

ますと，全国で産後ケア事業を実施してい

る自治体は，26.2％だそうです。徳島県で

は2019年 4 月時点で，24市町村のうち，徳

島市，鳴門市，小松島市，石井町が産後ケ

ア事業を行っています。平成29年度は，訪

問型220名，平成30年度は，訪問型265件，

デイサービス12件の利用があったそうで

す。各県の現状についてお聞かせくだい。

愛媛県回答

愛媛県は全市町20�のうち，既に実施して

いるのが 7 市町（35％），予定しているの

が １ 市です（予定を含めて40％）。その内

訳は今治市（H.29年 4 月～），四国中央市

（H.29年 5 月～），伊予市（H.29年 7 月～），

新居浜市（H.30年 4 月～），上島町（H.30

年 4 月～），宇和島市（H.31年 4 月～），内

子町（Ｈ.31年 4 月～），八幡浜市（R.元年

10月予定）です。

他県ではショートステイ，デイサービス等

それぞれ行っている。

本部

アンケートでは妊娠初期に 9 割以上の医療
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機関で問診して対象者の早期発見に努力し

ているようである。

4 ）【香川県】産後検診の補助券の発行について

香川県では「産後うつ」の予防や新生児へ

の虐待の予防等を図るため，産後間もない

時期の健診の公費負担に向けての努力の

結果，やっと17市町との予算調整がつき，

H31年 4 月 １ 日以降の届け出より開始され

ることとなり受診券がすでに発行されてお

りますが，実際の稼働は秋ごろとなる予定

です。

精神症状が認められた時の対応マニュアル

や受け入れ可能な精神科医のリストもでき

ていますが，現実問題として産褥うつに関

心のある精神科医は全体の １ ％と言われ，

緊急受診が必要と判断した時の精神科医と

の具体的な連携については確立していませ

ん。各県での実情はどうでしょうか？

愛媛県回答

愛媛県宇和島市が実施しているケア事業に

関しては，精神科医として同市の生光会宇

和島病院が窓口となることに賛同を得て実

動しています。他の市町については， 6 市

町が実施を予定しています。

5 ）【愛媛県】周産期メンタルヘルスケアにお

ける精神科との連携

周産期のメンタルヘルスケアの重要性は医

会本部からも十分情報発信されています。

精神疾患合併妊娠，産後うつ病等のスク

リーニングが実施されています。

その後，多職種（助産師，臨床心理士，行政，

小児科医，精神科医等）が多岐に亘る支援

が行われつつあります。このような状況で

精神科との連携に温度差があるように思い

ます。認知症ケアや終末期医療等で精神科

医が不足しているのではないかと懸念しま

す。精神科関連学会との連携に関する各県

の対応及び本部のご意見をお伺いします。

愛媛県回答

現在，愛媛県では明らかに問題のある症例

は愛媛大学医学部精神科と連携（入院可

能）愛媛大学医学部産婦人科への紹介に

より対応している。H29年の精神疾患合併

妊産婦の受け入れ状況は，愛媛大学医学部

44.1%，県立中央病院17.7%，県立今治病院

14.7%，松山赤十字病院11.8%，市立宇和島

病院8.8%，県立新居浜病院2.9%（周産期医

療協議会資料引用）

また，本年 4 月より愛媛県宇和島市による

産後ケア事業では，市内精神科病院（286

床）が市と提携関係を締結の上，産後メン

タルヘルスケアを行うこととしている。更

に，新居浜市では保健センターからの依頼

を受けた産後ケア事業が開始され，精神科

疾患については各施設の精神科（愛媛労災

病院）或いは提携する精神科医療機関で対

応することとしている。

松山赤十字病院では，紹介初診時，スクリー

ニング（対象疾患：統合失調症，双極性障害，

うつ病，摂食障害，精神科入院歴等）を行い，

外来での妊婦健診可能かを当院精神科（外

来診療のみ）が判断し，健診時に精神科併

診として精神状態を評価しながら，入院治

療の必要性が生じれば愛媛大学医学部への

紹介としている。同時に助産師や臨床心理

士の傾聴を行いながら，分娩後，経過観察
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可能な精神科提携クリニックへの紹介を原

則としている。

他県では大学病院や県立病院等で対処でき

るところもあるが，精神科との連携が問題

になったりすることもあるようだ。

本部

アンケートでも精神科との連携は46％の施

設が困っていると答えており，精神科との

温度差がある。精神科関連学会に働きか

けており母と子のメンタルヘルスケア研修

会等で地域連携のプログラムをお願いした

い。

Ⅲ．出生前診断

１ ）【愛媛県】NIPTに関する施設認定緩和に

関する指針が日産婦学会から出されました

が，各県ではこれに関して何か対策・意見

をお持ちでしょうか。

愛媛県回答

もし，現状の指針どおり認定緩和されるこ

とが決定されれば，認定緩和の条件である

「臨床遺伝専門医或いは日本産科婦人科遺

伝診療学会の認定講習を受講（未定）」な

どの基準を満たす産婦人科医師に対して医

師確認を行い，希望があれば連携施設とし

ての申請を行いたいと考えています。

他県では，施設認定が緩和されれば連携施

設を増やしたいという医師からの要望もあ

り，施設認定が緩和されれば検討するとこ

ろが多い。

本部

相談窓口の拡充を目指すが，安易な拡充は

しない。

2 ）【香川県】NIPTの現状について

希望する妊婦に対しての予約の状況（希望

する妊婦が多くて予約ができない等）につ

いて教えてください。

愛媛県回答

愛媛県におけるNIPT（認定施設としては

愛媛大学医学部附属病院のみで実施）につ

いては，年間件数は横ばいで130件程度で

あり，週に １ 回（水曜日）のNITP外来の

みで実施されています。現状として予約で

きないほどの希望者はいませんが，水曜日

午後に合わせて夫婦で来院することが難し

い場合，最初から予約すらしていない可能

性はあります。

他県でも希望者が多すぎて予約が出来ない

ほどではないようである。

本部

希望する人が満員になれば，近県でもおこ

なってほしい。

Ⅳ．子宮頸がんワクチン

１ ）【香川県】2013年 6 月に厚生労働省がHPV

ワクチン積極的接種勧奨を中止して 6 年

になりますが新たな動きはいかがでしょう

か。また各県ではHPVワクチン接種勧奨

に向けての動きや働きかけなどはいかがで

しょうか。

愛媛県回答

愛媛県医師会，愛媛県産婦人科医会共催で，

HPVワクチンに関する市民公開講座の開催

を検討中ですが，愛媛県としてHPVワクチ

ン接種勧奨に向けての新しい動きはありま

せん。

他県でも新しい動きは無く接種もほとんど
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行われていない。

本部

地方からも積極的に働きかけてほしい。

Ⅴ. 悪性腫瘍患者妊孕性温存

１ ）【高知県】妊孕性温存に関する質問

年間60万人といわれる悪性腫瘍患者の約

10%は，生殖期年齢又はそれ以下の年齢

（AYA世代）といわれています。近年悪性

腫瘍に対する治療法，治療薬の進歩により

完全寛解率が著しく向上しており，AYA�

世代悪性腫瘍患者の妊孕性温存の重要性が

指摘されています。日本がん治療生殖医学

会を中心として，胚凍結，卵子・精子の配

偶子凍結はもちろん精巣，卵巣組織凍結な

ど妊孕性温存が行われるようになってきて

います。ただ，他科との連携，悪性腫瘍治

療医師への啓蒙，凍結胚・配偶子の管理体

制，実施施設のマンパワーなどの問題から

高知県ではまだ十分に実施できている状況

にありません。各県の状況はいかがでしょ

うか。

愛媛県回答

愛媛県では昨年（2018） 4 月に愛媛県が

ん生殖医療ネットワーク（EON：Ehime�

Oncofertility�Network）�が設立されました。

杉山　隆教授（愛媛大学医学部産婦人科）

により，がん生殖医療相談外来が開設され，

医局員の産婦人科医師が対応しています。

コーディネーターとして患者さんやその家

族及びがん治療専門医に対して，ガイドラ

イン（日本癌治療学会）に沿った情報提供

や連携する生殖医療専門施設への橋渡しを

しています。患者さん全員が遺漏なく治療

を受けることができるように情報の一元化

管理，プライバシー保護，治療における様々

な施設間格差の是正などを行っています。

また，啓蒙活動および学会活動として昨年

4 月22日に市民公開講座がんと妊娠「若年

女性の将来の妊娠と出産を考える」（日本

がん生殖医療学会共催）を開催いたしまし

た。主ながん治療施設：四国がんセンター

（がん診療連携拠点病院），愛媛大学医学部

附属病院，愛媛県立中央病院，松山赤十字

病院，市立宇和島病院，等（地域がん診療

連携提携拠点病院）。連携する生殖医療専

門施設：矢野産婦人科，福井ウィメンズク

リニック，つばきウィメンズクリニック。

他県では自県で行っているところと，今の

所他県に依頼しているところがある。

本部

がん生殖医療ネットワークは全国21都府県

で構築されており， 7 府県で公的助成制度

があります。

Ⅵ . 医療事故調査制度

１ ）【高知県】医療事故調査制度も 4 年目に入り，

2018年の届け出では「分娩を含む手術」が

最多とのことです。ただ四国は極めて少な

いようですが，産婦人科関連の報告や相談

はありましたでしょうか。高知県では幸い

に相談・報告ともにありませんでしたが。

愛媛県回答

愛媛県でも幸いに相談・報告事例はありま

せん。

他県でも全て相談・報告共にありませんで

した。
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Ⅶ . 就労環境の改善・医師働き方改革

１ ）【徳島県】働き方改革の法改正で2019年 4

月から年次有給休暇の時期指定義務，労働

時間の状況の把握義務，産業医と連携強化

が適用され，2024年 4 月から医師の時間外

労働の上限規制が適用されます。各医療機

関の取り組みは如何でしょうか。

愛媛県回答

年 5 日間の年休取得率は 0 ～ 30％が 4 施

設，30～ 50％が２施設，50～ 80％が 3 施設，

80 ～ 100％が 7 施設でした。

2 ）【愛媛県】2024年 4 月以降の医師の働き方

改革法案実施に対する対応2019年 4 月 １ 日

より医師以外の職種に働き方改革法案が

適応され，現時点の医師働き方改革に関す

る検討部会では2024年 4 月から病院機能の

ABC水準により，医師の時間外労働規制を

導入する予定です。医師の健康確保には重

要なことと考えられます。同検討会では，

追加的健康確保措置として勤務間インター

バル連続時間管理，具体的には1連続勤務

時間は28�時間，2勤務間インターバルは

9 時間が提案され，A水準が努力義務，B�

C水準に実施義務が課せられるとしていま

す。具体的には産婦人科医師が当直業務（分

娩/緊急手術等）を行い，翌日12時まで外

来勤務後退勤，連日当直勤務は不可能なこ

とが想定されます。 5 年後の医師働き方改

革法案の実施までに，医療機関の集約化/

重点化，医師の派遣調整，勤務環境の改善

（タスクシェアやタスクシフト）が産婦人

科診療体勢の確保に必要かと考えます。他

県の対策および本部のご意見をお伺いしま

す。

愛媛県回答

愛媛県ではアンケート調査を実施した。産

婦人科全診療機関47機関（分娩取り扱い

30施設，12病院，18診療所）にアンケート

送付し，25機関（分娩取り扱い施設 8 施

設， 8 診療所）より回答を得た（回収率

53.2％）。2024年 4 月診療従事勤務医に適応

される時間外労働の上限の想定は，Ａ水準

は 8 施設，Ｂ水準 2 施設，Ｃ- １ 水準 2 施設，

Ｃ- 2 水準 0 であった。半数以上の施設で

はＡ水準でクリアできると考えられるが，

Ａ水準以外に該当する施設では，医師の再

配置等の医療機関ごとの実情に合わせた独

自の取り組みが今後必要と考えられる。

タクスシフトに関しては，現在厚労省で関

係団体に対するヒアリングがおこなわれて

いるが，今回のアンケートでは下記の取り

組みが記載されていた。

Ａ施設：初療時の予診・検査手順や入院の

説明・薬の説明や服薬指導・静脈採血・静

脈注射・静脈ラインの確保・尿道カテーテ

ルの留置・診断書等の代行入力・患者の移

動等について看護師が行っている。

Ｂ施設：現在，他職種（看護師，DA，薬剤師，

看護助手等）にタスクシェア，タスクシフ

トできる項目に関するヒアリングを医療業

務調査委員会で実施している。厚労省の指

定する特定行為（38項目）に関しては，特

定行為研修看護師の養成，院内での研修会

が可能かを検討している。

本部

勤務医部会でＡ～Ｃ水準まで決定した。時

間外勤務は何とかなるが，当直勤務は勤務
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医の数が 2 人ではクリア出来ない。勤務医

数を増やす必要がある。地域偏在解消プロ

ジェクト委員会で平成30年度から偏在解消

に向けた助成事業を行っているが，現実に

は地方勤務の産婦人科医は減少している。

有床診療所や小規模施設では大きな問題で

ある。

3 ）【香川県】働き方改革が提唱されていますが，

産婦人科医における環境は厳しいと考えま

す。

四国における産（婦人科）医の勤務実態，

および他科に比べて配慮されているかなど

の把握のため下記 １ ， 2 について各県の現

況をお教えください。

１ ．諸手当はどうなっているか

①　宅直の場合，待機手当は出るか，額は

②　日，当直の場合，額は，および当直手

当以外に実働の時間外手当がでるか

③��分娩手当の額は，および例えば 2 人で

帝王切開した場合，分娩手当は何名分

出るか

2 ．当直翌日の勤務軽減の実態

�①��施設として全科的に制度が確立してい

るかどうか

②��産婦人科として現実的に勤務軽減が実

施できているかどうか

愛媛県回答

宅直待機手当て有りが 2 施設，当直時間

外手当有りが 5 施設，分娩時手当ありが 6

施設でした。分娩手当支給額は １ 件あたり

6,000円から15,000円まで施設により差が生

じている。

4 ）【高知県】働き改革，残業の削減等，いわ

れていますが，不定期での出産がある産婦

人科の勤務形態を変えるのは難しいと思わ

れます。勤務医を抱える各施設はどのよう

に対処されていますでしょうか?

愛媛県回答

Ａ水準以外に該当する施設では，今後，正

確な時間管理（ICカード導入による出退

勤管理，時間外労働時間管理ソフトの導入

等），時間外労働の定義の明文化（特に自

己研鑽の範囲），連続勤務時間制限，イン

ターバル制度をクリアするための医師の再

配置やタスクシェア等の医療機関ごとの実

情に合わせた独自の取り組みが必要と考え

られる。

働き方改革を十分に行うためには先ず産婦

人科医の数が十分でなければならない。現

状は各県とも不足している。すると医療機

関の集約化，医師の派遣調整，勤務環境の

改善が必要になる。今のままだと多くの地

域から産婦人科が無くなり，患者さんが困

ることになる。働き方改革で産婦人科医が

増えてくれる事を期待します。

Ⅷ．産婦人科医確保・後継者問題

１ ）【高知県】高知県では医師，特に産婦人科

開業医の高齢化と後継者問題が深刻で，県

内の分娩を取り扱う開業医 5 人の平均年齢

が70歳に迫っています。各県の分娩を取

り扱う開業医の平均年齢をお聞かせくださ

い。

愛媛県回答

愛媛県内の18医療機関の愛媛県医師会Ａ会

員の平均年齢（R. １ . 6 .18現在）は59.2歳で
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す。18医療機関のうち 3 施設では子弟或い

は院長の妻が後継者（Ｂ会員）として勤務

されています。

他県の院長の平均年齢は徳島県で58.1才，

香川県61歳。

本部

平成28年10月で分娩を扱う全国の診療所医

師の平均年齢は57.6歳です。

2 ）【高知県】何時もお聞きしていますが，最

近の 5 年間の産婦医会会員数と大学産婦人

科への入局者数をお教えください。

愛媛県回答

愛媛大学産婦人科入局者数

　　　　Ｈ27，　Ｈ28，　Ｈ29，　Ｈ30，　Ｒ １

男（人）　 0 　　　 １ 　　　 2 　　　 5 　　　 １

女（人）　 １ 　　　 2 　　　 3 　　　 2 　　　 2

計（人）　 １ 　　　 3 　　　 5 　　　 7 　　　 3

愛媛県産婦人科医会入会者数

　　　　Ｈ27，　Ｈ28，　Ｈ29，　Ｈ30，　Ｒ １

男（人）　 4 　　　 2 　　　 5 　　　 7 　　　 6

女（人）　 5 　　　 7 　　　 2 　　　 5 　　　 4

計（人）　 9 　　　 9 　　　 7 　　　１2　　　１0

Ⅸ．特別養子縁組

１ ）【香川県】厚労省は里親制度等広報啓発事

業を行っています。各県における特別養子

縁組についての進捗状況を教えてくださ

い。セミナー，勉強会，稼働状況について

愛媛県回答

愛媛県では特別養子縁組に関してセミ

ナー，勉強会等は行っていません。各医療

機関において，当該例が発生した場合，対

応されているように思われます。

徳島県は行っておらず，高知県は事業を社

会福祉法人に委託して，此の制度の周知に

つとめている。

本部

四国では香川県のみこの事業を行ってい

る。ネットで斡旋するだけの業者もいるの

で要注意である。

Ⅹ . 料金設定

１ ）分娩料金について

【高知県】現在分娩料等，私費料金の民間

施設，公的施設での大まかな料金，および

-その差は，各県でどのようなものでしょ

うか。

愛媛県回答

公的施設は50 ～ 52万円，民間施設は42 ～�

49万円。

他県では公的病院で38 ～ 49万円，診療所

で42 ～ 50万円でした。

本部

平成28年度の国民健康保険中央会の報

告によると正常分娩出産費用は病院で

平均511,650円（中央値497,340円），診療

所501,408円（中央値491,300円），助産所

464,943円（中央値459,860）である。

2 ）緊急避妊薬について

【徳島県】緊急避妊薬レボノルゲストレル

錠1.5㎎「Ｆ」が販売承認されましたが，各

施設の料金設定をご教示ください

愛媛県回答

指導料，消費税を含め8,000 ～ 10,000�円。

他県では7,000円～ １ 万円以上とばらつい

ていますが，やはり9,000円から １ 万円が多
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い。

Ⅺ .その他

１ ）【徳島県】日本では2018年12月31日でパウ

ダー付き医療用手袋の供給が中止されまし

たが，使用は禁止されていません。各県で

のパウダー付き医療用手袋の使用状況は如

何でしょうか。

愛媛県回答

使用していません。

他県では使用していない県もあるが，一部

使っている県も少数ある。

追加質問

妊婦で経済的理由のため，どこにも受診し

たことがない人から相談を受けた場合，愛

媛県ではどこを紹介すれば良いか。

愛媛県回答

松山市では子供総合支援センターというの

がある。

本部

入院助産制度があり厚労省から助産の円滑

な実施について通達が 8 月 8 日にあり，初

診料も無料になる方法ができた。
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【参　考　資　料】

１ ．令和元年 6 月末日現在会員数
日本産婦人科医会 日本産科婦人科

学　　　　　会正会員数 準会員数 合　　計

徳　島　県
79

（免 3 ・減 7 ）
31

１１0
（免 3 ・減 7 ）

131
減免（17）

愛　媛　県
１22

（免 4 ・減１8）
17

１39
（免 4 ・減１8）

155
減免（24）

香　川　県
87

（免 4 ・減 3 ）
１

88
（免 4 ・減 3 ）

１05
減免（ 4 ）

高　知　県
57

（免 １ ・減１0）
3

60
（免 １ ・減１0）

84
減免（12）

※（　　）は免除会員

2 ．確認事項（案）
Ｒ １ Ｒ 2 Ｒ 3 Ｒ 4 Ｒ 5 Ｒ 6 Ｒ 7 Ｒ 8

四国ブロック・
医療保険協議会

高知 徳島 愛媛 香川 高知 徳島 愛媛 香川

日 産 婦 医 会
理 事 選 出

香川 愛媛 徳島 高知 香
川

医療保険委員
（　2　年　間　）

香川 愛媛 徳島 高知 香
川

予算・決算委員
（　2　年　間　）

徳島 高知 香川 愛媛 徳島

おぎゃー献金
施設配分申請順位

香川 徳島 愛媛 高知 香川 徳島 愛媛 高知
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平成31年度
四国ブロック医療保険協議会

Ⅰ　基本診療料・医学管理料

１ ）【徳島県】切迫早産で入院中，妊娠高血圧重

症の診断でニフェジピン

CR１0㎎ １ 錠のみ投与しています。 １ 日のみ

ハイリスク妊娠管理加算を算定し，翌日退院

しています。返戻も考えましたが，高血圧の

値の詳記も無く翌日退院しているので重症で

管理していると評価できないと判断し査定と

しました。一時的に条件を満たしていれば，

加算は可となりますか。

（本部回答）

 原則として，詳記あれば認める

2 ）【徳島県】新生児一過性多呼吸，帝切児症候

群の病名で新生児仮死蘇生術を算定。さらに

小児入院医療管理料 5 （１4日以内） 2 日間算

定しています。新生児仮死の病名がないので

不可と言ってきました。入院し小児入院医療

管理料が算定されているので，算定可としま

したが，新生児仮死の病名は必要でしょうか。

（本部回答）

原則，病名が必要である。病名がない場合は

新生児蘇生術に関する詳記を求める返戻をお

こなう。

3 ）【徳島県】Ｈ23年度の医療保険協議会の解答

では，糖尿病の合併症がある妊娠１2週切迫流

産での入院中（食事療法のみ）のハイリスク

妊娠管理加算は算定可との解答になっていま

す。食事療法のみの妊娠糖尿病の診断で，ハ

イリスク妊娠管理加算とハイリスク分娩管理

加算を算定してきました。食事療法のみのた

め，ハイリスクと判断せず査定としましたが，

入院中の食事療法は治療といえるのか，また

糖尿病と妊娠糖尿病の取り扱いは異なってよ

ろしいでしょうか。

（本部回答）

食事療法のみでも算定可能。

4 ）【徳島県】卵巣癌の診断でＨ30年 7 月１0日手

術し， 8 月１4日に退院しています。入院中に

乳漏症の合併症はありますが，リンパ嚢腫の

診断はありません。 8 月29日に感染性のリン

パ嚢腫で再入院し患者サポート体制充実加算

を算定しています。卵巣癌手術の合併症であ

り一連の病気として査定しましたが，一連と

判断してよろしいでしょうか。

（本部回答）

合併症あるいは再発は一連の疾患として算定

不可。

5 ）【徳島県】帝王切開と子宮筋腫摘出術が行わ

れ，ハイリスク分娩管理加算が算定されてい

ます。分娩管理加算は妊娠中に帝王切開以外

の開腹手術あるいは手術を行う予定の患者が

愛媛県産婦人科医会　常任理事 横　山　幹　文
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対象となっています。術前に子宮筋腫の病名

がなく帝王切開を行った場合は対象外ではあ

りませんか。手術前に子宮筋腫の病名があれ

ば予定のある患者として分娩管理加算は認め

られますか。

（本部回答）

術前に子宮筋腫の病名がなければ算定不可。

6 ）【香川県】月経不順で低用量ピルを自費で投

与している場合，肝機能検査等をする場合は，

やはり自費で行うのでしょうか。

（本部回答）

混合診療は不可であるため，自費診療は検査

も含め自費での算定となる。自費診療日とは

別日で疑い病名があれば保険診療は可能。

7 ）【香川県】入院中の場合，妊婦受診券は使用

できないと思いますが，妊娠悪阻等で入院期

間が長期になった場合，妊娠初期の検査のた

めに妊婦受診券を使用してもいいですか？使

用できないと非常に高額な自費検査になって

しまいますが。また妊娠中の自費検査は混合

診療になりませんか。

（本部回答）

入院中の受診券の使用は可能である。基本的

に受診券の利用は各自治体の交渉によるもの

ですので，妊婦の不利益にならないようにお

願いしたい。

8 ）【香川県】救急医療管理加算について

緊急入院で緊急帝王切開，異所性妊娠手術を

行った場合，香川県では加算 １ で算定してい

ます。本部の見解として加算 2 が妥当として

いますが，各県の対応は如何でしょうか。ま

た緊急手術に対する加算 １ と 2 の違いについ

て本部の見解をお聞かせ下さい。

（本部回答）

救急医療管理加算 １ の対象となる患者は緊急

手術，緊急カテーテル治療・検査またはtPA

療法を必要とする状態であるため，緊急帝王

切開，異所性妊娠（緊急手術が行われた場合）

は算定可能。

9 ）【香川県】子宮頸癌の円錐切除後の病名で細

胞診等の検査が無い場合，特定疾患療養管理

料は算定可でしょうか。香川県では不可と思

われますが，各県のご意見，及び本部の見解

をお聞かせ下さい。

（本部回答）

子宮頸がんの病名だけで可能であるが，返戻

で詳記を求める必要がある。

１0）【愛媛県】妊娠高血圧腎症の診断で緊急帝切

術後の当日に肺塞栓（確定診断）となった場

合，肺血栓塞栓症予防管理料算定した施設が

あります。稀な事例であるため，愛媛県では

認めました。他県の対応及び本部のご意見を

お伺いします。

（本部回答）

傷病名の発生の時系列が重要であるため，返

戻で詳記を求める必要がある。

Ⅱ　検査・画像診断・病理診断

１ ）【高知県】悪性腫瘍（疑い）の病名があれば

Ｄダイマーは算定可能でしょうか。

（本部回答）
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傷病名が必要であり，悪性腫瘍のみでは算定

不可。

2 ）【高知県】CA-１99は膵癌の腫瘍マーカーです。

子宮体癌，卵巣癌疑いでは認めています。子

宮肉腫では如何でしょうか。

（本部回答）

腫瘍マーカーでは組織型までは求めないので

算定可能。

3 ）【高知県】妊婦健診は無料券があれば無料化

されていますが，切迫流早産，頚管無力症な

どの病名をつけ毎月 2 ～ 3 回の超音波検査を

請求する診療所があります。保険病名に妊娠

週数を書くよう指導していますが，保険病名

があれば認めても良いでしょうか。

（本部回答）

妊娠週数および傷病名があれば算定可能。

4 ）【高知県】高齢の女性に 3 ～ 4 ヶ月ごとに卵

巣腫瘍疑いなどの病名をつけ超音波検査を請

求する施設があります。症状詳記をつけるよ

う指導していますが病名があれば算定可能で

しょうか。

（本部回答）

疑い病名あるいは確定病名あれば， 3 ヶ月ご

とに １ 回を限度に算定可能。

5 ）【徳島県】子宮内膜増殖症，子宮内膜ポリー

プに子宮内膜細胞診は認められますが，数年

前の古い病名で検査を行う施設があります。

算定可としましたがどの程度の期間が有効と

判断されますか。何か基準はありませんか。

（本部回答）

古くても中止あるいは治癒されない限り，有

効である。

6 ）【徳島県】腫瘍マーカー検査について悪性腫

瘍が強く疑われる者に対して診断確定までに

１ 回算定する。したがって画像診断をともな

わない腫瘍マーカーだけの検査は査定して

います。初診時に腫瘍マーカーを先に検査し

後にCT�MRI検査した場合同一月内でも腫瘍

マーカーは後に検査すべしとして査定されま

す。保険解釈上正しいでしょうか。

（本部回答）

内診のみでは算定不可である。UST検査があ

れば算定可能。

7 ）【香川県】子宮頸部円錐切除後のHPV核酸検

出検査ではASC-USと関係なく算定出来るた

めHPV検査と頸部細胞診は同一日に算定可と

思われますが如何でしょうか。各県のご意見，

及び本部の見解をお聞かせ下さい。

（本部回答）

同一日の算定は不可である。

8 ）【香川県】ウェールナラ配合錠（骨粗鬆症治

療剤）は，投与後 6 ヶ月～ １ 年後に骨密度を

測定することと書かれていますが，測定して

いない場合認めているのでしょうか。各県の

ご意見，及び本部の見解をお聞かせ下さい。

（本部回答）

添付文書通りの対応で，測定しない場合は査

定する。

9 ）【愛媛県】子宮留膿腫の病名で子宮内細菌検

査を，またカンジダ膣炎および細菌性膣炎の
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疑いで膣内細菌検査を同日算定することは可

能でしょうか。

（本部回答）

両者に同日算定は可能であるが，返戻にて詳

記が必要。

１0）【愛媛県】新生児仮死，アシドーシスの病名

で臍帯動脈より採取した血液ガス分析検査に

おいて動脈血採血の手技料（D4１93- 3 ）は算

定出来ますか。

（本部回答）

算定は不可である。

１１）【愛媛県】卵巣機能不全の病名で初診時，

FSH，LH，Ｅ 2 ，Ｐ 4 ，PRLに加え，TSH，

Ｔ 3 ，Ｔ 4 も測定可能と医会本部の見解が

示されていますが，国保連合全体としては

TSH，Ｔ 3 ，T 4 は病名が必要であるとの見

解です。審査上どのように対応すればよろし

いでしょうか。

（本部回答）

算定には適切な傷病名が必要である。

Ⅲ　処置

１ ）【愛媛県】細菌性膣症とトリコモナス膣炎の

病名でクロマイ膣錠とフラジール膣錠の同時

投与の算定は可能でしょうか。

（本部回答）

算定不可である。クロマイ膣錠は査定となる。

Ⅳ　投薬・注射

１ ）【高知県】クロミッドは現在１50㎎まで認めて

います。添付文書では最大量・期間は １ 日

１00㎎， 5 日間とあります。クロミッドを １

周期 3 ～ 4 日間投与する施設があります。ク

ロミッドは 5 日間を限度とするとありますの

で 3 ～ 4 日間でも算定可でしょうか。また １

日0.5錠の処方もみられます。これは如何で

しょうか。詳記を求めると過排卵，OHSSの

傾向がありこのような処方をしたとのことで

した。本部の見解が出るまでは現在の所は算

定可としています。

（本部回答）

両者とも算定可能。

Ⅴ　手術・麻酔

１ ）【高知県】外陰腫瘍の病名でK006皮膚，皮下

腫瘍摘出術（露出部以外）

（長径 3 ㎝以上 6 ㎝未満）3230点を算定して

います。 １ 次審査では算定可としましたが，

保険者から再々審査の申し出がありK006を

K849女子外性器腫瘍摘出術2340点へと減算

しました。外陰腫瘍の病名ならK849が妥当で

しょうか。

（本部回答）

腫瘍長径が 3 ㎝未満ならば，K849で算定, 3

㎝以上 6 ㎝未満ならばK006で算定可能。

2 ）【徳島県】生下時体重3346ｇ，軽度新生児仮

死の診断で新生児仮死蘇生術3360点算定して

います。その後の処置や入院なしの場合は査
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定し，入院ありの場合は認めましたが，軽度

新生児仮死の場合算定はいかがでしょうか。

（本部回答）

軽度新生児仮死は仮死 １ 度として840点およ

び新生児加算の算定可能。

3 ）【徳島県】子宮平滑筋腫，子宮脱，卵巣嚢腫

の診断で腹腔鏡下膣式子宮全摘出術，子宮付

属器腫瘍摘出術（腹腔鏡） 2 つ以上の手術

50%加算42.050点＋25.940× １ / 2 （12.970点），

膣壁形成術7.880点，超音波凝固切開装置加算

3.000点（計65.870点）を算定してきました。

平成27年の富山と岡山から，複雑になった腹

腔鏡手術と子宮脱手術の併算定関連の質問が

ありました。これに対する医会本部回答を参

考にして，子宮筋腫の病名があり腹腔鏡下膣

式子宮全摘出術の必要性を認め，膣壁形成術

は別視野からの手術として 3 つの手術の併算

定を可といたしましたが，いかがでしょうか。

（本部回答）

3 手術の併算定可能。

4 ）【徳島県】卵巣チョコレートのう胞に対して

腹腔鏡下子宮内膜症病巣除去術が行われてい

る場合，子宮付属器癒着剥離術が併算定でき

ますが，付属器腫瘍摘出術が算定されている

場合，癒着剥離術の算定はできないのでしょ

うか。高度な癒着があれば認められませんか。

（本部回答）

複数手術に関わる費用の特例ルールより，算

定は不可。

5 ）【徳島県】既往帝切に帝王切開術，複雑加算

および子宮付属器癒着剥離が算定されていま

す。既往帝王切開以外に癒着に関する病名は

ありません。癒着剥離術の算定は認められま

すか。

（本部回答）

子宮付属器癒着に関連する傷病名がないた

め，算定不可。

6 ）【徳島県】子宮内膜アブレーションの適応に

ついてお伺いします。過多月経等の月経異常，

子宮内膜増殖症などの子宮内膜の疾患が適応

と思われますが，子宮筋腫あるいは子宮腺筋

症のみで適応としてよろしいでしょうか。

（本部回答）

過多月経であることが算定要件であることか

ら，子宮筋腫，子宮腺筋症のみでの算定は不

可。

7 ）【香川県】卵巣癌に対して腹腔鏡下試験開腹

術は算定可でしょうか。各県のご意見，及び

本部の見解をお聞かせ下さい。

（本部回答）

診断的な目的であれば算定可。

8 ）【愛媛県】腹腔鏡下悪性腫瘍手術はstage� １ a

が対象となっていると思いますが異型内膜増

殖症の病名での請求に対して算定できます

か。

（本部回答）

異型内膜増殖症での算定は不可。

9 ）【愛媛県】①頚管ポリープ切除術と膣壁コン

ジローム切除術の同日算定は可能でしょう

か。可能ならその算定方法はいかがでしょう

か。②また膣円蓋まで及ぶ裂傷の縫合術と
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頚管ポリープ切除術は同時算定可能でしょう

か。

（本部回答）

①②両者とも算定不可。

１0）平成30年の診療報酬改定により流産手術にお

いて

手動真空吸引法によるもの（いわゆるMVA

法）が新たに収載されました。局所麻酔（傍

頚管ブロック）のみでも可能な手技とされて

います。

①本法の算定は静脈麻酔を併用していなくて

も算定できますか。静麻の算定がない場合流

産手術→子宮内容清掃術へ訂正されることが

あります。

（本部回答）

算定可能。

②傍頚管ブロック法はどのように算定すれば

よろしいでしょうか。

（本部回答）

使用薬剤のみの算定（傍頚管ブロックの算定

は不可。局所麻酔は手術料に含まれる）。

１１）【愛媛県】胎児機能不全の診断で分娩進行

を早めるために，クリステル胎児圧出法

（J085/45点）の処置が行われた場合，会陰切

開術（K895/１,530点）を算定する施設があり

ます。H30年医療保険必携においては分娩時

の療養給付の対象の手術処置の 7 項目に同処

置は含まれていません。愛媛県では査定とし

ました。他県の対応及び本部のご意見をお伺

いします。

（本部回答）

クリステレル胎児圧出法と会陰切開術の併算

定は可能。

Ⅵ　その他

１ ）【香川県】クロミフェンクエン酸塩（クロミッ

ド），カベルゴリン（カバサール）などは，

添付文書に運転してはいけないように記載が

あります。これらの薬剤を処方した場合，運

転をしないことを説明し，その旨をカルテ

に記載していますでしょうか。またピペリド

レート塩酸塩（ダクチル）などは運転に注意

することとなっておりますので，どのように

説明されていますでしょうか。

（本部回答）

保険算定条件とは異なる。医師の説明義務に

関わる問題である。

Ⅶ　要望

１ ）【香川県】本部への要望

昨年の四国ブロックにて， 2 以上の手術を同

時に行った場合の超音波凝固切開装置加算は

１ 回のみ算定可との本部回答でした。香川県

では20１0年の厚生局の「手術医療機器等加算

については手術の主従にかかわらず算定でき

る」との見解，及び同年に徳島県が基金本部

に対しての質問でも「共に算定可」との回答

があり, 2 回の算定は可としています。医会

本部として再検討していただき，算定可なら

会員に周知したいと思いますので，ご検討お

願いします。
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令和元年度地域代表全国会議報告

１ ．会長挨拶

◦産科医数の問題と偏在化の問題：産科医数は

地域により異なっているが，各地域における

変化はあるが，偏在化が問題である。産科医

数は実数は増加傾向にある（370~380人・年），

が地域人口の減少が顕著である。

◦産科医師の働き方（病院の勤務医）改革でど

のようなシフトを行い得るか。現状の実態把

握が必要である。（タスクシステム：助産師

の増加をはかる―病院の成立可能になるか）

◦母体保護法： 8 月22日日本医学会より依頼を

受け日本産婦人科学会木村理事

長とともに出席。（法１4条によ

る経済的条項が現在の日本で必

要なのか）母体保護法は女性の

心身の健康を基にした法律。個

人の権利。個人の決定権法１4条

は現在正しく行われており，身

体的，経済的両面から話した。

人工妊娠中絶数は年々減少して

いる。性と生殖の健康との視点

（健康の権利）

望まれない妊娠：生後どの様に保護している

か，一生の介護その他の考

え方　　

Wrongful� birth：障碍者が生まれることがわ

かっている場合＝訴訟

慰謝料，損害賠償請求とう

2 ．主要報告

　⑴プレコンセプションについて

妊娠，出産・産後・小児・思春期・AYA

（Adolescent�and��young�adult）世代（成人）

に至るまでの女性に寄り添い，シームレスな

健康を見守る制度がかねて論議異されていた

が，昨今の成育基本法の制定，女性の健康包

括的支援等の諸般の動きから関係各領域を横

断的に繋いだ体制（リプロダクティブヘルス

ケア診療・女性ヘルスケア包括的診療）を産

婦人科医の立場から整備して推進するととも

にpre/periconceptional�health�careの実 践も

推進する。

①妊娠出産：妊娠期のケア（母児愛着形成等）

母児関係のメンタルヘルスサ

ポート

妊娠中における母体合併疾患と

その影響を受ける母体，胎児等

の診療・健康管理，また胎児の

先天的異常の修正前診断，出生

後の診療，サポート等について

日　時：令和元年 9 月22日㈰　１2：30 ～ １5：30
場　所：京王プラザホテル南館 4 階「錦」

愛媛県産婦人科医会　会長 池　谷　東　彦
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は小児科初め，関係する様々な

多職種，他領域の専門職，当事

者の方々と協働して母児の包括

的健康支援，社会的支援を実現

する

②学校教育：小児思春期においては性教育を

中心に健康課題として性成熟期

へ向けた情報の普及・啓発を多

くの産婦人科医が実践している

が，生殖，生命現象における健

全な知識（妊娠に関わる科学的

事実，社会的環境，生物におけ

る先天以上，遺伝的多様性の理

解とその包括的支援等）の教育，

理解は今日なを一層重要な課題

として認識されておりさらなる

充実を目指す。

③女性のライフステージ

女性のライフステージごとに変

化する様々な健康課題に小児

期から寄り添い総合的にサポー

トする医療，健康の包括的支援，

健康管理・診療体制を担う女性

ヘルスケア診療体系は産婦人科

領域においては診療支援体制も

施設整備面においてもなお一層

推進する必要があり，これから

の産婦人科医の重要な使命とし

て推進する。

④プレコンセプション診療・ケア―

健康診断，栄養，嗜好，合併症（身

体疾患，婦人科疾患，メンタル，

歯周ケアー等）

服薬，感染症，遺伝性疾患，遺

伝カウンセリング，不妊，不育。

前回妊娠経過

⑤ぺリコンセプションケア：服薬，合併症，

栄養（葉酸ほか），心身ケア，

感染症

⑵風疹の流行と風疹ワクチン第 5 期定期接種推

進に関して

①40~57歳の男性への風疹抗体検査［MRワ

クチン接種］

②妊娠予定カップルへの風疹検査を勧奨

③妊娠時初診時に夫婦の風疹抗体検査即時実

施（妊婦には低抗体者が多くみられる）

⑶HPVワクチン接種勧奨再開に向けての行政を

巻き込んだ取り組み

日本産婦人科医会主催・全国普及活動（市民公

開講座）

「子宮頸がんをなくそう」子宮頸がんとワク

チンの正しい知識の普及活動

都道府県産婦人科医会と共催で，正しい情報

を広く国民に周知するため！

活動期間：平成30年 4 月から平成32年 3 月ま

での 2 年間（延長あり）

対象者：小学生，中学生の御嬢さんを持つ

母親，養護教諭，スクールカウンセ

ラー，保健師，医療関係者，自治体

関係者，情報関係者など

現在までの開催：宮城，茨木，栃木，群馬，

埼玉，千葉，東京都，神奈

川，静岡，石川，福井，香

川，山形，沖縄

今後の予定：茨城，岩手，福島，山梨，長野，

福岡，佐賀，長崎，鹿児島

静岡県小児科医会，予防接種協議会

「HPVワクチン接種推進プロジェクト」
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岡山県子宮がん予防新規事業

「子宮頸がんゼロプロジェクト岡山」：岡山県

産婦人科医会主導で，県保健福祉部の協力を

得て，令和元年度に子宮頸がん予防低策事業

を県重点事業として予算計上された。（360万

円/ 3 年）

栃木県小山地区医師会［ 2 市 １ 町］：地区医師

会主導で活動開始

令和元年 6 月：小山地区医師会理事会にて

「HPVワクチン接種推進プロ

ジェクト」決定

7 月：HPV和口に関する，対象女子及び保護

者向けリーフレット，医師向け説明資

料

8 月：医師会会員医師に「HPVワクチン接種

推進プロジェクト」の説明会開催

9 月：各医療機関にて小学 6 年生女子二種混

合予防接種の際に，又は日本脳炎［ 2

期］予防接種を小学 6 年生に実施する

際に対象女子と保護者に対しHPVワク

チンについ　て情報提供・接種勧奨開

始

千葉県いすみ市：保護者への通知：子宮頸がん

予防ワクチン（HPVワクチン）

接種について太田市長・市内

の契約医療機関（20１9・ 7 ・

26）・チラシ，パンフ（子宮

頸がんは定期予防接種で予防

することが出来ます）

青森県八戸市：令和元年 5 月3１日　八戸保健所

長より保護者各位

平成１8年 4 月 2 日～平成１9年 4

月 １ 日生まれのお子さんの子宮

頸がん予防接種のお知らせ　等

医会のHPVワクチン接種再開に向けての効果が

出てきた。行政が動き出した。

実施主体である市町村の議員へのレクチャー

が必要

社会国民への啓発，特に接種対象者及び母親

への啓発が重要

⑷緊急避妊薬のオンライン診療の検討状況につ

いて

20１9/ 2 /28：厚生労働省医事課長

「現在オンライン診療の指針の見直しを行って

いるが，オンライン診療は初診時は対面診療が

原則である。この初診時の対面診療の原則の例

外として緊急避妊薬を入れたい」

日本産婦人科医会：当初反対の意向を示した。

日本では若年女性に十分性教育が行き届いてい

るとはいえず，その中で緊急避妊薬をオンライ

ン診療とするのは時期尚早」

オンライン診療の適切な実施に関する指針の見

直しに関する検討会

20１9・ 3 から 3 回産婦人科学会および医会よ

り参考人出席し意見具申

①対面診療の機会を担保する：具体的には処方

後ある一定の期間を経て必ず産婦人科医師と

の対面診療を行い適切な問診及び診察を受け

させること

②処方にあたり本人が内服した事実をその場で

確認。転売などの悪用や，風俗産業などで業

務用に使用されることの無きよう， １ 診療に

つき １ セットの処方とす

③処方に当たっては高度な産婦人科生殖内分泌

の知識を必要とすることから，処方は母体保

護法指定医師，あるいは産婦人科専門医によ

ること
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④緊急避妊は１00%確実な避妊ではない。受診

を機により確実な避妊［経口避妊薬など］に

つなげる必要がある・

⑤日本の性教育は遅れている。文科省の定めた

学習指導要領などにより性教育の内容が制限

されている。今回，緊急避妊薬を限定的とは

いえ対面診療なしのオンライン処方で認める

ならば厚労省，文科省を巻き込んだ性教育の

改善が必要

⑥緊急避妊薬を実際に患者さんに手渡す立場と

なる薬剤師への教育は必要である。日本産婦

人科医会も薬剤師の教育には協力したい。

オンライン診療に関する指針見直し

①緊急を要する，対面診療が可能な医療機関

等に係る適切な情報を有さない　女性に対し，

女性の健康に関する相談窓口等において対面

診療が可能な医療機関のリストを用いて受信

可能な医療機関を紹介する。直接の対面診療

受診を支援

②例外として・地理的要因のある場合，・女性

の健康に関する相談窓口等に所属する医師が

女性の心理的な状態にかんがみて対面診療が

困難であると判断した場合，初診からオンラ

イン診療を行うことは許容され得る。条件と

して産婦人科医又は厚生労働省が指定する研

修した医師

③初診からオンライン診療にて緊急避妊薬を処

方する場合。 １ 受診 １ 錠のみ。研修を受けた

薬剤師が調剤。薬剤師の面前で内服。医師，

薬剤師は確実な避妊について説明, 3 週間後

の産婦人科受診を勧める

④厚生労働省の動き：［a］緊急避妊薬の処方の

実態に関する調査（b）講習を受けた医師・

薬剤師のリストを厚生労働省のホームページ

に記載，（ｃ）文部科学省を巻き込んで性教

育への取り組み

オンライン診療に関する指針見直しを受けて日

本産婦人科医会の今後の取り組み

①調剤する薬剤師の研修協力

20１9. 8 .13日本薬剤師会，日本女性薬剤師会

との話し合い

「薬剤師の研修について」

医会各都道府県医会担当者を東京に集めての

講習会：１2月１4日予定

各都道府県において薬剤師を対象とした研修

会（薬剤師会）の講師

緊急避妊薬のオンライン診療に関する薬剤師向

けの研修会および性教育について

厚生労働省医薬・生活衛生局総務課の依頼を

受けて，産婦人科医師による薬剤師向けの模

擬講習会を行う。この講習会に参加された医

師が地元で薬剤師さんを教育する。

講習を受けた薬剤師とその所属する薬局は厚

労省のhome�pegeにリストアップされオンラ

イン診療に対応して緊急ピルを渡すことが出

来る。必ず服薬指導を行う。

日時：20１9年１2月１4日㈯　１2：30 ～ １6：30

場所：未定

内容：オンライン診療とは？　の解説の後

１ ．緊急避妊全般

2 ．月経，月経異常，ホルモン調節機序

３．ＯＣ全般

3 部構成で行う方向

性教育（日本産婦人科医会の要望）

成育基本法に従い，子供たちの性教育の重要

性が認識されつつある。地域で学校に出向い
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て性教育を行うことのできる産婦人科医師を

リストアップしていただきたい。

また学校並びに教育委員会，医師会からの性

教育出前授業の依頼の窓口を各医会内に設置

して広報していただきたい

オンライン診療の指針改定に伴う緊急避妊に係

る診療体制整備に係る取り組み（厚労省）

１ ．対面診療で緊急避妊薬が処方可能な医療機

関リスト作成

担当部局：医政局［計画課，医事課］

厚労省から各都道府県にリスト作成以来の

通知を発出（ 7 月中）

2 ．対応可能な薬局・薬剤師のリスト作成（医薬・

生活生成局総務課）

3 ．内閣府・警察庁との連携（性犯罪関係）（医

政局医事課）

上記リストが作成されたのち，警察やワン

ストップ支援センターに通知

4 ．医師向けの研修提供体制の構築

5 ．共通通知の発出［都道府県へ］

6 ．性教育における外部講師活用の通知発出（子

ども家庭局母子保健課）

文科省宛に外部講師活用についての周知依

頼文書を発出

文科省から都道府県教育委員会に周知文書

を発出

その他

　

⑸厚生労働省令和 2 年度母子保健対策関係概算

要求の概要

Ⅰ母子保健医療対策の推進� 26,１5１百万円

⑴子育て世代包括支援センターの全国展開

4,952百万円

⑵生涯を通じた女性の健康支援

2,346百万円

（若年妊婦等支援事業・・・・新規）

⑶産婦健康診査事業� １,826百万円

⑷不妊治療への助成� １6,375百万円

⑸新生児聴覚検査の体制整備事業

436百万円

⑹子供の死因究明体制整備モデル事業（新規）

59百万円

⑺子供のこころの診療ネットワーク事業

１24百万円

⑻被災した妊産婦・乳幼児の相談等の母子保

健事業� 34百万円

Ⅱ未熟児養育医療等� 3,627百万円

Ⅲ研究事業の充実� 962百万円

Ⅳ健やか親子2１� 20百万円

Ⅴ旧優生保護一時金の支給� 528百万円　

Ⅵその他� 9１百万円

⑹分娩取扱施設における長時間労働［在院］に

関する要因とその対策について

⑴長時間労働［在院］に関する要因

①施設機能によって要因は異なる

②周産期母子医療センターでは，在院時間

は医師数や分娩数には依存していなかっ

た。

③総合周産期母子医療センターでは，在院

時間の長い施設で，専従の医師事務補助

者がなく，年間母体搬送受入れ件数や婦

人科手術件数などが多い傾向であった。

④地域周産期母子医療センターでは，在院

時間の長い施設で，勤務緩和システムが

導入されていない傾向であった。

⑤指定のない一般病院では，在院時間の長
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い施設で，医師数，特に非常勤医師数が

少なく，勤務緩和システムが導入されて

いない傾向であった。

⑥一般病院の中では自治体病院の在院時間

が最も長く，常勤，非常勤医師数が少な

く，分娩件数も他施設の半数以下であっ

た。

⑵働き方改革への対応

①労働時間管理の適正化

◦タイムカード・ＩＣカードなどにより

出退勤時間を記録し，上司が把握する

◦実労働時間の評価と対応

自己研鑚：当該医師による業務申告書

の提出と上司による確認，記録

宿日直中の診療業務に関しては労働時

間に計上し，賃金を支払う

②36協定の自己点検

◦事務職，メディカルスタッフ，医師な

ど職種に応じ個別に検討する。

（2024年までは制限なし，以降，医師

では960時間以内であれば，単月１00時

間未満まで可）

◦診療科によって異なる協定を締結する

こともできる

（協定を超えた労働が １ 度でもあれば，

違法で行政指導・刑事罰の対象となる）

③タスク・シフティングの推進と医師の労

働時間短縮に向けた取り組み

事務職，メディカルスタッフなどに可

能な業務は移管する

複数主治医制と当直翌日の勤務緩和の

実施

④長時間労働の要因と対策

◦総合周産期母子医療センターでは，母

体搬送受入れと婦人科手術が要因

個々の施設対応では解決が難しく，連

携体制など地域で検討する必要がある。

◦地域周産期母子医療センターでは在院

時間は，マンパワーや仕事量に依存し

ない

短時間の在院時間に留まっている施設

のシステムや対策を取り入れる必要が

ある

◦一般病院では在院時間は，医師数に依

存している。

医師（特に非常勤医師）確保と勤務緩

和システム導入

自治体病院の在り方を検討する必要が

ある。

⑺産科診療における遠隔医療の導入の研究計画

日本産婦人科医会　遠隔医療プロジェクト委

員会

実証研究事業推進チーム

亀井良政，関博之，入山高之，藤井知之，

鮫島浩，小林浩，福嶋恒太郎，平田義康

①妊娠高血圧症候群の早期抽出を目的とした

家庭血圧標準値の確立

関　博之（埼玉医科大学総合周産期母子

医療センター）

②CTGネットワーク化によるDtoD遠隔医療

の標準化と有効性に関する研究

（医療機関と医療機関との連携）

③遠隔CTGモニターによる在宅realtime胎児

サポートシステム確立に向けた検証

（医療機関と医療機関の連携DtoD及び医

療機関と妊産婦との連携DtoD）

亀井　良政（埼玉医科大学病院）

⑻成育基本法に基づいた日本産婦人科医会の今
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後に向けた展望（会長諮問への答申）

成育基本法条文に沿った政策

第１2条（成育過程にあるもの及び妊産婦に対す

る医療）

成育過程にあるもの及び妊婦のアクセスビリ

ティーを確保するため，産婦人科医会会員の有

床診療所，無床診療所を動員し積極的に医療提

供体制の整備に協力する。また，常にupdateさ

れた適正な医療を提供できるように会員の啓発

に努める。

第１3条（成育過程にあるものに対する保健）

月経又は月経困難症に伴う授業/受験/就学困

難からの解放を考慮する医療体制の整備及び学

校や社会の体制整備を拡充する。

成育過程にあるものの保護者及び妊産婦の社

会からの孤立の防止及び不安の緩和を推進する

ために，妊婦の就学の機会が保障されるように

関係各所に働きかける。また，大規模な教育機

関には託児授乳の便を図るよう働きかける。健

康診査または健康診断の適切な実施が行われる

よう，未成年の妊婦には健康診査の無料実施等

適切な方策を各地方公共団体に働きかける。ス

クールカウンセラー等の講習会には婦人科のみ

ならず産科関連の講習項目を必ず加えるよう働

きかける。

第１4条（教育及び普及啓発）

妊娠・出産及び育児，愛着形成にかかわる知

識の普及を学校教育のレベルで全ての学生・生

徒に対して行うべきであり，保健体育のみなら

ず理科≪生物分野≫にての教育を推進する。ま

た，未就学，不登校の者にももれなく情報が伝

わるような方法を提案する。

子どもの権利，女子の権利，妊婦の権利をよ

り明確に国レベルで定義する。即ち，体罰を免

れる権利があること，虐待から逃れる権利があ

ることを教育する。さらに，暴力や強制，排除

に苦しめられる状況では親や学校を訴える権利

があることを初等教育で確保する。

医療に地籍国籍は関係ないので，産婦人科

医会としては，国内居住の外国人婦女子の権利

や初等教育を受ける権利，性教育を受ける権利，

公衆衛生教育を受ける義務も同様に保証するよ

う国に要求する。

第１5条（記録の収集などの関する体制の整備）

国及び地方公共団体は，成育過程にあるもの

が死亡した場合にその死亡の原因に関する情報

に関し，その収集，管理，活用等に関する体制

の整備，データベースの整備その他の必要な施

策を講ずるものとする。

守秘義務を尊重したうえで国及び地方公共団

体によるデータベースの構築に協力する。ただ

し，個人情報を尊重したうえで国及び地方公共

団体によるデータベースの構築に協力する。た

だし，個人情報の保護を最大限尊重すること，

様々なシステムが乱立することを，過度の費用

が発生することを抑制する。

第１6条（調査研究）

国及び地方公共団体は，妊娠，出産，及び育

児に関する問題，心身の健康に関する問題等に



89第 56 号　令和 2 年 8 月 20 日

関する調査及び研究シテその他の必要な施策を

講ずるものとして居るが，産婦人科医会はこれ

までとうり国からの依頼研究や会員の研究活動

を支援するとともに，おぎゃー献金基金などの

研究支援体制を拡充する。

成育基本法の制定について，産婦人科医会から

特に強調していただきたい理念

わが国の社会，経済，国力の観点から見て，

少子化対策こそが現在の最重要課題であり，「医

療計画」策定に際しての周産期医療への取り組

みを，高齢者医療にまして重点化していくこと

を強く求める。特に「女子の権利」，「妊産婦の

権利」の制定を

⑼ハーバート大学こども発達センター (HDDC)

育児支援動画について

ハーバート大学こどもの発育センター制作ビデ

オの日本語版を日本産婦人科医会が製作！

3 ．報告

⑴第 5 回母と子のメンタルヘルスフォーラム報

告（岡山県）

⑵第42回日本産婦人科医会性教育指導セミナー

全国大会報告（大阪府）

⑶第46回日本産婦人科医会学術集会（１0/１2~１3

‘１9）（東京都開催）案内

⑷第 6 回母と子のメンタルヘルスフォーラム

（開催案内　 5 /3１�‘20）福岡県

⑸第43回日本産婦人科医会性教育指導セミナー

全国大会（山形県　 7 /１9�‘20）開催

⑹第47回日本産婦人科医会学術集会（１0/ 3 ~ 4 �

‘20�北海道）開催案内

⑺女性アスリート診療のための講習会（１2/ １ �

‘１9�東京都）開催案内

⑻緊急避妊薬のオンライン診療に関する薬剤師

向けの研修会および性教育について（１2/１4�

‘１9�東京都）開催案内

⑼令和元年度家族計画・母体保護法指導者講習

会（１2/ 7 �‘１9�日本医師会館）

⑽「プレグランディン膣座剤」販売状況報告書

（納入先リスト）の販売・返品記載方法変更

の案内（小野薬品工業株式会社）

2020年 4 月分より変更予定

⑾ 第１6回日 本 周 産 期 メンタル ヘ ル ス 学 会

（１0/26~27）千葉県で開催

子宮頸がんワクチンを考える―公開フォーラ

ム（１１/ 3 福岡県）開催案内

4 ．地域代表提出議題

5 ．閉会宣言
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愛媛県産婦人科医会　副会長 長　野　　　護

第28回全国医療安全担当者連絡会報告
医療安全に関する課題とリピーター対策

標記連絡会が，「我が国の多様化する医療安全

に関する課題と対策」をメインテーマに，令和元

年１0月 6 日，日本産婦人科医会会議室で開催され

た。連絡会では，まず医療安全委員会より連絡・

協議として各種事業の報告があり，その後，石渡

副会長が「医療事故を繰り返す医師“リピーター ”

対策について」の特別講演を行った。

１ ．連絡・協議

⑴妊産婦死亡報告事業（長谷川潤一幹事長）

20１0年からスタートした妊産婦死亡報告事業

では，妊産婦死亡の全数報告を全員にお願いし，

その解析を行っている。20１0年から20１9年 5 月

末までに報告された総計は427例で，そのうち

事例検証を行った390例の集計結果が報告され

た。

妊産婦死亡全体の集計で，最も多い原因は産

科危機的出血でおよそ，20％を占め，次いで脳

出血，心肺虚脱型羊水塞栓症，心・大血管疾患，

肺血栓塞栓症などの肺疾患，感染と続いた。年

次推移をみると，20１0年に 3 割近くあった産科

危機的出血の割合が，最近では１2％まで確実に

低下した。直接産科的死亡の割合も減少傾向に

あり，１0年間の妊産婦死亡への取り組みの成果

と考えられた。

また，今回からWHOが作成している国際疾

病分類であるICD-１0に準じて，分娩42日未満ま

での死亡である妊産婦死亡と，分娩後42日以降

１ 年未満の後発妊産婦死亡に分けての検討も

行っており，後発妊産婦死亡で最も多いのは自

殺であった。

⑵母体安全への提言20１8（池田智明医療安全委

員会会員長）

本年１0月に発刊された「母体安全への提言

20１8」において発出された 6 つの提言が解説さ

れた。

今年度は重要なバイタルサインとして「意

識状態」が取り上げられた。意識障害の原因

は，頭蓋内病変によるものと，出血性ショック

など全身性疾患によるものに分類される。妊産

婦死亡例の１7％の初発症状は意識障害であるた

め，軽度な意識障害も軽視せず，注意して評価

し，診療録に記載することが強調された。

心血管合併症による死亡が相対的に増加して

いるため，家族歴や既住歴の聴取を疎かにせず，

息切れ，動悸，浮腫といった症状が心血管合併

症の初期症状であることに留意すること，妊娠

中の合併症発症の好発時期を意識した管理が重

要であることが指摘された。

稀な疾患による死亡が増えている。疾患の理

解と合併症に対する妊娠期間を通じた評価が重

要であり，その疾患の専門診療科との連携を蜜

にして共同で診療を進めることの重要性が指摘

された。

妊娠関連の自殺の報告が増えているため，希

死念慮を確認し，精神科治療歴や精神症状を有
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する妊産婦に対して，精神科・看護・家族・行政・

福祉と連携して積極的な関わりを継続する必要

性も指摘された。

感染症による妊婦死亡の殆どが劇症型Ａ群溶

連菌感染症であることから，早期発見のため症

状の項目に妊婦であることを追加して，評価す

ることが提案された。以上のような 6 項目の提

言が，更なる妊産婦死亡の減少に寄与すること

が期待される。

⑶脳性麻痺の予防と産科医療の質の改善に関す

るアンケート調査について（長谷川潤一幹事

長）

各種医療安全に対する取り組みが，本邦の産

科医療の質の改善，周産期予後に関連している

かを検討するため，全国の分娩施設にアンケー

ト調査を実施した。

その結果，医療安全に対する意識と改善にお

いて，母体・新生児救命，子宮破裂・臍帯脱出，

メンタルヘルスの取り組みの結果が直接産科的

死亡，特に産科危機的出血の減少，子宮破裂，

臍帯脱出など母児への影響の大きさ，産科合併

症の減少に一定数認めた。また，医療安全の啓

発は地域医療圏でのコミュニケーション，連携

が良い方向に作用した。

⑷母体救命システム普及協議会について（関沢

明彦常務理事）

日 本 母 体 救 命 シ ス テ ム 普 及 協 議 会

（J-CIMELS） は，20１5年 よ り 活 動 が 始 ま り，

20１9年 4 月から母体救命法普及運営委員会を日

本産婦人科医会医療安全部会内に設置し，医会

の産婦人科医療の安全性の確保・向上のための

活動の一つとして取り組んでいる。

本委員会でJ-MELS開催の計画立案，地域で

のJ-MELSの開催支援などの業務を行い，昨年

度末には全ての都道府県での講習会の開催を達

成した。

無痛分娩の事例に対する硬膜外鎮痛急変対応

コースも，20１8年 5 月から日本産婦人科医会主

催で開始され，今年度から日本麻酔科学会の支

援の下，J-CIMELSが開催できるようになった。

本邦の直接産科的死亡が減少傾向にあるこ

とは，J-CIMELSの活動の成果の一つと考えて

いる。引き続き各都道府県医会の活動の中で，

J-MELS研修会を積極的に取り入れて頂けるよ

うに，医療安全担当の先生方に地域で積極的に

発言して頂きたい。

⑸無痛分娩関係学会・団体連絡協議会について

（石渡勇副会長）

医療安全委員会では，会員に向けて無痛分

娩に関する実態調査を行うと共に，「母体安全

への提言20１6」で無痛分娩に関する提言を掲げ，

研修ニュースの発刊にも協力し，20１9年からは

安全講習などを実施している。

一方，20１7年 7 月には厚生労働科学特別研究

「無痛分娩の実態把握及び安全管理体制構築に

ついての研究」（研究代表者：海野信也）が立

ち上がり，20１8年 3 月に， 5 つの提言がなされ，

参画に同意した関係学会及び団体によって無痛

分娩関連学会・団体連絡協議会（The�Japanese�

Association� for�Labor�Analgesia� :�JALA）が設

立された。

研究班からの提言

１ ．安全な無痛分娩を提供するために必要な診

療体制に関する提言

2 ．無痛分娩に係る医療スタッフの研修体制の

整備に関する提言

3 ．無痛分娩の提供体制に関する情報公開の促

進のための提言
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4 ．無痛分娩の安全向上のためのインシデント・

アクシデントの収集・分析・共有に関する

提言

5 ．「無痛分娩に関するワーキンググループ」

の設置に関する提言

JALAの活動として，医療者だけでなく一般

の人にも向けた情報公開に関する分科会，有害

事象の事例収集と原因分析や再発防止，無痛分

娩の質の確保と再発防止に関する研修体制を構

築するための分科会がある。

無痛分娩の安全性向上のためのインシデン

ト・アクシデントの収集・分析・共有については，

日本産婦人科医会が実施する偶発事例報告事業

及び妊産婦死亡事業報告事業のシステムを通じ

て報告を受け，有害事象はJALAが，死亡事象

は医会が窓口になって対応する。

⑹平成30年偶発事例報告（新垣達也幹事）

平成１6年より偶発事例報告事業が始まり，

年々，報告事例数，報告書提出事例数とともに

増加傾向にある。

平 成30年 に は4１１例 の 報 告 書 が 提 出 さ れ

た。事例の内訳は妊婦・分娩に関わる事例299,

72.7％，婦人科医療に関わる事例98,23.8％，不

妊症診療に関わる事例１4,3.4％で，各部会で報

告書の分析・再発防止に関する情報発信や研修

会開催などが，医療安全部の重要な責務であり，

今後も会員の偶発事例・妊産婦死亡報告事業に

対する協力が不可欠である。

2 ．特別講演「医療事故を繰り返す医師“リピー

ター”対策について」

日本産婦人科医会副会長　石渡　勇

日本産婦人科医会の医療安全に向けての会員

支援事業として，重大な事故の当事者となった会

員に対して，再発防止及び医療安全対策を支援す

ることを目的に，都道府県産婦人科医会と協働し，

日本産婦人科医会医療安全部会が対応している。

産科医療保障制度原因分析委員会・妊産婦死亡

症例検討評価委員会等から通知される事例，医師

賠償責任保険対応事例，偶発事例報告事業におけ

る事例等で，医療安全対策上で支援が必要と思わ

れる事例について，原則，会員からの支援要請が

あった場合に対応している。

一方，医療事故の中には刑事司法が介入してく

る事案もある。公益法人たる医会は，個々の裁判

事例等には原則関与しない方針であるが，医療者

の殆どが犯罪と判断する様な大きな過失がない事

例が刑事案件として取り扱われる場合には，全面

的に支援する。悪質，故意ではなく，犯罪性がなく，

医療の限界などのため，結果的に悪い結果となっ

てしまった事例に関して，刑事事件とすることは

相応しくない。また，学会・医会等から示された

指針がない状況の中で，裁判所が独自の指針を出

し，将来の医療に弊害をもたらす危険がある場合

も，関連学術団体と協力して支援を行う。

今年度，全国の都道府県医会における医療安全

活動についてアンケート調査を行った結果による

と， １ / 4 の都道府県でリピーターと判断される

医師がいると返答があった。それは医師賠償責任

保険事業や医療事故調査制度を通じて，把握され

ていた。リピーター医師への支援や対策，マスコ

ミ対策，リピーター防止について，医療安全部会

としても今回のアンケート結果を参考に，会員へ

の啓発活動や情報提供を通じて支援を行っていき

たい。



93第 56 号　令和 2 年 8 月 20 日

令和元年度家族計画・母体保護法指導者講習会報告

池　谷　東　彦愛媛県産婦人科医会　会長

日　時：令和元年１2月 7 日㈯　１3：00 ～ １6：00
場　所：日本医師会大講堂
主　催：日本医師会・厚生労働省

挨　　拶

横倉義武　日本医師会会長（代読：中川副会長）

少子高齢化が進み，政府は全世代型の医療・

福祉政策を取るようになってきている。

日本医師会として成育基本法の成立を受け，

妊娠，出産，育児等の問題に注力する。

加藤勝信　厚生労働大臣［代読：厚労省子ども

家庭局母子保健課長］

少子高齢化:希望する妊娠，分娩。育児への関

与を深める。

母子保健法の改正:産後ケア事業の確立（昨年

成立した成育基本法に基づく）

来賓挨拶

木下勝之　日本産婦人科医会会長

「旧優生保護法から，母体保護法へ」優生手

術の問題と法的取組み

優生学的問題：１883年フランスのゴルトンは

「優生学」を提唱した。アメリカでは１907年イン

ディアナ州において「断種法」が制定されこれ

に基づいて 6 万人以上に人に対して手術が行わ

れた。ドイツでは１905年「民族衛生協会」が設立

され，１933年ナチス・ドイツによる断種法が成立，

其の後ナチスによる民族淘汰による大虐殺（ホロ・

コースト）が行われた・北ヨーロッパのデンマー

ク，ノルウエイー等でも同種の法が制定された。

日本においては優生思想は文明開化の思想とし

て出現し，大正 6 年～昭和 5 年（１930）「優生会」

が確立され，昭和１5年「国民優生法」（劣等な遺

伝子を排除する中絶と優生手術。遺伝的要因以外

の中絶の禁止），適応:遺伝性精神病など,１94１ ～

１947にかけ申請803件

戦後，１945以降：昭和23年　優生保護法案（優

生上の見地から不良な子孫の出生の防止，母体の

保護（優生手術，妊娠中絶:指定医師が行う）優生

手術：任意の手術，強制手術

今回問題となったのは強制的優生手術

優生思想の否定：１993障碍者基本法の制定，国

際的なReproductive�health. ／ leitzに高まりによ

り「産むか産まないかは女性の権利」

１996　優生保護法に一部改正（優生思想に基づ

く条項の削除）

20１9　強制不妊救済法成立

以上のような背景の元日本産婦人科医会は１949

年優生保護法指定医師を持ってそしきされた団体

で，日本母性保護医協会が作られ，１994年日本母

性保護産婦人科医会と名称が変更され１996年の法



94 愛媛県産婦人科医会報

改正の後優生保護法が母体保護法と改正された後，

200１年日本産婦人科医会と変更された。

シンポジウム

「母体保護法指定医師が知っておくべき法律知

識」~よく寄せられる質問・疑問に答えます

⑴妊娠週数をめぐって

東京慈恵会医科大学客員教授

東京都医師会理事� 落合　和彦

母体保護法は，母性の生命健康を保護す

ることを目的として，不妊手術，人工妊娠中

絶，受胎調節の実施指導などについて規定し

た法律です。運用の細部については母体保護

法施行令［政令］，母体保護法施行細則［省令］

に定められている。刑法2１2条から2１6条に規

定する「堕胎罪」に対する違法性阻却，すな

わち人工妊娠中絶という行為の合法性を担保

するものである。

人工妊娠中絶の定義による胎児が「生命を

保続できない時期」。即ち生存の可能性のな

い時期に人工的に胎児及びその付属物を母体

外に排出することをいう。

これが，昭和28年 6 月厚生省事務次官通知

で妊娠 8 か月未満とされ，其の後の医学に進

歩により昭和5１年 １ 月通常満24週末に，さら

に平成 3 年 １ 月通常満22週未満に改められた。

この胎児が母体外において生命を保続でき

ない時期，これは母体保護法１4条に基づいて

指定された医師によって個々の事例について

行われる

優生保護法により人工妊娠中絶を実施する

ことのできる時期の判定は第１4条の規定に基

づき都道府県医師会長が指定した医師が個々

の事例によって医学的観点から客観的に判断

するものである

妊娠中期中絶（妊娠週数の取り扱い）

妊娠22週以降の中絶はできない。週数判断

は上記により行う場逮捕ご芳情妊娠22週以降

の中絶は不可。母体の生命に危機ある場合は

「緊急避難行為」として行うことは可能である。

出産の定義

妊娠１2週以上経過した場合は分娩（１2週経

過後の人口流産，死産を含む）

１2週以降の中絶でも出産一時金は支給され

る。１2週,22週の判定には十分なる注意が必

要である。

人工妊娠中絶には届け出の義務がある。

⑵現在の母体保護法下での指定医師育成につい

て

日本産婦人科医会副会長

前田産科婦人科医院院長� 前田津紀夫

平成23年，法人制度の改正に伴い母体保

護法の改正が行われ法１4条に，都道府県の区

域を単位として設立された公益社団法人たる

医師会に指定する医師［指定医師という］は，

次の各号の位置に該当するものに対して，本

人及び配偶者の同意を得て，人工妊娠中絶

を行うことが出来ると記載された。そのため，

都道府県医師会が公益社団法人化されないと

都道府県医師会長が母体保護法指定医師の

指定を行うことが出来なくなるという事態が

生じた。日本医師会。日本産婦人科医会等と

厚生労働省との折衝の結果，指定医師を指定

する医師会の特例として第40条に記載された。

（平成25年１１月27日　法律第84号）
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平成24年 8 月日本医師会母体保護法等に関

する検討委員会に置いて「母体保護法指定医

師の指定基準」モデルが改定され，母体保護

法指定医師審査会の設置，指定医師の技能要

件の緩和，母体保護法指定医師研修会の役割

の明確化，研修機関・連携施設の設置等が行

われた。

◦研修機関・連携施設（研修機関の条件）

医育機関の付属施設又は年間の開腹手術50

例以上（腹腔鏡手術を含める），分娩数１20例

以上を取り扱う施設で， 2 名以上の母体保護

法指定医師の資格を有し，緊急手術に対応で

きる機関とする。

医療機関が単独では研修機関の要素を満た

さない場合でも医育機関や要件を満たす研修

機関の連携施設として都道府県医師会に登録

することにより「研修機関」と認めることが

出来る。

◦母体保護法指定医師の指定基準

研修期間中に,20例以上の人工妊娠中絶ま

たは流産手術の実地指導を受けたもの，この

うち１0例以上は人工妊娠中絶手術を含む。

非指定医師は，研修期間で指導医［指定医

師］の直接指導の下においてのみ人工妊娠中

絶手術ができる。都道府県医師会の定める指

定医師のための講習会（母体保護法指定医師

研修会）を原則として申請時までに受講して

おくこと。

◦研修機関と連携施設の設置

◦研修（中絶手術の技能について）を行う

施設の条件が厳しく定められた。

母体保護法下で指定された研修機関及び研

修機関の連携施設

中絶手術を行う医師が厳密に定められた。

当該医療機関を実施施設と指定された指定

医師

研修機関又は連携施設において指定医の直

接指導下に中絶手術を実施する医師

母体保護法指定医師研修会

以下の三つの内容を「コアカリキュラム」

として含む

◦生命倫理に関するもの

◦母体保護法の趣旨と適正な運用に関する

もの

◦医療安全・救急処置に関するもの

⑶母体保護法の同意について

平岩　敬一　　日本産婦人科医会顧問弁護

士　関内法律事務所

業務上堕胎罪と人工妊娠中絶

◦母体保護法に基づき実施される人工妊娠

中絶は，法令により行われる正当行為に

該当するものゆえ，刑法の堕胎罪への抵

触を阻却されると解釈される。

適法に人工妊娠中絶を行うための要件

指定医師が行うこと（母体保護法１4条 １ 項

本文）

法１4条 １ 項, １ 号, 2 号に該当するもの

「妊娠の継続又は分娩が身体的または

経済的理由により母体の健康を著しく害

する恐れあるもの」

「暴行若しくは強迫によって又は抵抗

若しくは拒絶することが出来ない間に姦

淫されて妊娠したもの」

本人及び配偶者の同意（法１4条 １ 項本文）

同意の問題

◦本人の同意に未成年者は含まれるか

法 3 条 １ 項で，未成年者は不妊手術の
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適用除外と規定するが，法１4条 １ 項の妊

娠中絶には，未成年者について適用除外

に規定を置かない条文構成から法１4条 １

項の本人の同意には未成年者が含まれる

と解することが出来る

◦未成年者の中絶に親の同意が必要か

民法 5 条 １ 項に規定する事項より特別

法である母体保護法の規定が優先し親の

同意の対象とならない

◦同意する能力

人工妊娠中絶手術を受けるために来院

した女児が自分が妊娠していること，時

の経過により出産に至ること，育児能力

がないこと，人工妊娠中絶が合法的にで

きること，中絶により身体的・精神的・

経済的な負担があること，法定代理人の

同意が得られない事情。以上の事柄を理

解している開始が確認できることを持っ

て同意能力ありと判断してよい。」

◦配偶者の同意

配偶者:

法律上の届け出をしているもの，事

実上婚姻関係と同様な事情にあもの

を含む。配偶者の証明は同意書の記

載による。別居中あるいは離婚調停

中でも配偶者の同意が必要

配偶者の同意が不要な場合

①配偶者が知れないとき

不在者，民法25条。行方不明　捜

索願。所在不明

②その意思を表示することが出来な

い（法１4条第 2 項）

後見開始の審判を受けたもの（民

法 7 条）

病気，怪我で意思能力がないとき

（医師の証明）

意思表示はできないが，意思能力

はあるとき（筆談，動画等）

刑務所等の収容施設にいる場合

（郵便又は弁護人による面談可能）

妊娠後に配偶者が死亡した時［死

亡診断書，戸籍に記載］

③別居，調停中，離婚訴訟中で同意

が得られない場合

原則として配偶者の同意が必要

DVがある場合の例外（配偶者に

よる）

強制性交罪［強姦罪］が成立する

場合の例外（配偶者による）

⑷指定発言　　行政の立場から（最近の母子保

健行政の動き）

小林　秀幸　　厚生労働省子ども家庭局母

子保健課長

①母子保健関連施策

妊娠前：妊娠に関する普及啓発（母子保健

法第 9 条）

妊娠の届け出（母子保健法第１5条）

母子健康手帳の交付（母子保健法

第１6条）

妊娠期：妊婦健診（１4回分）母子保健法第

１3条

母親学級，両親学級（母子保健法

第１7条）

妊婦への訪問指導（母子保健法１7

条）

妊娠中毒症入院治療費，妊婦B型
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肝炎検査・指導，マタニティーマー

クの配布

出産：低出生体重児の届け出（母子保健法

第１8条）

産後：産婦健診（母子保健法１3条）

新生児スクリーニング（聴覚検査，

先天性代謝異常検査）

乳幼児健診（ １ 歳 6 か月児, 3 歳児）

乳幼児健診

乳児家庭全戸訪問事業（児童福祉法

第 6 条の 3 ）

予防接種（予防接種法）

育児：子育て支援策

②子育て世代包括支援センターの全国展開

（母子保健法第22条Ｈ29・ 4 施行）

③産後ケア事業：退院直後の母子に対する心

身ケア，育児サポート

④多胎妊産婦への支援について（来年度より

国の補助，市町村実施）

◦多胎ピアサポート事業，

◦多胎妊産婦サポーター事業

⑤若年妊娠等支援事業（令和 2 年度新規）

⑥母体血を用いた出生前遺伝学的検査につい

て

⑦成育基本法の概要

基本法施行に向けたスケジュール

成育基本法第１9条第 １ 項に基づき政令で

定める計画

⑧成育基本法と健やか親子2１の関係

⑨健やか親子2１（第 2 次）中間評価等に関す

る検討会報告書
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オンライン診療における緊急避妊薬に関する講習会
−調剤する薬剤師さんへ向けての指導講習−　報告

会次第

会長挨拶

木下　勝之　先生（日本産婦人科医会会長）

副会長挨拶

前田津紀夫　先生（日本産婦人科医会副会長）

オンライン診療と処方について

田村　秀子　先生（日本産婦人科医会理事）

下記参照

講演①　緊急避妊全般

宮国　泰香　先生（日本産婦人科医会幹事）

緊急避妊法　

レボノルゲストレル単剤　72時間以内　

銅付加子宮内避妊具　１20時間以内

性暴力・性犯罪　7.8％に強制性交経験そ

のうち警察等へ2.8％

薬局における服薬指導（チェックリスト

作成）

講演②　月経・月経異常・ホルモン調節機序

月経，排卵，月経周期，視床下部－下垂

体－卵巣系ホルモン調節機序

月経異常（周期の以上，過多月経，随伴

症状）

異常妊娠（流産，異所性妊娠）

講演③　OC全般・避妊

安達　知子　先生（日本産婦人科医会常務理

事）

OCの開発の歴史とガイドライン作成

各種避妊法および世界と日本の避妊法の

比較

女性の年齢別日本の出産と中絶の現状

避妊機序とOCの種類

避妊以外の効用と禁忌

発がんへの影響

頻度の高いマイナーな副作用と指導

重大合併症としての血栓塞栓症

禁忌・慎重投与対象

飲み忘れへの服薬指導

今後の薬剤師会の動向について

森　　昌平　先生（日本薬剤師会副会長）

閉会挨拶

安達　知子　先生（日本産婦人科医会常務理

事）

◎講習会の要旨：１6万人以上中絶がある中，緊急

避妊薬が入手しずらい，ネットで偽薬や転売事

例の横行，性犯罪に関連したアクセスが難しい

などの背景をうけ，厚労省は緊急避妊薬の適切

愛媛県産婦人科医会　理事 福　井　敬　介

日　時：令和元年１2月１4日㈯　１3：00 ～ １5：50
場　所：TKP市ヶ谷カンファレンスセンター　ホール 6 Ａ
参　加：矢野浩史理事　福井敬介理事
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な利用推進を行いたい考えている。避妊薬に係

わる対面診療が可能な産婦人科医療機関の一

覧作成のほかオンライン診療（婦人科以外の科

も含む）を活用して緊急避妊薬を医療機関での

対面診療を省き，処方するシステムを構築する。

迅速な処方にが調剤薬局との連携が必要となる

ため，関わる薬剤師への指導講習が必要となり，

その指導内容ついての講習を拝聴した。講演①

から③のスライド原稿は本部より各県医会に送

付。各自アレンジして指導講習に利用してくだ

さいとのこと。

１ ．緊急避妊薬の適切な利用促進に向けた厚労省

の構想（HPより）

性教育，ワンストップセンターとの連携，予

期せぬ妊娠出産による児童虐待の予防，近くに

物理的精神的に受診出来ない場合はオンライン

診療＋院外処方を行う。

別紙 １ ：厚労省の構想のフローチャート

https://www.mhlw.go.jp/content/１0803000/

0005１4059.pdf

2 ．オンライン診療の基本（別紙 2 -①②③）

◦スマホ・タブレット・PCを使ってビデオチャッ

トで診察するもの。

◦運営サイトとの契約が必要（ 4 ～ 5 社）。

◦厚生支局への届け出が必要（来年度から講習

を受けた施設を認可）

◦初診は原則受診して対面診療が必要。初診か

ら 6 カ月以上経過した再診のみ。

◦但し 3 カ月に １ 回は対面診療必要。

◦認められている対象疾患は限定されるため運

用実績は低い。

◦20１8年から保険収載されている。

例【オンライン診療料，医学管理料の算定パ

ターン】

１ 月目：医学管理料＋再診料（初診から 6 月

以上経過した月）

2 月目：オンライン医学管理料１00点＋オン

ライン診療料70点

3 月目：オンライン医学管理料１00点＋オン

ライン診療料70点

4 月目：医学管理料＋再診料

【オンライン診療料，医学管理料が算定可能

な患者】

特定疾患療養管理料，小児科療養指導料，て

んかん指導料，難病外来指導管理料，糖尿病

透析予防指導管理料，地域包括診療料，認知

症地域包括診療料，生活習慣病管理料。

◦処方は薬あるいは処方箋（原本）の郵送で行

われている。

◦支払いは主にクレジットカードで行われる。

◦現在，愛媛県内で 7 施設の届け出があるのみ

（四国厚生支局HPより）

◦初診対面診療の原則の例外として提案・要望

されているもの

（例：AGA，ED剤，季節性アレルギー性鼻炎，

性感染症，緊急避妊薬等）

3 ．緊急避妊薬のオンライン診療の指針（要点）

◦初診の対面診療なしで処方

◦産婦人科専門医以外の医師でも研修を受けれ

ば処方可能する。

◦性犯罪の可能性の有無（ワンストップセン

ターや警察への相談推奨）

◦院外処方箋発行（原本郵送では間に合わない

FAXかメール）
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◦調剤にて服薬指導

◦ 3 週間後に産婦人科受診を奨める

別紙 3 -①～⑦　薬局での体制整備

4 ．調剤する薬剤師さんへの向けての指導講習プ

ログラム

愛媛県薬剤師会から愛媛県医師会へ講演会依

頼あり

産婦人科医会本部から講演内容のスライド原

稿は送付済み

日程　 2 /29㈯　 3 / １ ㈰　 3 /１4㈯　 3 /１5㈰

3 /2１㈯　 3 /22㈰　

別紙 4 -①　プログラム内容
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地区だより

東予産婦人科医会 小　西　秀　信

東予産婦人科医会報告　（令和元年度）

愛媛県東予地区の産婦人科医は毎年 2 か月に １

回奇数月に開催され，令和 2 年 １ 月１5日の開催で

１4年目となり第87回目を迎えた。令和元年 4 月か

ら令和 2 年 3 月まで １ 年間の開催報告をいたしま

す。

平成3１年 5 月１5日㈬　リーガロイヤルホテル新居

浜にて

症例報告：「妊孕性を温存し得た頸管妊娠の １ 例」

愛媛県立新居浜病院

佐々木容子　先生

宮上　　眸　先生

矢野　真理　先生

矢野　直樹　先生

【特別講演】

「黄体ホルモン　～最近の話題～」

岡山大学病院　周産期センター准教授

鎌田　康彦　先生

令和元年 7 月１7日㈬　新居浜医師会館にて

症例報告：「妊娠初期流産後，存続性絨毛症と診

断した １ 例」　

住友別子病院産婦人科

山本恵理子　先生

【特別講演】

「卵巣がん治療の新たな潮流」

国立四国がんセンター　産婦人科部長

竹原　和弘　先生

令和元年 9 月１8日㈬　新居浜医師会館にて

報告事項：日本産婦人科医会四国ブロック協議

会報告

愛媛県産婦人科医会　副会長

小西　秀信　先生

【特別講演】

「便秘治療の新潮流」

住友別子病院　診療部長

消化器内科部長　松原　　稔　先生

令和元年１１月20日㈬　新居浜医師会館にて

症例報告：「当院で経験した梅毒感染合併にんし

んの検討」

愛媛県立新居浜病院　産婦人科

吉田　文香　先生

【特別講演】

「当院における子宮動脈塞栓術（UAE）の治療

経験」

住友別子病院放射線IVR科　部長

内ノ村　聡　先生

令和 2 年 １ 月１5日㈬　新居浜医師会館にて

「切迫流産・切迫早産の発生率と就労との関係」



102 愛媛県産婦人科医会報

愛媛労災病院　産婦人科

矢野　真理　先生

【特別講演】

「妊娠糖尿病　Update」

愛媛大学大学院医学系研究科

産婦人科教授　杉山　　隆　先生

尚，令和 2 年 3 月の例会は新型コロナウィルス

感染拡大予防のため，休会となりました。
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いのうえ産婦人科 井　上　康　広

今治越智郡産婦人科医会の活動報告

１ ）20１9年 6 月27日今治市外科集団会にて越智先

生が日浅産婦人科による20年における帝王切

開率と合併症の発表を行いました。

2 ）恒例の川滝先生による胎児心エコー講習会を

8 月 9 日行い，夜懇親会を行いました。

3 ）現在杉山先生の尽力もあり，県立今治病院産

婦人科は常勤 4 人態勢で診療おこなっていま

す。
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松山産婦人科医会　幹事 古　谷　公　一

松山産婦人科医会　活動報告

松山産婦人科医会は，松

山市とその周辺地域の会員

にて構成されています。令

和 2 年 4 月現在，開業会員

１7名，勤務会員39名，合計

56名の会員に参加していた

だいております。会長矢野浩史（矢野産婦人科）

の元，月例会の開催，メーリングリストでの情報

交換，看護学校への講師派遣，新聞や地域情報誌

への医学記事執筆など地域医療に貢献できるよう

会員一同，努めています。

月例会は，毎月最終水曜日に松山市医師会館

にて開催されております。本田直利（松山赤十字

病院），松元隆（愛媛大学），竹原和宏（四国がん

センター），阿部恵美子（愛媛県立中央病院）が，

講演担当幹事となり，第一線で活躍されている先

生を招聘し，貴重なお話をしていただいておりま

す。最新の医療を学べる機会であり，毎回大変有

意義な会になっております。また新田次郎，武田

康成会員より，松山市医師会および愛媛県医師会

からの最新の情報提供をいただいております。

松山産婦人科医会主催の講演は当会員以外の

先生方の参加を歓迎しています。研修医の先生

や他の地区の先生方もご興味のある講演会には

是非ご参加ください。古谷までメールをいただけ

れば，講演内容が決定いたしましたら逐次情報

をお送りさせていただきます。メールアドレス：

kofuruta@ehime.med.or.jp

平成3１年度（令和 １ 年度）に開催した月例会の

演題と講師を掲載いたします。

第577回　平成3１年 4 月24日㈬

「感染症診療の考え方・抗菌薬の使い方」

愛媛県立中央病院　呼吸器内科医長

本間　義人　先生

第578回　令和 １ 年 5 月29日㈬

「殺細胞薬，分子標的薬，更にゲノム医療への進

展と腫瘍内科」

愛媛大学医学部臨床腫瘍学講座教授

愛媛大学医学部付属病院腫瘍センター

センター長� 薬師神芳洋　先生

第579回　令和 １ 年 6 月26日㈬

「子宮内膜症の管理に関するトピックス」

鳥取大学医学部産科婦人科学　准教授

谷口　文紀　先生

第580回　令和 １ 年 7 月3１日㈬

「明日からできる不妊漢方の秘訣」

浜松医科大学医学部付属病院

中山　　毅　先生

第58１回　令和 １ 年 9 月25日㈬

「産婦人科領域における甲状腺疾患の最近の話題」

愛媛県立中央病院　糖尿病・内分泌内科
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部長� 宮内　省蔵　先生

第582回　令和 １ 年１0月30日㈬

「あらためて過多月経の管理と治療を考える

～婦人科領域における鉄欠乏性貧血の診断と治療

～」

倉敷平成病院　婦人科部長

太田　郁子　先生

第583回　令和 １ 年１１月27日㈬

「婦人科疾患で役立つ漢方薬」

　九州大学大学院医学研究院

生殖病態生理学　教授　　加藤　聖子　先生

第584回　令和 2 年 １ 月29日㈬

「がん診療における遺伝医療」

四国がんセンター　遺伝性がん診療科

山本弥寿子　先生
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愛媛県産婦人科医会　副会長 長　野　　　護

南予地区だより（平成31/令和元年度）

日本国内では，本年 １ 月より新型コロナウイル

スによる感染症が発症し，通常のインフルエンザ

感染症（今年は例年に比べ発症数が少ない）の後

に，似た感染症が起きたと少し軽く考えてしまい

ましたが，県内の １ 号感染者が南予地区に発症し，

少しびっくりしました。以後 １ 名のみが発症，医

会の講演会，学術集会等の活動も休会し，県をま

たがる移動を控え，自粛した生活を長く送ってい

て，医療も他科と同様に充分な感染対策を取り診

察を送るこの頃です。

南予地区の周産期医療は市立宇和島病院を中心

に行っています。

南予産婦人科医会学術講演会

日時：令和元年１0月１7日㈭

場所：JRホテルクレメント宇和島

「クレメントホール」

特別講演

『婦人科がん治療のこれからの潮流　アップデー

ト』―この １ 年の進歩―

演者　独立行政法人国立病院機構

四国がんセンター　手術部長

竹原　和宏　先生
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病院めぐり

婦人科 帆　足　　　純

済生会松山病院

当院は昭和１8年に松山市梅田町 3 丁目に松山診

療所として開設しました。その後，昭和39年に松

山市祓川 １ 丁目に松山病院として開設し，平成 4

年，当地に老人保健施設にぎたつ苑を併設して

１4１床の新病院として移転しました。平成１8年に

南棟を増築し，平成2１年に１70床，平成27年に１99

床となり，内科，循環器内科，放射線科，外科，

整形外科，脳神経外科，眼科，泌尿器科，婦人科，

皮膚科，脳神経内科，耳鼻咽喉科，形成外科，麻

酔科，リハビリテーション科を標榜しています。

婦人科は，一般婦人科として疾患の相談，検査，

治療及び，検診等の地域医療を担うほか，救急日

の対応を行っています。当院には1.5Ｔと 3 Ｔの

MRIがあります。婦人科では主に1.5ＴのMRIを使

用していますが，平成30年に最新のデジタル機構

を搭載したものを導入しており，従来のものより

高速，高画質，高精細な画像が撮れるようになっ

ています。また，CTは 2 管球搭載１28スライスCT

を導入しており短時間，低被曝量での検査が行え

るようになっています。腫瘍等，超音波検査以上

の画像が欲しい時に速やかに検査を行うことがで

きます。

最近は，若い方を含め，月経困難症の訴えの患

者さんが増加しているように思います。患者さん

の話を聞き，適切な治療を心掛けていきたいと思

います。

これからも宜しくお願い致します。
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おぎゃー献金

献金担当理事 小　西　秀　信

おぎゃー献金だより（令和元年度）

まず初めに会員の皆様か

ら令和元年度もおぎゃー献

金に大変なご協力を頂きあ

りがとうございます。献金

運動が始まってから57年目

を迎えますが，愛媛県は常

に全国でベストテンに入る好成績を維持していま

す。

まず，愛媛県各市町村別の献金額を前年度との

比較をお知らせします。

★協力企業の内訳は伊藤園自販機１3,3１3１円　四

国コカ・コーラ自販機１2,5905円　サントリー自販

機１4,447円　ベネッセ7,880円と全体の１１％となり，

その大半が自販機の売り上げによるものでした。

全国的には20１8年度が82,470,507円，20１9年度が

83,509,830円で前年度より１,039,323円（+1.24%）

と若干の増額で，愛媛県は前年度とほぼ同額の献

金でした。20１9年度の一人当たり献金額は　 １ 位：

鳥取県　 2 位：山形県　 3 位：大分県　 4 位：山

口県　 5 位：愛媛県では一人当たりの献金額は

20,972円でした。

愛媛県市町村別献金額
市町村 2019年度 2018 々度 増　減

四 国 中 央 市 10,000円 29,010円 －19,010円
新 居 浜 市 508,714円 524,448円 －15,734円
西 条 市 362,564円 306,470円 +56,094円
今 治 市 　���26,394円 45,037円 －18679円
東 温 市 　���30,214円 22,520円 +7,694円
松 山 市 732,737円 811,691円 －78,816円
喜 多 郡 253,875円 244,371円 +9,504円
八 幡 浜 市 20,388円 25,721円 －5,333円
宇 和 島 市 200,582円 189,088円 +11,494円
愛 媛 大 学 ����110,780円 108,404円 +2,376円
★協力企業等 281,366円 267,857円 +13,509円
合 計 2,537,614円 2,584,617円 －47,003円
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愛媛県献金額（過去 5 年間）
2015年 294万円 －21万円
2016年 267万円 －28万円
2017年 271万円 +4万円
2018年 258万円 －13万円
2019年 253万円 －5万円

全国献金額（過去 5 年間）
2015年 9527万円 ＋107万円
2016年 9143万円 －384万円
2017年 8649万円 －494万円
2018年 8239万円 －41万円
2019年 8351万円 ＋112万円

おぎゃー献金だより（令和元年度） 

献金担当理事 小西秀信 

まず初めに会員の皆様から令和元年度もおぎゃー献金に大変なご協力を頂きありがとう
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ンに入る好成績を維持しています。 

まず、愛媛県各市町村別の献金額を前年度との比較をお知らせします。 
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おぎゃー献金の配分は主に心身障害児の施設

やその予防・療育等の研究機関に実施されてお

り，20１8年度の実績は心身障害児施設に2860万円，

予防・療育等の研究に１385万円贈呈されました。

20１0年度からは全国障害者スポーツ大会にも毎年

１00万円が贈られています。

愛媛県では「よい子を産み育てる妊婦の日」の

大会に毎年50万円の補助金が贈られています。献

金の90％近くが会員自らによるもので，もう少し

献金を集めるためにはおぎゃー献金の趣旨を多く

の方々に情報提供し，分娩時のコイン献金運動，

寄付金の税金控除などを更に勧める必要があると

思われます。
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大学だより

愛媛大学大学院産科婦人科学 藤　岡　　　徹

大　学　便　り

大愛媛県産婦人科医会の

先生方には，常日頃より当

教室にご支援を賜り，厚く

御礼申し上げます。

令和も今年で 2 年目を迎

えましたが，年明けから新

型コロナウイルスの混乱が始まり， 4 月の第72回

日本産科婦人科学会がWeb開催になりました。ま

た大学では医学部生の講義が遠隔授業となり，ポ

リクリなどの臨床実習は延期となるなど混乱が続

いております（ 5 月 6 日現在）。大型連休も終わ

りを迎え，全国の感染者数は増加に歯止めがか

かったようにみえますが，まだまだ油断はできま

せん。通常の産婦人科診療においても，引き続き

十分な予防策を行う必要があります。

さて平成30年 4 月からスタートした新専門医制

度ですが，昨年度の愛媛県の産婦人科専攻医数

は 3 名，そして今年度も 2 名の専攻医を迎えるこ

とができました。一方，県外からも数名の若手産

婦人科医師が研修終了後に愛媛に戻ってきてお

り，近年は着実な若手医師の増加で愛媛県全体

が活気づいているように思えます。また学会での

専攻医の活躍も目覚ましく，Web開催となった本

年の日産婦では，愛大から専攻医が 4 題，そのう

ちInternational�sessionで 2 題を発表しております。

また当科の特色であります若手医師のTLH執刀で

は，十分なトレーニングを積んだ後に研修医 2 年

目で 3 名，専攻医 １ 年目で 5 名が初執刀を行って

おります。若いうちから低侵襲手術の基本手技と

知識を伝え，将来においてさらに発展することを

期待しております。

また当教室では腫瘍，周産期など各分野で高度

な医療を目指して日々励んでおります。腹腔鏡下

手術では婦人科悪性腫瘍領域にも適応が拡大し，

平成30年 4 月に子宮頸癌に対する腹腔鏡下子宮悪

性腫瘍手術が保険収載されました。当教室では現

在までに１7例施行し，手術時間は延長するものの

出血量や術後疼痛の減少，入院期間の短縮（術後

平均 7 日目に退院）など多くのメリットがみられ

ました。しかしLACC�trialで示された子宮頸癌に

対する開腹手術と低侵襲手術のRCTで後者の再

発率が高いというデータの影響は大きく，本邦で

も執刀数は減少傾向にあるようです。今後，適応

について腫瘍径を 2 ㎝以内とすること等が検討さ

れており，十分な議論の上で安全に施行されるよ

う，基準作りが期待されます。また一昨年度，新

しくロボット支援手術が良性疾患と子宮体癌に対

して保険収載されました。しかし新しいモデルの

da�Vinci�Xiでもポート径が 8 ㎜と腹腔鏡で使用す

る 5 ㎜ポートに比べて大きく，またセッティング

に時間がかかるなど，現状では明らかなメリット

を感じることができません。しかし手ぶれ防止機

（平成 3 年入会）
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能があり， 3 Ｄ画像下に手術ができるなどの特徴

もあります。当教室でも導入を進めて現在まで子

宮筋腫に対し 4 例施行致しました。印象としては，

執刀医や第一助手，器械出しのNsも皆座った状態

で行い，また術者は 3 Ｄ画像下で執刀するためス

トレスが少なくQOLの維持に役立つかもしれませ

ん。

また今年の最大の医局イベントと思われるのが，

改装に伴う引っ越しです。現在，産婦人科の入っ

ている建物は， 3 Ｆが歯科口腔外科, １ Ｆが放射

線科，そして 2 Fが産婦人科ですが，数年前に行

われた医学部本館の改装を含む耐震工事に続いて

我々の建物でもやっと行われることになりました。

期間は2020年 6 月から202１年 3 月までの予定で，

その間は医局が 2 か所に分かれて医学部本館に移

動します。医学部本館の 6 Ｆのセミナー室が女子

部屋で， 8 Ｆのセミナー室が男女混合部屋になる

予定です。セミナー室は一部屋が 7 × 7 ｍで，そ

の中にMax１2名が机を構えることになります。最

近の流れに逆らう密集となりますので，なんとか

この間を何事も無く過ごして，また新しい医局に

戻ってこられるようしばらくの辛抱です。またこ

の間は，電話番号やFAX番号などは変更無く現在

のものを引き継ぐ予定になっております。医局に

来られる際はご不便をお掛けすることになるかと

思いますが，何卒ご了承の程よろしくお願い申し

上げます。

最後になりましたが，諸先生からは常日頃より

多くのご紹介をいただき，当教室では引き続き若

手医師の育成や高度医療の開発や普及に努めて参

ります。今後ともご指導ご鞭撻を賜りますよう何

卒よろしくお願い申し上げます。
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文献紹介

愛媛大学大学院医学系研究科　産科婦人科学 上　野　愛　実

 

 

（はじめに） 

妊娠中は、血清中の ALP値、AFP値が上昇し、アルブミン値が低下する。妊娠中に肝機能

異常を認めた場合、HELLP 症候群や AFLP 等の可能性を考慮し慎重に鑑別する必要がある。

妊娠性肝内胆汁うっ滞 (ICP) は、全身の掻痒、黄疸および胆汁酸値の上昇を伴う妊娠時に

特有の肝疾患であるが、経過中に HDPや AFLPを合併することもある注意すべき疾患である。

ICPの病因は、遺伝的、内分泌的および環境的因子の組み合わせによって影響される。リス
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（はじめに）

妊娠中は，血清中のALP値，AFP値が上昇し，

アルブミン値が低下する。妊娠中に肝機能異常を

認めた場合，HELLP症候群やAFLP等の可能性を

考慮し慎重に鑑別する必要がある。妊娠性肝内胆

汁うっ滞（ICP）は，全身の掻痒，黄疸および胆

汁酸値の上昇を伴う妊娠時に特有の肝疾患であ

るが，経過中にHDPやAFLPを合併することもあ

る注意すべき疾患である。ICPの病因は，遺伝的，

内分泌的および環境的因子の組み合わせによって

影響される。リスク因子には，多胎妊娠，体外受精，

高齢出産，妊娠歴，家族歴，Ｃ型肝炎感染などが

ある。現在治療の第一選択としてウルソデオキシ

コール酸が投与されることが多いが，その有効性

を検討した論文を紹介する。

【緒言】

妊娠性肝内胆汁うっ滞（ICP）は，妊娠性掻痒

症や血中胆汁酸値の上昇を特徴とし，死産，早産，

新生児治療室への入室の増加と関連がある。ウル

ソデオキシコール酸は確固たるエビデンスなく広

く用いられていが，ウルソデオキシコール酸によ

りICPによる周産期における有害事象の減少があ

るかどうか検討した。

【方法】

多施設共同無作為化二重盲検プラセボ対照比較

臨床試験が施行された。対象は１8歳以上，妊娠20

週～ 40週 6 日の単胎または双胎の致死的胎児異常

がない605人の妊娠性肝内胆汁うっ滞症（ICP）の

妊婦が抽出された。患者は １ ： １ でウルソデオキ

シコール酸500㎎ １ 日 2 錠またはプラセボ500㎎

１ 日 2 錠群に無作為に割り付けられた。投与量は

病状により担当医師の判断で， １ 日最大量2000㎎，

最小量500㎎とし，出産まで治療を継続した。

主要評価項目は，周産期死亡（無作為化後の子

宮内胎児死亡または生後 7 日以内の新生児死亡），

早産（妊娠週数37週未満）， 4 時間以上の新生児

治療室入室（出産から退院まで）の複合エンドポ

イント（新生児は複数該当時も １ 例としてカウン

ト）とし，intention-to-treat解析を行った。

【結果】

20１5 ～ 20１8年に605例が登録され，ウルソデオ

キシコール酸305例，プラセボ群300例に無作為に

割り付けられた。

複合エンドポイントのイベントは，ウルソデオ

キシコール酸群で新生児322例中74例，プラセボ

群で新生児3１8例中85例（27％）に発生した。（95%

信頼区間：0.62~1.15）。重篤な有害事象はウルソ

デオキシコール酸で 2 例，プラセボ群で 6 例報告

され，治療に関連する重篤な有害事象は確認され

なかった。

ク因子には、多胎妊娠、体外受精、高齢出産、妊娠歴、家族歴、C 型肝炎感染などがある。

現在治療の第一選択としてウルソデオキシコール酸が投与されることが多いが、その有効

性を検討した論文を紹介する。 

 

【緒言】妊娠性肝内胆汁うっ滞（ICP）は、妊娠性掻痒症や血中胆汁酸値の上昇を特徴とし、

死産、早産、新生児治療室への入室の増加と関連がある。ウルソデオキシコール酸は確固た

るエビデンスなく広く用いられていが、ウルソデオキシコール酸により ICP による周産期

における有害事象の減少があるかどうか検討した。 

【方法】 

多施設共同無作為化二重盲検プラセボ対照比較臨床試験が施行された。対象は 18 歳以上、

妊娠 20週～40週 6日の単胎または双胎の致死的胎児異常がない 605人の妊娠性肝内胆汁う

っ滞症（ICP）の妊婦が抽出された。患者は 1：１でウルソデオキシコール酸 500mg1日２錠

またはプラセボ 500mg1日２錠群に無作為に割り付けられた。投与量は病状により担当医師

の判断で、1日最大量 2000mg、最小量 500mgとし、出産まで治療を継続した。 

主要評価項目は、周産期死亡（無作為化後の子宮内胎児死亡または生後 7日以内の新生児死

亡）、早産（妊娠週数 37 週未満）、4 時間以上の新生児治療室入室（出産から退院まで）の

複合エンドポイント（新生児は複数該当時も 1例としてカウント）とし、intention-to-treat

解析を行った。 
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【結論】

妊娠性肝内胆汁うっ滞（ICP）に対してウルソ

デオキシコール酸を投与しても周産期の有害事象

は減少しない。ICPに対してのウルソデオキシコー

ル酸の常用は再考される必要がある。

【考察】

ウルソデオキシコール酸は比較的安全に使用で

きる薬剤ではあるが，プラセボ群と比較し有意に

総胆汁酸やALT値の低下をみとめず，その有効性

は認められなかった。

しかし，本検討ではプラセボ群において発生

した有害事象数が予想より少なく，症例数も少な

く検出力が不足していた可能性がある。また，妊

娠性肝内胆汁うっ滞（ICP）は経過中にHDPや

HELLPを合併することも多く，様々な交絡因子が

関与していることが本検討を困難にしている一因

かもしれない。

（まとめ）

妊娠性肝内胆汁うっ滞（ICP）に対するウルソ

デオキシコール酸の常用は再考するべきである。

総胆汁酸40μmol/L以上で死産率の上昇を認める

ことから，ICPを疑う症例で胆汁酸が40μmol/L

以上の症例はterminationを考慮する必要がある。

【参考文献】

Ovadia�C,�et�al.�Lancet.�20１9�Mar�2　;�393（１0１74）　

:�899-909

Amber�M,�et�al.�Obstet�Gynecol�Surv.�20１8�Feb�

;�73（2）　:�１03-１09.�

 

【結果】 

 2015～2018 年に 605 例が登録され、ウルソデオキシコール酸 305 例、プラセボ群 300 例

に無作為に割り付けられた。 

 複合エンドポイントのイベントは、ウルソデオキシコール酸群で新生児 322 例中 74 例、

プラセボ群で新生児 318例中 85例（27％）に発生した。（95%信頼区間：0.62~1.15）。重篤

な有害事象はウルソデオキシコール酸で２例、プラセボ群で 6例報告され、治療に関連する

重篤な有害事象は確認されなかった。 

 
 

【結論】妊娠性肝内胆汁うっ滞（ICP）に対してウルソデオキシコール酸を投与しても周産

期の有害事象は減少しない。ICPに対してのウルソデオキシコール酸の常用は再考される必

要がある。 
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立　花　綾　香

越　智　良　文

瀬　村　肇　子

秋　定　　　幸

新入会会員紹介

立花綾香と申します。この度 4 月から四国中央病院で働くこととなりました。

まだ環境にも不慣れで戸惑うことも多々ありますが，この地区の産婦人科医療

に貢献できるよう精進したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

20１9年１0月より愛媛県立中央病院で勤務させていただいております。20１3年

に愛媛大学を卒業後，初期研修を三井記念病院，後期研修を亀田総合病院で

終了しました。その後 １ 年半同病院で勤務したのちに愛媛に戻って参りました。

出身地である愛媛県の産婦人科医療に貢献できるよう精進しますので，宜しく

お願いいたします。

2019年10月より愛媛県立中央病院に赴任いたしました。岡山大学を卒業後、

京都第二赤十字病院で臨床研修修了、岡山大学関連病院で後期研修を修了しま

した。12年ぶりに松山に帰郷し、地元の医療に貢献できる喜びを日々感じてい

ます。ご迷惑をおかけすることも多い毎日ですが、ひとつひとつ丁寧に吸収し

ていけたらと思っています。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

20１9年１0月より愛媛県立中央病院で勤務させていただいております。愛媛大

学を20１4年に卒業し，岡山大学の関連病院で研修して参りました。このたび愛

媛県に転居することとなり，無理をいって採用していただきました。先生方に

ご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが，どうぞよろしくお願いいたし

ます。

四国中央病院　産婦人科

県立中央病院　産婦人科

県立中央病院　産婦人科

県立中央病院　産婦人科
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丹　下　景　子

宮　植　真　紀

本年 4 月より市立宇和島病院で産婦人科専攻医として勤務させていただいて

おります。今治市波方町出身で徳島大学を卒業後，市立宇和島病院で初期研修

を終えました。 7 月からは愛媛大学附属病院で勤務予定です。少しでも地元愛

媛の皆さんのお役に立てるよう日々精進して参ります。よろしくお願いします。

新規入会員の宮植真紀と申します。愛媛大学を卒業し，松山赤十字病院，愛

媛大学医学部附属病院で初期研修を行いました。現在は県立新居浜病院で産婦

人科専攻医として勤務しております。至らぬ点も多々ありますが，愛媛県の産

婦人科医療に貢献できるよう精進してまいりますので，ご指導ご鞭撻のほどよ

ろしくお願いいたします。

市立宇和島病院　産婦人科

県立新居浜病院　産婦人科
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会 員 の 広 場

開　院　報　告

令和 2 年 4 月 8 日に，学び育った宇和町で，婦

人科を中心としたクリニックを開院致しました。

日本初の女性産科医といわれる楠本イネ（シーボ

ルトの娘，通称おイネさん）が医学を学んだこの

地において，南予初の女性産婦人科開業医として，

命を守り，命を育み，命をつなぐ役目を担い，こ

れから地域の皆様のお役にたてればと思っており

ます。診療内容としましては，婦人科疾患の診療

全般及び漢方薬を併用した緩和的診療，産科医と

して出産そのものに立ち会うことは致しませんが，

妊婦健診や助産師による個別の保健指導を通して，

母子ともに健康で満足のいく出産に繋げるように，

産後は母乳外来や産後訪問ケアを実施し，それ

ぞれの母子とその家族のもつ自然の生命力を信じ，

自分らしく子育てできるようサポートさせていた

だきます。スタッフ全員で，患者様一人一人に寄

り添えるワンチームとして，医療・ケアを提供し

てまいります。当院は，女性のためのクリニック

ではありますが，女性を支えているあらゆる性（か

た）に敬意を表し，皆様がより健康的な生活を送

られますよう診療に努めてまいります。どうぞ宜

しくお願いいたします。（ホームページより引用

いたしました）

上記のようにご挨拶させていただいておりま

すが，今日無事に開院できましたのも，ひとえに，

私を支えていただいた皆々様のおかげだと思って

いわもと婦人科クリニック 岩　本　麻　里
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おります。生まれてからこれまで，そしてこれか

らのすべての出会いに感謝し，この御恩をお返し

するべく精進してまいります。受けた恩を直接す

べての方にお返しすることはかないませんが，命

をつなぐ役目を担う者として私の力の及ぶ限り，

患者様や家族様に向かう御恩返しをさせていただ

こうと思っております。私は，実母を 3 歳の時に

膵癌で亡くし， 8 歳からの育ての継母は平成24年

に肝細胞癌で，実父は平成28年 6 月（肺癌診断後

2 か月）に自宅で看取りました。その後 １ 年半の

間は生きる意味を失っていた私でしたが，良き友

人達に諸先輩方や後輩達，ひいては患者様にま

でも助けていただき，再び命を与えていただきま

した。本当に有難い事です。与えられ生かされて

いる命を自覚し，私を信じて共に働いてくれるス

タッフにも感謝しつつ，これから誠心誠意努めて

まいります。まだまだ未熟な私ですが，今後とも

ご指導ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い致しま

す。
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つれづれなるままに

此の度，執筆依頼を頂き，駄文を披瀝させて頂

きますが，お許し下さい。

私，西条市生まれの西条育ちです。西条陣屋は

現在の西条高校の敷地となっています。東に土橋

が架かり大手門が現存しています。方形区画の主

郭で周囲に水堀が巡らされています。

上手ではありませぬが，スケッチが好きで，興

味あるものが目に入るとついついスケッチがした

くなる性分です。

絵を描き始めたのは，中学生の頃でしたでしょ

うか？

徳島県初の県展が開かれた昭和24年，当時京大

教授で画家の須田国太郎先生が絵の審査にお見

えになり，当時一緒に画いていた徳島市長さんと

会場を見て廻ったとき須田先生が私の出展した画

（皿に魚）を指さして「いいね」といわれたそう

です。後ほど市長さんが「あの絵を譲って欲しい」

と言われたので差し上げました。この事がきっか

けで絵にのめり込むようになりました。その絵は

徳島駅近くの小学校の校長室に掲げられていたそ

うですが，現在消息は不明です。

戦時中の記憶�

時に何気なく眺めた工場煙突で働いた当時をス

クリーンに写す如く思い出すことがあります。

第二次世界大戦末期の１943年（昭和１8年）以降

に深刻な労働力不足を補うために，中等学校以上

の生徒や学生が軍需産業や食料生産に動員されま

サカタ産婦人科 坂　田　守　正
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した。

中学 5 年の頃，学徒動員と称し一般労務者と赤

トンボ色の練習機の退避壕や水路を作ったり致し

ました。終戦近くの頃には，この絵の大きな煙突

の最下部，燃料の燃え滓処理の為，暑くて熱い思

いを致しました。この敷地東端には住友工場群が

あり，米軍艦戦機の急降下による銃乱射を目の当

たりにしました。その時の恐怖は忘れられず，あ

の辺りに動員された同輩の無事をしきりに祈った

ことは，言うまでもありません。

飯田無二先生の思い出

飯田無二先生は，昭和24年 8 月～昭和39年 3 月

にかけて徳島大学医学部産婦人科教授を勤められ，

昭和35年には第１2回日本産科婦人科学会総会を徳

島市で開催されました。私の知る先生の性格を一

言で申すならば，「豪放磊落（性質が快活で細か

いことにこだわらない）」です。教室の絶対的存

在で皆尊敬と畏怖の念を抱いておりました。

昭和3１年，徳島の三野病院で勤務しましたが，

月二回飯田先生が出張診療に来られておりました。

その日は，先生目当てに多くの患者様が押しかけ，

この小さな病院に活気が漲りました。当時の三野

にはバス・タクシーなど全くない時代で，飯田先

生の送迎は吉野川を隔てた対岸の江口駅との間を

お話しを伺いながら，専ら歩いてお供をしました。

途中，吉野川には水面を覆うように一本の潜水橋

が架かっており，先生は必ず立ち止まって清流を

覗かれたものでした。某日，栄養不良の老婆が不

正出血を訴え，診察希望にて来院。御高診の結果

は，子宮癌。家族にご説明になり 2 週間後の手術

予定で，諸検査後，注意を興え退出。 2 週後の手

術助手に私も参加。点滴注射，腰椎麻酔後，術

者，助手総力をあげ，麻酔後の開腹適確な患部摘

出。それは神業と見学した諸先生も感嘆しきりで

した。其の後，患者様は深部治療のため，徳大へ

転移されました。

三野病院の吉田院長は菊作りの名人で，校舎

の庭には奥様とご一緒に丹精された何十鉢もの懸

崖や大輪の菊が並び，これが咲き揃う頃，飯田先

生のご日程に合わせて病院の観菊の宴が催されま

した。飯田先生は，この席では格別ご機嫌麗しく，

菊香り，心づくしの料理と銘醸「三芳菊」に温顔

綻び放しで，お帰りの時刻を申し上げるのも憚ら

れました。

仕方なく「先生，汽車のお時間です」と申し

ても「うん」と言われるだけで腰は据わったまま。

途方に暮れましたが，忽ちタイムリミットも過ぎ，

事務のＫさんの機転で用意されたのが，古自転車

１ 台でした。やっとのことで，重い腰を自転車の

荷台にお移し願って，お見送りの列に送られて珍

妙な師弟二人乗りの自転車は，公舎から商店街

までの下り坂を秋風切って一気に駆け下りました。

何しろ，お相撲のような先生をお乗せして，運転

するのが50㎏です。背中越しのお言葉には上の空

で，バランスをとるのに懸命でした。吉野川を渡

るには始めの難関が石コロだらけの河原道，次が

手摺などない道幅狭い潜水橋。若し左右どちらか

に倒れでもすれば流れる先は徳島沖という恐怖と

責任感に緊張の極みでした。続いての国道までの

上り坂には参りました。坂にかかった途端に荷台

の先生の重量で，マンガに描かれるように前輪が

本当に持ち上がるのです。「大丈夫か？」とお声

がかかります。「ハイッ！」と腰を浮かせて身を

かがめ全体重をハンドルにかけて踏みました。ヨ

ロヨロ乍ら登り切り，何んとか時間に着きました

が胸は早鐘，汗びっしょり，息が弾んで口もきけ

ず，ハンドルと一緒に握っていた鞄を捧げ，黙っ
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て頭を下げるのがやっとでした。「ご苦労！」悠

然と改札口を通り，後ろ姿は階段に消えていきま

した。

今は，予防や検診が進歩し，進行性の子宮癌の

患者様を診ることは殆どなくなりました。あの症

例にはもっと良い治療法があったかもしれないと

思うことも多いですが，我々はその時その時を一

生懸命生きたのです。

私の座右の銘

相手に優しい言葉をかけたり，病気の看病をし

たりすることを心施（しんせ），にっこりと相手

に話しかけ，笑顔をあげることを和顔施（わがん

せ）といいます。これは仏さまの心にかなう行い

です（瀬戸内寂聴）。

佛教用語で，「施し」という言葉がよく用いら

れます。私は，「和顔施」こそ患者様に接する医

師に重要と「和顔施，和顔施」と心中なごやかと

なるよう唱え続けております。



123第 56 号　令和 2 年 8 月 20 日

愛媛県産婦人科医会報　第 56 号

令和 2 年 8�月 20 日発行
発　行　所　愛媛県医師会内
　　　　　　愛媛県産婦人科医会
　　　　　　松山市三番町４丁目５－３
　　　　　　電話�（089）�943 － 7582 ㈹
編集発行者　会長　池　谷　東　彦
印　刷　所　不二印刷株式会社
　　　　　　松山市空港通２丁目 13 － 30
　　　　　　電話�（089）�973 － 1266 ㈹

本年度も皆様の御協力により無事に，第56号愛

媛県産婦人科医会報を発行することが出来ました。

今年は新型コロナウイルス感染症（COVID-１9）

により，かつて経験した事がない事態が起こりま

した。日本だけでなく，パンデミックな感染にな

り世界中の人々が被害を受けました。そしてそれ

は未だ収束しておりません。医療界の受けた打撃

も大きく，医療従事者が感染したり，亡くなられ

たり，精神的肉体的に疲弊して助けを求めたりし

ています。医会の多くの会合も中止になりました。

この先わが国では，病院の倒産さえ噂されています。

巻頭言では池谷，杉山両会長ともに産婦人科と

COVID-１9について述べておられます。また少子

高齢化問題にも言及されています。2024年から新

しい働きかた制度が始まりますと，産婦人科医療

が大きく変化し，更に集約化が進む気がします。

慶祝では米本志朗先生が産科医療功労者として，

宮内文久先生が安全衛生に係る優良事業場功労者

として厚労大臣表彰を受賞されました。おめでと

うございます。

弔慰は嬉しいことに該当者が有りませんでした。

論説として愛媛大学医学部附属病院感染制御部

田内久道先生にご多忙中，無理な寄稿をお願い致

しましたが「新型コロナウイルス感染症の愛媛県

での経過と今後の対応」という論説文を快く執筆

して下さいました。有難うございました。拝読い

たしますとその経過がよく分かり，かなり緊迫し

ていたことが分かります。

学術は四国ガンセンターの竹原和宏先生にお願

いしました。

良い子を生み育てる妊婦の日の報告は毎年今井

先生です。拙い会場の写真は私が撮らせて頂いて

おります。今年はCOVID-１9のため残念ながら開

催が中止となりました。

病院めぐりは「済生会松山病院」です。

会員の広場は新規開業の「いわもと婦人科クリ

ニック」の岩本麻里先生と坂田産婦人科の坂田守

正先生です。

新入会会員紹介は 6 名です。できるだけ長期間

愛媛県にとどまって，ご活躍下さい。

その他毎年執筆して頂いている先生，新たに執

筆して頂いた先生に感謝いたします。広告集めに

頑張って頂いた横山幹文先生，吉良敏彦先生，編

集委員・顧問の先生方，愛媛県医師会の笠井氏，

不二印刷の宮内氏さらに協賛各社に感謝致します。

なお 6 月2１日行われた愛媛県医師会代議員会に

おいて役員改正が行われ，池谷東彦会長が愛媛県

医師会理事に再選されました事をご報告いたしま

す。　　　　　　　　　（編集委員長　正岡　尚）

－編集委員－

吉良　敏彦，草薙　康城，近藤　裕司，

武田　康成，中橋　徳文，松原　圭一，

宮内　文久，横山　幹文，渡辺　克一

－顧　　問－

池谷　東彦，福井　敬三

編 集 後 記
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広　告　協　賛　会　社　一　覧　（順不同） 

あすか製薬　株式会社

江崎グリコ　株式会社

株式会社　エヒメ医療器

科研製薬　株式会社

共和医理器　株式会社

クラシエ薬品　株式会社

株式会社　サンメディカル

株式会社　ツムラ

ニプロ　株式会社

ノーベルファーマ　株式会社

バイエル薬品　株式会社

久光製薬　株式会社

富士製薬工業　株式会社

株式会社　明治

持田製薬　株式会社

森永乳業　株式会社

雪印ビーンスターク　株式会社

不二印刷　株式会社

ご協力ありがとうございました。
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本 社 〒 721-0961 広島県福山市明神町二丁目12番 15号 TEL 084-924-3108 FAX 084-924-3749
福 山 支 店 〒 721-0961 広島県福山市明神町二丁目12番 15号 TEL 084-924-3108 FAX 084-924-3749
広 島 支 店 〒 733-0833 広島市西区商工センター二丁目1番2号 TEL 082-270-1520 FAX 082-270-1553
愛 媛 支 店 〒 791-1115 愛 媛 県 松 山 市 土 居 町 1118-1 TEL 089-905-7710 FAX 089-905-7711

松 山 営 業 所 〒 791-1115 愛 媛 県 松 山 市 土 居 町 1118-1 TEL 089-905-7710 FAX 089-905-7711
今 治 営 業 所 〒 794-0823 愛媛県今治市郷 本町 一丁 目 3 番 58 TEL 0898-34-3350 FAX 0898-34-3351

岡 山 営 業 所 〒 700-0975 岡 山 市 北 区 今 8 丁 目 13-13 TEL 086-246-6311 FAX 086-246-6310
営 業 本 部 〒 733-0833 広島市西区商工センター二丁目1番2号 TEL 082-270-1510 FAX 082-277-1665

医療機器、理化学機器の総合商社

明日を拓き、夢をはぐくむ｡

私たちは､健康文化の創造､発展のためいつも挑戦を続けています。

FS516014/ISO 9001:2015
MD516015/ISO13485:2016
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効能・効果, 用法・用量, 禁忌を含む使用上の注意等に
つきましては, 添付文書をご参照ください。 

薬価基準収載

DIENOGEST tablets（ジエノゲスト錠）

子宮内膜症治療剤

DIENOGEST OD tablets（ジエノゲスト口腔内崩壊錠）

OD
処方箋医薬品注）

注）注意 - 医師等の処方箋
　　により使用すること

〒939-3515 富山県富山市水橋辻ヶ堂1515番地
https://www.fujipharma.jp/

製造販売元（資料請求先）
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